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藤
澤
東
畡
著
『
辨
非
物
』
訳
注
（
一
）
―
「
序
」
部
分
―

矢
羽
野
　
隆
　
男

は
じ
め
に

　

日
本
思
想
史
に
お
い
て
荻
生
徂
徠
（
一
六
六
六
～
一
七
二
六
）

の
出
現
は
大
き
な
画
期
を
な
し
、
徂
徠
学
の
影
響
は
経
学
は
も
と

よ
り
文
学
・
政
治
・
経
済
さ
ら
に
は
国
学
・
史
学
な
ど
広
範
囲
に

及
ん
だ
。
ま
た
、
そ
れ
に
比
例
し
て
徂
徠
学
に
対
す
る
批
判
も
数

多
く
出
現
し
た
。
懐
徳
堂
も
そ
う
し
た
反
徂
徠
の
主
張
を
展
開
し

た
学
派
の
一
つ
で
、
朱
子
学
の
立
場
か
ら
五
井
蘭
洲
（
一
六
九
七

～
一
七
六
二
）
が
徂
徠
の
『
論
語
徴
』
を
批
判
し
て
『
非
物
篇
』

を
著
し
、
ま
た
師
蘭
洲
の
遺
志
を
継
い
だ
中
井
竹
山
（
一
七
三
〇

～
一
八
〇
四
）
が
更
な
る
批
判
を
加
え
て
『
非
徴
』
を
著
し
た
。

両
書
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
懐
徳
堂
か
ら
出
版
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
竹
山
の
弟
履
軒
（
一
七
三
二
～
一
八
一
七
）
も
兄
と
同

様
に
『
非
物
継
声
篇
』
を
著
し
て
独
自
の
徂
徠
批
判
を
試
み
た
こ

と
が
あ
っ
た
1

。こ
う
し
た
懐
徳
堂
学
派
の
徂
徠
学
批
判
に
対
し
、

徂
徠
学
の
立
場
か
ら
再
批
判
の
書
が
著
わ
さ
れ
た
。
藤
澤
東
畡
の

『
辨
非
物
』
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

藤
澤
東
畡
（
一
七
九
四
～
一
八
六
四
）
は
徂
徠
学
に
連
な
る
学

者
で
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
大
坂
に
開
い
た
泊
園
書
院
は
、

懐
徳
堂
と
並
ぶ
漢
学
塾
と
な
り
、
嘉
永
か
ら
元
治
二
年
に
没
す
る

ま
で
の
時
期
（
一
八
四
五
～
一
八
六
四
）、
東
畡
は
大
坂
一
の
泰

斗
と
称
せ
ら
れ
た
と
い
う
2

。『
辨
非
物
』
の
執
筆
時
期
は
未
詳

な
が
ら
、
東
畡
が
懐
徳
堂
の
徂
徠
学
批
判
に
対
抗
心
を
懐
い
た
の

に
は
、
同
じ
大
坂
の
漢
学
塾
と
い
う
事
情
も
関
係
あ
ろ
う
か
ら
、

泊
園
書
院
の
開
塾
後
の
こ
と
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

　
『
辨
非
物
』
は
、
東
畡
の
稿
本
一
冊
が
関
西
大
学
図
書
館
泊
園

文
庫
に
所
蔵
さ
れ
、
関
西
大
学
出
版
会
か
ら
関
西
大
学
東
西
学
術

研
究
書
資
料
集
刊
二
十
二
『
藤
澤
東
畡
著 

辨
非
物
』
と
し
て
影

印
出
版
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
五
井
蘭
洲
の
『
非
物
篇
』
お
よ
び

そ
れ
に
付
す
竹
山
の
序
を
批
判
の
対
象
と
す
る
書
で
あ
る
が
、
全
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篇
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、『
論
語
』
八
佾
篇
の
第
四
章
「
林
放

問
礼
之
本
」
章
で
終
わ
っ
て
お
り
、
未
完
の
稿
本
と
さ
れ
る
3

。

　

東
畡
は
官
学
で
あ
る
朱
子
学
と
の
争
い
を
避
け
る
た
め
、
平
生

は
み
だ
り
に
徂
徠
学
か
ら
の
主
張
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
4

。
し

か
し
、『
辨
非
物
』に
は
徂
徠
学
の
立
場
か
ら
五
井
蘭
洲『
非
物
篇
』

に
対
し
て
冷
静
か
つ
的
確
な
批
判
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
泊
園
書

院
と
懐
徳
堂
朱
子
学
と
の
学
問
観
の
相
違
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た

一
方
で
、
天
保
以
後
の
激
動
の
時
代
を
反
映
し
て
強
い
国
家
意
識

が
表
明
さ
れ
て
お
り
、
同
時
期
の
懐
徳
堂
の
並
河
寒
泉
（
一
七
九

七
～
一
八
七
九
）
と
軌
を
一
に
す
る
面
も
見
出
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
泊
園
学
と
懐
徳
堂
朱
子
学
と
の
対
立
点
を
鮮
明
に

す
る
上
で
、ま
た
変
革
期
の
大
坂
漢
学
の
思
想
状
況
を
知
る
上
で
、

東
畡
の
『
辨
非
物
』
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
た
だ
、
徂
徠
批
判

に
対
す
る
再
批
判
と
い
う
性
質
上
、
そ
の
言
説
は
、
朱
熹
『
論
語

集
注
』、
荻
生
徂
徠
『
論
語
徴
』、
五
井
蘭
洲
『
非
物
篇
』
の
重
層

的
な
議
論
の
上
に
成
立
し
て
お
り
、
東
畡
の
所
説
を
理
解
す
る
に

は
前
提
と
な
る
議
論
の
把
握
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
や
や

繁
雑
と
な
る
が
前
提
と
な
る
議
論
を
提
示
し
、
そ
の
上
で
『
辨
非

物
』
の
訳
注
を
示
す
と
い
う
形
式
を
取
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、

紙
数
の
関
係
で
、
本
稿
は
、
学
而
篇
以
下
の
本
論
に
先
立
つ
言
わ

ば
「
序
」
部
分
（〈
竹
山
の
序
、
お
よ
び
『
論
語
徴
』
前
言
に
加

え
た
蘭
州
の
批
判
〉
に
対
す
る
東
畡
の
反
論
）
を
範
囲
と
し
た
。

【
注
】

１
．
湯
城
吉
信
「
中
井
履
軒
『
非
物
継
声
篇
』
の
成
立
に
つ

い
て
」（『
中
国
研
究
集
刊
』
水
号
〈
第
四
十
九
号
〉、
大

阪
大
学
中
国
学
会
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
「
中
井
履
軒
『
非

物
継
声
篇
』
翻
刻
」（『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報2008

』
大
阪

大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
文
学
部 

懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

2
．
西
村
天
囚
『
復
刻 

懐
徳
堂
考
』（
懐
徳
堂
・
友
の
会
、

昭
和
五
十
九
年
）
下
巻
、
一
〇
九
頁
。
初
版
は
明
治
四
十

四
年
発
行
。

3
．
関
西
大
学
出
版
会
『
藤
澤
東
畡
著 

辨
非
物
』
に
付
す

東
西
学
術
研
究
書
所
長 

安
川
昱
「
序
」
に
「
東
畡
の
『
辨

非
物
』
は(

中
略)

懐
徳
堂
の
五
井
蘭
洲
や
中
井
竹
山
の
批

判
に
反
論
し
、
か
つ
所
信
を
述
べ
る
た
め
に
書
か
れ
た
未

完
の
稿
本
で
あ
る
」
と
す
る
。

4
．
石
浜
純
太
郎
『
浪
華
儒
林
伝
』（
全
国
書
房
、
一
九
四

二
年
）
三
十
九
頁
。

凡
例

一
、『
辨
非
物
』
は
、
五
井
蘭
洲
『
非
物
篇
』
の
一
部
を
一
字
下

げ
て
抜
粋
し
（『
論
語
』
の
学
而
篇
以
下
は
そ
の
前
に
○
印
で

章
名
を
記
す
）、
そ
れ
に
対
す
る
東
畡
の
批
判
を
述
べ
る
と
い
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う
形
式
を
と
る
。
そ
こ
で
〈
蘭
洲
『
非
物
篇
』
の
抜
粋
と
そ
れ

へ
の
東
畡
の
批
判
と
〉
を
一
ま
と
ま
り
と
し
、
漢
数
字
で
分
節

を
施
し
た
。

一
、『
辨
非
物
』
の
解
読
に
は
、
前
提
と
な
る
議
論
の
把
握
が
不

可
欠
で
あ
る
。
そ
こ
で
【
前
提
】【
前
提
注
】
の
項
を
立
て
て

前
提
の
概
略
・
説
明
を
掲
げ
、
次
い
で【『
辨
非
物
』書
き
下
し
】

【『
辨
非
物
』注
】【『
辨
非
物
』原
文
】の
項
の
下
に
翻
訳
・
注
解
・

翻
刻
を
記
し
た
。
各
項
の
詳
細
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

一
、【
前
提
】
に
つ
い
て　
『
辨
非
物
』
の
前
提
と
な
る
議
論
は
、

そ
れ
ぞ
れ
〔
朱
熹
『
集
注
』〕〔
徂
徠
『
徴
』〕〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

等
の
表
示
の
も
と
に
現
代
語
で
概
要
を
記
し
た
。『
辨
非
物
』

の
所
説
と
直
接
関
係
す
る
箇
所
は
傍
点
で
表
示
し
、
特
に
『
辨

非
物
』
中
の
引
用
で
原
文
を
踏
む
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
該

当
箇
所
に
丸
括
弧
（ 

）
で
括
っ
て
原
文
の
書
き
下
し
文
を
掲

げ
た
。
使
用
す
る
漢
字
の
字
体
は
、
常
用
漢
字
は
常
用
漢
字
表

に
従
っ
た
。
ま
た
出
拠
や
難
解
な
語
彙
・
表
現
な
ど
の
簡
単
な

注
記
は
該
当
箇
所
に
丸
括
弧
（ 

）
で
括
っ
て
表
示
し
、
原
文

の
提
示
や
詳
し
い
解
説
は
【
前
提
注
】
に
説
明
を
加
え
た
。

一
、【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】
に
つ
い
て　

漢
文
で
記
さ
れ
た
『
辨

非
物
』
を
訓
読
し
、
書
き
下
し
文
で
訳
出
し
た
。
使
用
す
る
漢

字
の
字
体
は
、
常
用
漢
字
は
常
用
漢
字
表
に
よ
っ
た
。
訳
文
お

よ
び
字
訓
の
振
り
仮
名
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
用
い
、
字
音
の

振
り
仮
名
は
現
代
仮
名
遣
い
を
用
い
た
。
ま
た
出
拠
や
難
解
な

語
彙
・
表
現
な
ど
の
簡
単
な
注
記
は
該
当
箇
所
に
丸
括
弧
（ 

）

で
記
し
、
文
意
の
補
足
は
亀
甲
括
弧
〔 

〕
で
補
っ
た
。
さ
ら

に
原
文
の
提
示
や
詳
し
い
解
説
は
【『
辨
非
物
』
注
】
に
説
明

を
加
え
た
。

一
、【『
辨
非
物
』
原
文
】
に
つ
い
て　

底
本
に
は
関
西
大
学
東
西

学
術
研
究
所
資
料
集
刊
二
十
二『
辨
非
物
』（
関
西
大
学
出
版
部
、

平
成
十
三
〈
二
〇
〇
一
〉
年
三
月
三
十
一
日
）
と
し
て
出
版
さ

れ
て
い
る
、
藤
澤
東
畡
稿
本
（
関
西
大
学
図
書
館
泊
園
文
庫
所

蔵
）
の
影
印
本
を
用
い
た
。【
原
文
】
と
い
う
見
出
し
下
の
（　

）

の
表
示
は
、
底
本
に
お
け
る
当
該
の
節
の
位
置
で
、
例
え
ば「
二

表
」
は
「
第
二
葉
の
表
」
を
示
す
。
漢
字
の
字
形
は
で
き
る
だ

け
底
本
に
近
い
字
体
を
用
い
た
。
ま
た
底
本
に
は
多
数
の
修
正

箇
所
が
あ
り
、
執
筆
過
程
に
お
け
る
東
畡
の
思
考
が
窺
え
る
。

修
正
の
「
見
せ
消
ち
」
が
判
読
可
能
か
つ
有
意
な
も
の
は
、
原

文
の
該
当
箇
所
に
取
り
消
し
線
□
□
を
付
し
て
表
示
し
た
。

　
　
　
　
一

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

辨
非
物
1

〔
以
下
は
中
井
竹
山
の
「『
非
物
篇
』
序
」
の
記
述
に
関
す
る
藤
沢

東
畡
の
批
判
で
あ
る
。〕
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予 

幼
時
に
『
非
物
』『
非
徴
』
の
二
書
有
る
を
聞
け
ど
も
未
だ

之
を
見
ず
。
乃す

な
はち

謂お
も

へ
ら
く
、〈『
非
徴
』
な
る
者
は
、『
論
語
徴
』

を
駁
す
る
者
な
る
こ
と
固も

と

よ
り
論
勿な

し
、『
非
物
』
と
は
則
ち
汎ひ

ろ

く
物
家
（
徂
徠
学
派
）
の
学
を
斥そ

し

る
者
な
り
〉
と
。
後
に
其
の
書

を
得
た
り
。
一
は
則
ち
簽せ

ん

（
題
簽
）
に
『
非
物
篇
』
と
曰
ひ
、
而

し
て
簽
額
に
「
正
編
」
の
二
字
を
標し

る

す
。
因
り
て
謂お

も

へ
ら
く
、〈
正

有
れ
ば
必
ず
続
有
り
、
是
れ
闕
本
な
り
〉と
。
一
は
則
ち
簽
に『
非

徴
』
と
曰
ひ
、
而
し
て
簽
額
に
「
続
編
」
の
二
字
を
標
す
。
又
謂

へ
ら
く
、〈
続
有
れ
ば
必
ず
正
有
り
、
是
れ
も
亦ま

た

闕
本
な
り
〉
と
。

披ひ
ら

き
て
之
を
読
め
ば
、
所い

は
ゆ
る謂

『
非
物
』
は
乃
ち
『
論
語
徴
』
を
駁

す
る
者
に
し
て
、『
非
徴
』
は
則
ち
其
の
拾
遺
な
り
。
蘭
・
竹
（
蘭

洲
・
竹
山
）
二
公
は
実
に
一
代
の
名
儒
な
る
に
、
何
ぞ
其
れ
命
名

の
不
倫
（
不
適
切
）
な
る
や
。
既
に
其
の
名
を
異
に
す
、
豈あ

に
之

を
「
正
」「
続
」
と
謂
ふ
べ
け
ん
や
。
既
に
之
を
「
正
」「
続
」
と

謂
ふ
、
豈
に
其
の
名
を
異
に
す
べ
け
ん
や
。
窃ひ

そ

か
に
按
ず
る
に
、

独ひ
と

り
『
徴
』
を
駁
す
る
の
み
な
る
に
『
非
物
篇
』
と
曰
ふ
は
、
盖け

だ

し
蘭
洲 

物
家
の
諸
書
を
取
り
て
尽
く
之
を
駁
さ
ん
と
欲
す
れ
ど

も
、
僅
か
に
此
の
編
を
成
す
の
み
に
し
て
未
だ
他
に
及
ば
ざ
り
し

な
ら
ん
。
之
を
『
非
物
篇
』
と
謂
ふ
は
、
預

あ
ら
か
じめ

其
の
合
名
を
撰え

ら

ぶ

の
み
。
然
り
と
雖
も
今
独
り
此
の
編
有
る
の
み
に
し
て
、
而
し
て

題
す
る
に
合
名
を
以
て
す
る
は
、
豈
に
不
倫
に
非
ず
や
2

。
続
編

は 

改
め
て
『
非
徴
』
と
曰
ふ
は
、
竹
山
盖
し
此こ

こ

に
見
（
見
識
）

有
る
か
。
果
し
て
然
ら
ば
、
則
ち
何
ぞ
并
び
に
正
編
を
も
改
め
ざ

る
。
抑

そ
も
そ
も

先
輩
を
敬
し
て
之
を
私
せ
ざ
る
か
（
勝
手
に
手
を
加
え

な
か
っ
た
の
か
）。
且
つ
「
篇
」「
編
」 

義
を
異
に
し
、
混
用
す
べ

か
ら
ず
。『
非
物
篇4

』
は
当
に
『
非
物
編4

』
に
作
る
べ
し
。
竹
山 

盖
し
又
此
に
見
有
る
か
、「
正
編
」「
続
編
」
に
は
「
篇
」
字
を
用

ゐ
ず
。
其
の
正
編
に
序
す
る
や
、
題
は
「
非
物
篇
序
」
と
曰
ふ
と

雖
も
、
行
文
中
は
皆
「
編
」
字
を
用
ふ
。
其
の
題
名
を
改
め
ざ
る

は
、
抑

そ
も
そ
も

亦ま
た

敬
し
て
私
せ
ざ
る
か
。
果
し
て
然
ら
ば
、
則
ち
皆
従

ひ
て
之
を
用
ふ
れ
ば
可
な
り
。
何
ぞ
必
ず
し
も
己
が
独
立
の
異
あ

ら
ん
や
。
且
つ
其
の
是ぜ

な
ら
ざ
る
を
知
り
て
之
を
正
さ
ず
、
之
を

正
さ
ず
し
て
又
之
を
表
は
す
は
、
所
謂
「
淘
汰
の
勤
め
、
以
て

僭せ
ん
ゆ踰

を
忘
る
る
こ
と
」
3

、
安い

づ

く
に
か
在
ら
ん
や
。
然
り
と
雖
も

其
の
序
文
を
味
は
ふ
に
、
竹
山
は
此
の
編
を
以
て
完
書
と
為
す
者

に
似
た
り
4

。
余
未
だ
其
の
何
如
を
審

つ
ま
び
らか

に
せ
ず
、
将
に
識
者
を

得
て
之
を
質た

だ

さ
ん
と
す
。

【『
辨
非
物
』
注
】

1
．
辨
非
物
…
も
と
「
非
物
辨
」
と
記
し
、
後
に
記
号
で
「
辨
」

字
を
頭
に
移
す
。

2
．
之
を
『
非
物
篇
』
と
謂
ふ
は
～
不
倫
に
非
ず
や
…
「
合
名
」

と
は
『
論
語
徴
』
の
他
、
徂
徠
の
著
述
を
論
駁
し
た
著
述
を
合

せ
て
つ
け
る
べ
き
書
名
。『
非
物
』
の
書
名
は
、
複
数
の
物
徂

徠
の
著
述
に
対
す
る
批
判
を
集
め
た
著
作
の
書
名
と
し
て
は
相
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応
し
い
が
、『
論
語
徴
』
の
み
へ
の
論
駁
な
ら
ば
『
非
徴
』
と

あ
る
べ
き
で
『
非
物
』
は
適
切
で
は
な
い
と
い
う
。

3
．
淘
汰
の
勤
め
、
以
て
僭
踰
を
忘
る
る
こ
と
…
竹
山
「
非
物
篇

序
」
に
見
え
る
言
葉
で
、
竹
山
が
僭
越
を
省
み
ず
師
の
蘭
洲
の

著
『
非
物
篇
』
の
校
訂
に
努
め
た
こ
と
を
言
う
。「〔
蘭
洲
は
著

述
多
く
、
晩
年
に
は
病
気
も
加
わ
っ
た
た
め
、
改
定
す
べ
き
箇

所
は
未
完
で
あ
る
。〕
故
に
今
日
訂
正
の
役
、
尤
も
謹
し
み
を

加
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
乃
ち
淘
汰
の
勤
め
、
以
て
僭
踰
を
忘
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る
こ
と

4

4

4

、
翅た

だ
帝
虎
の
一
査
（
誤
字
の
点
検
）
の
み
な
ら
ず
。」

4
．其
の
序
文
を
～
為
す
者
に
似
た
り
…
竹
山
は「
非
物
篇
序
」で
、

蘭
洲
が
な
ぜ
徂
徠
の
『
辨
道
』『
辨
名
』
な
ど
の
著
述
で
は
な

く
『
論
語
徴
』
を
論
駁
し
た
の
か
、
ま
た
な
ぜ
蘭
洲
が
『
辨
道
』

の
一
部
に
批
判
を
加
え
、
そ
れ
を
『
非
物
篇
』
に
付
録
し
た
の

か
、
な
ど
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
東
畡
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、

竹
山
は
当
初
か
ら
『
非
物
篇
』
が
『
論
語
徴
』
を
批
判
す
る
書

と
認
識
し
て
い
た
、
と
考
え
た
。

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
一
表
）

辨
非
物

予
幼
時
聞
有
『
非
物
』『
非
徴
』
二
書
、
而
未
見
之
。
乃
謂
『
非
徴
』

者
、
駁
『
論
語
徴
』
者
、
固
勿
論
也
。『
非
物
』、
則
汎
斥
物
家
学

者
。
後
得
其
書
、
一
則
簽
曰
『
非
物
篇
』、
而
簽
額
標
「
正
編
」

二
字
。
因
謂
有
正
必
有
續
、
是
闕
本
。
一
則
簽
曰
『
非
徴
』、
而

簽
額
標
「
續
編
」
二
字
。
又
謂
有
續
必
有
正
、
是
亦
闕
本
。
披
而

讀
之
、
所
謂
『
非
物
』、
乃
駁
『
論
語
徴
』
者
、
而
『
非
徴
』、
則

其
拾
遺
也
。
蘭
・
竹
二
公
、
實
一
代
名
儒
、
何
其
命
名
之
不
倫
也
。

既
異
其
名
、
豈
可
謂
之
「
正
」「
續
」
乎
。
既
謂
之
「
正
」「
續
」、

豈
可
異
其
名
乎
。
窃
按
、
獨
駁
『
徴
』、
而
曰
『
非
物
篇
』
者
、

盖
蘭
洲
欲
取
物
家
諸
書
盡
駁
之
、
而
僅
成
此
編
、
未
及
他
也
。
謂

之
『
非
物
篇
』
者
、
預
撰
其
合
名
已
。
雖
然
、
今
獨
有
此
編
、
而

題
以
合
名
、
豈
非
不
倫
乎
。
續
編
改
曰
『
非
徴
』、
竹
山
盖
有
見

于
此
邪
。
果
然
、
則
何
不
并
改
「
正
編
」
也
。
抑
敬
先
輩
、
而
不

私
之
乎
。
且「
篇
」「
編
」異
義
、
不
可
混
用
。『
非
物
篇
』當
作『
非

物
編
』。
竹
山
盖
又
有
見
于
此
邪
、「
正
編
」「
續
編
」、
不
用
「
篇
」

字
。
其
序「
正
編
」也
、
雖
題
曰「
非
物
篇
序
」、
行
文
中
皆
用「
編
」

字
。
其
不
改
題
名
者
、
抑
亦
敬
而
不
私
乎
。
果
然
、
則
皆
従
而
用

之
、
可
也
。
何
必
己
獨
立
之
異
也
。
且
知
其
不
是
、
而
不
正
之
、

不
正
之
、
而
又
表
之
、
所
謂
「
淘
汰
之
勤
、
以
忘
僭
踰
」
者
、
安

在
哉
。
然
則
為
竹
山
者
、
如
之
何
可
。
曰
、
改『
非
物
篇
』作『
非

徴
』、
以
正
續
同
名
、
自
贅
一
序
、
辨
其
由
、
可
也
。
雖
然
、
味

其
序
文
、
竹
山
似
以
此
編
為
完
書
者
。
余
未
審
其
何
如
、
将
得
識

者
而
質
之
。
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二
　
　【
前
提
】〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

〔
以
下
は
『
論
語
徴
』
序
文
の
「
論
語
徴
」
と
い
う
標
題
に

対
す
る
批
判
〕

　

徂
徠
は
門
を
閉
ざ
し
て
学
問
し
、
世
間
と
の
交
流
が
無
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
世
と
相
渉
ら
ず
）、
時
に
論
争
を
仕
掛
け
る
者
が
あ
れ
ば
、

「
習
い
異
な
る
」「
対
を
置
か
ず
」
と
相
手
に
し
な
い
の
を
家

法
と
し
て
い
た
。
だ
か
ら
徂
徠
は
余
り
あ
る
才
能
が
あ
り
な

が
ら
独
学
固
陋
に
陥
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

（
独
学
固
陋
を
免
れ
ず
）。
惜
し

い
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
並な

び
か
せ
い
し
ょ

河
誠
所
（
一
六
六
八
～
一
七
三

八
）
は
言
っ
た
、「
徂
徠
は
一
代
の
偉
人
だ
が
、
世
人
が
み

4

4

4

4

な
知
っ
て
い
る
こ
と
を
、
自
分
だ
け
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

思
い
こ
ん
で
い
た

4

4

4

4

4

4

4

（
世
人
の
皆み

な

知
る
所
な
る
も
己
れ
独
り
之

を
知
る
と
為
す
）。
そ
れ
が
彼
の
欠
点
の
一
つ
で
あ
る
。」と
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、〔
並
河
誠
所
の
〕
所
謂
「
世
人
の
皆
知
る
所
な
る

も
己
れ
独ひ

と

り
之
を
知
る
と
為
す
」
と
は
、〔
徂
徠
の
〕
豪
邁
の
弊
、

或
い
は
之
れ
有
り
。
然
り
と
雖
も
、
翁
（
徂
徠
）
の
独
り
知
り
て

世
人
の
知
る
に
及
ば
ざ
る
者
も
亦ま

た

尠す
く

な
か
ら
ず
。「
世
と
相
渉
ら

ず
」「
独
学
固
陋
」
と
謂
ふ
は
、
則
ち
大
い
に
然
ら
ざ
る
な
り
。

今い
ま

行
は
る
る
所
の
『
徂
徠
集
』
三
十
巻
、
書し

ょ
と
く牘

（
書
簡
） 

三
の
二

に
居
り
（
三
分
の
二
を
占
め
）、
其
の
往
復
す
る
所
は
、
門
人
の

外
に
数
十
人
あ
り
て
、
殆
ど
海
内
に
遍あ

ま
ねく

、
而
し
て
言
の 

学
問

に
係
る
こ
と
強
半
、
豈あ

に
「
世
と
相
渉
ら
ず
」
と
謂
ふ
べ
け
ん
や
、

豈
に
「
独
学
固
陋
」
と
謂
ふ
べ
け
ん
や
。
蘭
洲 

蓋け
だ

し
其
の
「
屈

景
山
に
与
ふ
る
の
書
」
の
中
に
「
習
ひ
異
な
る
」
の
言
有
る
を
見

て
1

、
此
の
品
評
を
下
す
か
。
是
れ
一
時
に
以
て
争
ひ
を
好
ま
ざ

る
の
意
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
。
以
て
平
生
を
概
す
べ
か
ら
ず
。

【『
辨
非
物
』
注
】

1
．
蘭
洲 

蓋
し
～
言
有
る
を
見
て
…
『
徂
徠
集
』「
与
屈
景
山
書
」

に
「
来
喩
又
以
二
公
為
浅
易
。
亦
唯
人
心
如
面
、
非
不
佞
所
知

也
。
不
佞
以
為
深
、
足
下
以
為
浅
。
其
足
下
之
以
為
深
者
、
不

佞
則
謂
浅
。
豈
不
氷
炭
之
相
反
乎
。
亦
習
異
4

4

耳
。）」（
岩
波
日

本
思
想
大
系
『
荻
生
徂
徠
』〈
以
下
、「
大
系
」
と
略
称
〉
五
三

〇
頁
下
段
）
と
記
す
。
屈
景
山
と
は
、
堀
景
山
（
一
六
八
八
～

一
七
五
七
）、
名
は
正ま

さ
の
ぶ超

、
字
は
君
燕
、
景
山
。
広
島
藩
に
仕

え
た
儒
者
・
医
師
。「
習
異
」
と
は
学
問
修
養
の
差
異
。
こ
の

態
度
は
、｢

与
平
子
彬｣

に
も｢

其
所
習
本
殊

4

4

4

、
故
不
佞
不
敢

与
校
之
。
習
殊
4

4

則
不
能
通
。
不
能
通
斯
窒
。
窒
斯
争
。
勢
所
必

至
、
悪
其
呶
呶
。｣

（「
大
系
」
五
〇
二
頁
下
段
）
と
見
え
る
。

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
二
表
）

辨
曰
、
所
謂
「
卋
人
所
皆
知
而
為
己
獨
知
之
」
者
、
豪
邁
之
弊
、

或
有
之
。
雖
然
、
翁
之
獨
知
而
卋
人
不
及
知
者
、
亦
不
尠
矣
。
謂

「
不
與
卋
相
渉
」「
獨
學
固
陋
」、
則
大
不
然
也
。
今
所
行『
徂
徠
集
』
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三
十
巻
、
書
牘
居
三
之
二
、
其
所
往
復
、
門
人
之
外
数
十
人
、
殆

遍
於
海
内
、
而
言
係
学
問
強
半
、
豈
可
謂
「
不
與
卋
相
渉
」
乎
、

豈
可
謂
「
獨
学
固
陋
」
乎
。
蘭
洲
盖
見
其
「
與
屈
景
山
書
」
中
有

「
習
異
」
之
言
、
而
下
此
品
評
邪
。
是
一
時
以
明
不
好
争
之
意
已
。

不
可
以
概
平
生
矣
。

三

　
　
【
前
提
】〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

〔
以
下
は
前
節
と
同
じ
く
、『
論
語
徴
』
序
文
の
「
論
語
徴
」

と
い
う
標
題
に
対
す
る
批
判
〕

　

徂
徠
は
『
論
語
徴
』
の
序
文
で
「
皆
な
諸こ

れ

を
古
言
に
徴
す
。

故
に
命
じ
て
『
論
語
徴
』
と
曰
ふ
。」
と
言
う
が
、
実
際
は

一
書
の
う
ち
、半
分
は
憶
測
に
よ
っ
て
説
を
立
て
て
お
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4（
半

ば
諸こ

れ

を
胸
臆
に
取
り
）、
徴
（
実
証
性
）
が
な
い
。
か
つ
、

彼
は
執
筆
の
当
初
、
皇お

う
が
ん侃

『
論
語
義ぎ

そ疏
』
を
目
に
で
き
ず
、

晩
年
、『
論
語
徴
』
完
成
の
後
に
、
偶
然
『
義
疏
』
を
読
む

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
『
義
疏
』
に
よ
る
知
見
を

『
徴
』
に
盛
り
込
ま
ぬ
う
ち
に
徂
徠
は
死
去
し
た
。
な
ぜ
そ

れ
が
わ
か
る
か
。
私
の
見
る
『
徴
』
の
写
本
に
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、『
義
疏
』

が
傍
注
と
し
て
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
公
冶
長

篇
ま
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
朱
子
の
説
が
皇
侃

の
説
と
同
じ
箇
所
は
、
そ
れ
が
皇
侃
の
説
に
も
か
か
わ
ら
ず

朱
子
の
説
と
思
い
込
み
、
誤
っ
て
「
道
学
者
（
朱
子
）
の
見

解
」
と
し
て
攻
撃
す
る
箇
所
が
多
い
。
笑
う
べ
き
こ
と
で
あ

4

4

4

4

4

4

4

4

る4

。『
徴
』
の
刊
本
は
、
門
人
が
改
定
し
た
の
で
、
徂
徠
の

こ
の
よ
う
な
醜
態
は
隠
匿
さ
れ
て
お
り
、
世
に
こ
の
事
実
を

知
る
者
は
少
な
い
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、
人
は
聡
明
と
雖
も
、
鬼き

に
非
ず
神し

ん

に
非
ず
。
安い

づ

く

ん
ぞ
未
だ
其
の
物
を
見
ず
し
て
予

あ
ら
か
じめ

之
を
識し

る
を
得
ん
や
。
若も

し

既
に
『
皇
疏
』（
皇
侃
『
論
語
義
疏
』）
を
見
て
、
而し

か

し
て
猶
ほ
且

つ
之
を
誤
ら
ば
、
則
ち
実
に
「
笑
ふ
べ
し
」
と
為
す
。
來
翁
未
だ

『
皇
疏
』
を
得
ず
。
故
に
『
集
注
』
の
据
る
所
の
者
を
以
て
誤
り

て
朱
説
と
為
す
。
其
の
誤
る
も
亦ま

た

宜む
べ

な
ら
ず
や
。
何
の
「
笑
ふ
べ

き
」
こ
と
か
之
れ
有
ら
ん
。

　

後
に
之
を
得
て
旁
注
に
添
入
す
る
は
、固
よ
り
其
の
所
な
り（
道

理
で
あ
る
）。
其
の
業
を
卒を

へ
ざ
る
者
、
門
人 

之
を
継
ぐ
も
、
亦

其
の
所
な
り
。
何
の
「
醜
」
か
之
れ
有
ら
ん
。
且
つ
其
の
旁
注
の 

公
冶
長
に
止
ま
る
は
、特た

だ
蘭
洲
の
得
る
所
の
写
本
の
み
に
し
て
、

蘭
洲 

独
り
之
れ
を
見
て
、
蘭
洲 

独
り
之
を
議
す
。
我 

恐
る 

唯

だ
世
に
〔
蘭
洲
の
い
う
写
本
の
存
在
を
〕
知
る
者
少
な
き
の
み
な

ら
ず
、
世
に
之
を
信
ず
る
者
有
ら
ざ
る
を
。
凡
そ
人
の
著
書
を
議

す
る
は
、
当
に
其
の
善
本
を
以
て
主
と
為
す
べ
し
。
然
る
に
故

こ
と
さ
らに

未
定
稿
を
探
り
て
、
以
て
之
を
駁
す
。
何
ぞ
其
れ
人
の
悪
を
成
す
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枚
挙
に
暇
が
無
い
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
読
者
は
そ
れ
を
察
せ

よ
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、〔
蘭
洲
は
〕
上
に
「
半
ば
諸こ

れ

を
胸
臆
に
取
り
（
半

分
は
憶
測
し
）」
と
云
ひ
、
而
し
て
又
「
章
ゝ
に
し
て
戻も

と

り
、
句
ゝ

に
し
て
誣し

ふ
」
と
云
ふ
。
然
ら
ば
則
ち
其
の
〈
半
ば
胸
臆
に
取
ら

ざ
る
4

4

〉
者
は
、
将ま

さ

に
之
れ
を
安
置
せ
ん
と
す
（
問
題
無
し
と
し
て

置
い
て
お
く
）。
抑

そ
も
そ
も〈

半
ば
胸
臆
に
取
ら
ざ
る
4

4

〉
者
の
う
ち
、
其

の
徴
す
る
所
（
論
拠
を
以
て
論
証
す
る
も
の
）
も
亦ま

た

皆
「
戻
り
」

且
つ
「
誣
ふ
」
と
謂
ふ
か
。
然
ら
ば
則
ち
『
徴
』
の
中
に
『
集
注
』

を
取
る
者
、
往
往
之
れ
有
り
。
将
に
之
を
安
置
せ
ん
と
す
れ
ど
も
、

覧み

る
者
恐
ら
く
之
を
察
す
る
能
は
ざ
ら
む
1

。

【『
辨
非
物
』
注
】

１
．
覧
る
者
～
能
は
ざ
ら
ん
…
東
畡
の
論
旨
は
以
下
の
通
り
。
蘭

洲
の
言
う
通
り
だ
と
す
れ
ば
、『
論
語
徴
』
の
半
分
は
〈
胸
臆

に
取
ら
な
か
っ
た

4

4

4

4

（
憶
測
で
な
か
っ
た

4

4

4

4

）〉
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
半
分
の
確
か
に
論
拠
の
あ
る
部
分
に
は
朱
注
に
基
づ
く
解

釈
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
章
章
句
句
に
も
錯
誤
・
出
鱈
目
が
あ
る

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、〈
尊
ぶ
べ
き
朱
注
〉
と
〈
徂
徠
の
錯
誤
・

出
鱈
目
〉
と
を
ど
う
見
極
め
る
の
か
、
蘭
洲
が
尊
ぶ
朱
注
に
も

錯
誤
・
出
鱈
目
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。

を
好
む
や
1

。

【『
辨
非
物
』
注
】

１
．
成
人
の
悪
を
為
す
…
『
論
語
』
顔
淵
篇
「
子
曰
、
君
子
成
人

之
美
、
不
成
人
之
惡

4

4

4

4

。
小
人
反
是
。」

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
三
表
）

辨
曰
、
人
雖
聰
明
、
非
鬼
非
神
、
安
得
未
見
其
物
而
豫
識
之
乎
。

若
既
見
『
皇
疏
』、
而
猶
且
誤
之
者
、
則
実
為
「
可
笑
」。
來
翁
未

得
『
皇
疏
』。
故
以
『
集
注
』
所
据
者
、
誤
為
朱
説
。
其
誤
不
亦

宜
乎
。
何
「
可
笑
」
之
有
。
後
得
之
、
旁
注
添
入
、
固
其
所
也
。

其
不
卒
業
者
、
門
人
継
之
、
亦
其
所
也
。
何
「
醜
」
之
有
。
且
其

旁
注
止
公
冶
長
者
、
特
蘭
洲
所
得
寫
本
、
而
蘭
洲
獨
見
之
、
蘭
洲

獨
議
之
。
我
恐
不
唯
卋
少
知
者
、
卋
不
有
信
之
者
也
。
凡
議
人
著

書
、
當
以
其
善
本
為
主
矣
。
然
故
探
未
定
稿
、
以
駁
之
、
何
其
好

成
人
之
惡
也
。

四

　
　
【
前
提
】〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

〔
以
下
は
前
節
と
同
じ
く
、『
論
語
徴
』
序
文
の
「
論
語
徴
」

と
い
う
標
題
に
対
す
る
批
判
〕

　

大
体
に
お
い
て
、『
論
語
徴
』
は
章
ご
と
に
間
違
い

4

4

4

4

4

4

4

、
句4

ご
と
に
読
者
を
誤
ら
せ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

も
の
で
あ
る
。
私
が
非
難
を
加
え

て
い
な
い
箇
所
は
、『
論
語
徴
』
が
正
し
い
か
ら
で
は
な
く
、
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【『
辨
非
物
』
原
文
】（
三
裏
）

辨
曰
、
上
云「
半
取
諸
胸
臆
」、
而
又
云「
章
ゝ
而
戾
、
句
ゝ
而
誣
。」

然
則
其
半
不
取
胸
億
者
、
将
安
置
之
。
抑
謂
半
不
取
胸
臆
者
、
其

所
徴
亦
皆
「
戻
」
且
「
誣
」
歟
。
然
則
『
徴
』
中
取
『
集
注
』
者
、

往
往
有
之
、
将
安
置
之
、
覧
者
恐
不
能
察
之
。

五

　
　
【
前
提
】〔
蘭
洲
『
非
物
篇
』〕

〔
以
下
は
『
論
語
徴
』
序
文
の
署
名
「
物
茂
卿
著
」
に
対
す

る
批
判
〕

　
「
物
」
と
一
字
で
称
す
る
姓
は
な
い
。「
物も

の
の
べ部

」
は
官
名
で
、

官
名
を
族
名
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
折
簡
（
短
い
手
紙
）
や

雑
文
で
単
姓（
一
字
の
姓
）を
便
宜
的
に
用
い
る
こ
と
は
あ
っ

て
も
、
後
世
に
伝
え
る
著
述
に
自
分
の
姓
を
割
い
て
巻
頭
に

掲
げ
る
な
ど
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
は
実
に
村
学
の
庠

4

4

4

4

生4

（
村
の
学
校
の
学
者
）
の
著
述
で

4

4

4

4

、
大
家
の
所
為
で
は
な

4

4

4

4

4

4

4

4

い4

。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、「
子 

南
容
を
謂
ふ
1

。」
孔
門
の
書
に
之
れ
有
り
、

唯
だ
「
折
簡
、
雑
文
」
の
み
な
ら
ず
。『
菅か

ん
け
ぶ
ん
そ
う

家
文
草
』

『
江ご

う
け
し
だ
い

家
次
第
』
は
2

、
直た

だ

に
掲
げ
て
以
て
書
名
と
為
す
。
是
れ
実

に
皇
朝
の
搢し

ん
し
ん紳

（
貴
族
）
の
「
大
家
」
な
り
。
豈あ

に
之
を
「
村
学

の
庠
生
」
と
謂
は
ん
や
3

。

【『
辨
非
物
』
注
】

１
．
子 

南
容
を
謂
ふ
…『
論
語
』公
冶
長
篇
に「
子 

南
容
を
謂
ふ
」

云
々
と
見
え
る
。
南
容
は
、
姓
は
南
宮
、
字あ

ざ
なは

子
容
。
蘭
洲
は
、

徂
徠
が
「
物
部
」
を
割
い
て
「
物
」
と
一
字
で
称
し
た
こ
と
を

批
判
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
東
畡
は
、「
折
簡
、
雜
文
」
で
は

な
く
『
論
語
』
に
「
南
宮
」
が
「
南
」
と
一
字
で
称
さ
れ
る
例

を
挙
げ
て
、
蘭
洲
の
批
判
に
反
論
す
る
。

2
．『
菅
家
文
草
』『
江
家
次
第
』
…
『
菅
家
文
草
』
は
菅
原
道
真

の
詩
文
集
。『
江
家
次
第
』
は
大
江
匡
房
の
著
し
た
儀
式
書
。

と
も
に
「
菅
原
」「
大
江
」
の
二
字
姓
を
「
菅
」「
江
」
と
単
称

し
書
名
と
す
る
。

3
．
是
れ
実
に
～
と
謂
は
ん
や
…
蘭
洲
の
表
現
「
是
れ
実
に
村
学

の
庠
生 

膚
淺
な
る
者
の
撰
、
殆
ど
大
家
の
為
に
非
ず
」
を
借

り
て
の
反
駁
。
論
敵
の
批
判
の
表
現
を
用
い
て
相
手
に
切
り
返

す
効
果
を
意
識
し
て
い
よ
う
。

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
四
表
）

辨
曰
、「
子
謂
南
容
」、
孔
門
之
書
有
之
、
不
唯「
折
簡
、
雜
文
」已
。

『
菅
家
文
草
』『
江
家
次
第
』、
直
掲
以
為
書
名
。
是
實
皇
朝
搢
紳「
大

家
」、
豈
謂
之
「
村
学
庠
生
」
乎
。
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六

　
　
【
前
提
】〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

〔
以
下
は
前
節
と
同
じ
く
、『
論
語
徴
』
序
文
の
署
名
「
物
茂

卿
著
」
に
対
す
る
批
判
〕

　

徂
徠
は
偶
然
に
王
世
貞
・
李
攀
竜
の
書
を
読
み
、
天
の
寵

4

4

4

霊4

（
天
の
恩
恵
・
幸
福
）
と
大
喜
び
で
、
そ
れ
を
鬼
神
の
ご

と
く
尊
び
、
鳥
策
篆
素

4

4

4

4

（
簡
策
や
帛
書
に
大
篆
で
記
し
た
文

章
、
先
秦
の
古
文
辞
）
の
ご
と
く
崇
め
た
。
し
か
し
王
・
李

の
二
人
は
け
ち
な
文
士
で
、
古
文
辞
の
模
倣

4

4

4

4

4

4

・
剽
窃
で
し
て

4

4

4

4

4

や
っ
た
り
と
思
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
彼
ら
は
士
君
子
の
間
に
列
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
足
り
ぬ

4

4

4

4

。
徂
徠
は
そ
の
毒
に
当
て
ら
れ
、
事
ご
と
に
漢
人

を
真
似
よ
う
と
す
る
。な
ら
ば
い
っ
そ「
済
南
の
李
茂
卿
」「
大

倉
の
王
茂
卿
」
と
称
す
る
の
も
よ
い
で
は
な
い
か
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、
蓋け

だ

し
来
翁
は
王
・
李
二
家
の
集
を
得
て
1

、
古
に

通
ず
る
津し

ん
り
ょ
う梁

（
橋
渡
し
）
と
為
す
。
其
の
「
天
の
寵ち

ょ
う
れ
い霊

に
藉よ

り
」

と
言
ふ
は
2

、
本
を
忘
れ
ざ
る
な
り
。
何
ぞ
傷い

た

ま
ん
や
。『
徂
徠
集
』

巻
二
十
二
「
冨
春
山
人
に
与
ふ
る
書
」
に
曰
く
、「
李
攀
竜
・
王

元
美
は
僅
か
に
文
章
の
士
為た

る
の
み
。」
と
3

。
巻
二
十
七
「
屈

景
山
に
与
ふ
る
書
」
に
曰
く
、「
李
・
王
二
公 

世
を
没
す
る
ま
で

其
の
力
を
文
章
の
業
に
用
ひ
て
、
経
術
に
及
ぶ
に
遑い

と
ま

あ
ら
ず
。」

と
4

。
此
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
王
・
李
の
文
士
為
る
は
、
翁
も

亦ま
た

嘗か
つ

て
之
を
言
へ
り
。
又
曰
く
、「
摸
擬
剽
窃
を
以
て
二
公
を
病

と
す
る
は
（
…
）
是
れ
乃
ち
二
公
の
時
に
当
り
て
妒と

き忌
す
る
（
妬

み
嫌
う
）
者
の
言
な
り
。（
…
）
学
の
道
は
、
倣
傚
を
本
と
為
す
。

（
…
）
故
に
其
の
始
め
て
学
ぶ
に
方あ

た

り
て
、
之
を
剽
窃
摸
擬
と
謂

ふ
も
亦
可
な
る
の
み
。
久
し
く
し
て
之
に
化
し
、
習
慣 

天
性
の

如
き
と
き
は
、
外
よ
り
来
る
と
雖
も
、
我
と
一
為
り
。
故
に
子し

し思

曰
く
、『
外
内
の
道
を
合
す
る
な
り
』（『
中
庸
』）
と
5

。
故
に
摸

擬
を
病
と
す
る
者
は
、
学
の
道
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
況い

は

ん
や
吾

が
邦
の
華
文
を
学
ぶ
や
、
仮
り
に
韓
・
欧
を
学
ば
し
む
る
も
、
摸

擬
に
非
ず
し
て
何
ぞ
。
其
れ
必
ず
摸
擬
を
悪に

く

ま
ん
か
、
国
字
の
文 

可
な
る
の
み
。」と
6

。
此
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、「
摸
擬
剽
襲（
古

文
辞
の
模
倣
・
剽
窃
）」
の
誚そ

し

り
、
翁
も
亦
既
に
之
を
辨
ぜ
り
。

人 

各
お
の
お
の

心
有
り
7

、
若も

し
王
・
李
の
文
を
好
ま
ざ
れ
ば
、
則
ち

為
さ
ず
し
て
可
な
り
。
或
い
は
其
の
文
を
排
し
て
之
を〈
藝
苑（
学

芸
界
）に
列
す
る
に
足
ら
ず
〉と
謂
ふ
も
猶
ほ
可
な
り
。
其
の「
士

君
子
の
間
に
歯よ

は
ひす

る
に
足
ら
ず
（
士
君
子
の
仲
間
と
す
る
に
足
り

ぬ
）」
と
言
ふ
は
何
ぞ
や
。
殆
ど
二
家
を
以
て
小
人
と
為
す
者
に

似
た
り
。
余 

試
み
に
『
明
史
』
を
考
ふ
る
に
8

、
李
伝
に
曰
く
、

「
順
徳
知
府
に
遷
り
、
善
政
有
り
、
上
官
交

こ
も
ご
も

薦
む
」、
是
れ
素そ

さ
ん粲

の
人
（
無
能
で
高
禄
を
食
む
者
）
に
非
ざ
る
な
り
。「
殷い

ん
が
く学

（
人
名
） 

巡
撫
（
地
方
長
官
）
と
為
り
、
檄げ

き

し
て
文
を
属つ

づ

ら
し
む
る
も
（
文

書
を
発
し
て
文
章
作
成
を
命
じ
た
が
）、
攀
竜 

拒
み
て
応
じ
ず
」、
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是
れ
諂て

ん
び媚

の
人
（
媚こ

び
諂へ

つ
らう

者
）
に
非
ざ
る
な
り
。「
地 

数
し
ば
し
ば

震

ふ
に
会あ

ひ
、
攀
竜 

心
悸お

ど
ろき

、
母
を
念お

も

ひ
て
〔
故
郷
に
〕
帰
ら
ん

と
思
ひ
、
遂
に
謝
病
す
（
病
を
理
由
に
辞
職
す
る
）。
又 

母
の
喪

に
哀
毀
し
て
疾
を
得（
母
の
喪
に
哀
し
み
や
つ
れ
て
病
に
な
る
）」、

是
れ
不
孝
の
人
に
非
ざ
る
な
り
。王
伝
は
則
ち
此
よ
り
盛
ん
な
り
。

「
奸
人
の
閻え

ん

姓
の
者 
法
を
犯
し
て
錦
衣
を
都
督
の
陸り

く
へ
い炳

の
家
に
匿か

く

し
、
世
貞 

捜
し
て
之
を
得
た
り
。」
又
「
奸
僧 

偽
り
て
楽
平
王

の
次
子
と
称
し
、
天
下
を
行
游
す
。
世
貞 

之
を
捕
へ
訊た

づ

ね
て
辜つ

み

に
服
せ
し
む
。」其
の
佗た「
法
祖
宗
・
正
殿
名
・
広
恩
義
・
寛
禁
例
・

修
典
章
・
推
徳
意
・
昭
爵
賞
・
練
兵
実
の
八
事
を
疏
陳
し
（
列
挙

し
て
上
奏
し
）」
及
び
「
屯
田
・
戍じ

ゅ
し
ゅ守

・
兵
食
の
事
宜
を
條
奏
す
」

る
が
如
き
は
、
幹
才
有
り
と
謂
ふ
べ
き
な
り
。
父
忬よ 

嵩す
う

（
時
の

権
力
者
・
厳
嵩
）
の
害
す
る
所
と
為
る
の
日
に
至
り
て
、「
哀
号

し
て
絶
へ
ん
と
欲
し
、
喪
を
持
し
て
帰
り
、
蔬
食
す
る
こ
と
三
年
、

内
寝
（
奥
座
敷
）
に
入
ら
ず
、
既
に
服
（
服
喪
）
を
除
く
も
、
猶

ほ
冠
帯
を
却

し
り
ぞ
けけ

、
苴し

ょ
り
か
つ
き
ん

履
葛
巾
し
て（
草
履
・
葛
の
頭
巾
を
つ
け
て
）、

宴
会
に
赴
か
ず
。」
百
歳
の
下
、
人
を
し
て
感
泣
し
酸
鼻
せ
し
む
。

余 

遂
に
〔
李
攀
竜
・
王
世
貞
の
〕
二
伝
を
三
復
す
る
も
、
其
の

小
人
為
る
所ゆ

ゑ
ん以

を
見
ざ
れ
ば
、
則
ち
亦
其
の
「
士
君
子
の
間
に
歯

す
る
に
足
ら
ざ
る
」
所
以
を
知
ら
ず
。
然
り
と
雖
ど
も
蘭
洲
は
博

物
の
人
、
別
に
拠
有
る
か
。
何
ぞ
之
を
掲
示
せ
ざ
る
や
。
独
り「
済

南
の
李
茂
卿
」「
大
倉
の
王
茂
卿
」
は
、
謔ぎ

ゃ
く
ろ
う浪

（
悪
ふ
ざ
け
）
甚
し
。

君
子
も
亦
諸こ

れ

有
る
か
。

【『
辨
非
物
』
注
】

1
．
王
・
李
二
家
の
集
を
得
て
…
明
代
後
期
の
文
学
家
の
王
世
貞

（
一
五
二
六
～
一
五
九
〇　

字あ
ざ
なは

元
美
、
号
は
鳳
洲
、
弇

 
え
ん
し
ゅ
う州

山

人
）
と
李
攀
竜
（
一
五
一
四
～
一
五
七
〇　

字
は
于
鱗
、
号
は

滄
溟
）。
明
代
前
期
の
李
夢
陽
・
何
景
明
ら
が
宋
代
の
詩
文
を

模
倣
し
た
の
に
対
し
、
王
・
李
の
二
子
は
「
文
は
秦
漢
、
詩
は

漢
魏
盛
唐
」「
宋
以
後
の
書
は
読
ま
ず
」
と
唱
え
、「
古
文
辞
」

運
動
を
展
開
し
た
。
著
述
と
し
て
、
王
に『
弇
州
山
人
四
部
稿
』

一
七
四
巻
、
李
に
『
滄
溟
集
』
十
六
巻
が
あ
る
。
徂
徠
は
四
十

歳
頃
に
二
子
の
著
述
を
入
手
し
、
そ
の
理
念
を
文
芸
に
お
い
て

実
践
、
五
十
歳
以
後
そ
れ
を
儒
学
に
も
及
ぼ
し
て
独
特
の
学
問

を
立
て
た
。

2
．
其
の
天
寵
霊
に
藉
る
と
言
ふ
は
…
徂
徠
は
自
ら
の
文
芸
・
学

問
の
転
機
と
な
っ
た
王
世
貞
・
李
攀
竜
の
著
述
と
の
邂
逅
を「
天

の
寵
霊
に
藉よ

る
」
と
称
し
た
。
こ
の
表
現
は
処
々
に
見
え
る
。

例
え
ば
、『
徂
徠
集
』「
答
屈
景
山
（
第
一
書
）」「
不
佞
従
幼
守

宋
儒
伝
注
、
崇
奉
有
年
。
積
習
所
錮
、
亦
不
自
覚
其
非
矣
。
藉4

天
之
寵
霊

4

4

4

4

、
曁
中
年
、
得
二
公
之
業
以
読
之
。」（「
大
系
」
五

二
九
頁
下
段
）、「
弁
道
」「
不
佞
藉
天
寵
霊
、
得
王
李
二
家
書

以
読
之
。
始
識
有
古
文
辞
。」（「
大
系
」
二
〇
〇
頁
下
段
）。

3
．「
冨
春
山
人
に
与
ふ
る
書
」
～
士
為
る
の
み
…
『
徂
徠
集
』
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巻
二
十
二
「
与
富
春
山
人
（
第
七
書
）」「
李
攀
4

4

竜4

・
王
元
美
僅

4

4

4

4

爲
文
章
之
士

4

4

4

4

4

、
不
佞
乃
以
天
之
寵
霊
、
而
得
明
六
経
之
道
、
豈

非
大
幸
邪
。
蓋
中
華
聖
人
之
邦
、
孔
子
歿
而
垂
二
千
年
、
猶
且

莫
有
乎
爾
。
廼
以
東
夷
之
人
、
而
得
聖
人
之
道
於
遺
経
者
、
亦

李
・
王
二
先
生
之
賜
也
。」。
富
春
山
人
と
は
、
田
中
省
吾
、
名

は
逸
、
号
は
桐
江
、
後
に
富
春
叟
と
称
し
た
。

4
．
李
・
王
二
公
～
遑
あ
ら
ず
…
『
徂
徠
集
』「
答
屈
景
山
（
第

一
書
）」「
李
王
二
公
没
世
用
其
力
於
文
章
之
業

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
而
不
遑
及
經

4

4

4

4

4

術4

。
然
不
佞
藉
其
学
、
以
得
窺
經
術
之
一
斑
焉
。」（「
大
系
」

五
三
〇
頁
上
段
）。

5
．
外
内
の
道
を
合
す
る
な
り
…
『
中
庸
』
第
十
四
章
。「
外
內

を
合
す
る
の
道
」
と
は
、〈
己
を
完
成
さ
せ
る
仁
徳
〉
と
〈
物

事
を
完
成
さ
せ
る
知
徳
〉
と
を
合
わ
せ
る
〈
内
外
統
合
の
原
理
〉

と
し
て
の
誠
。
こ
こ
で
は
〈
内
な
る
天
性
〉
と
〈
外
物
の
模
倣

に
よ
る
知
識
技
術
の
習
得
〉
と
の
一
体
不
離
を
言
う
。

6
．
摸
擬
剽
窃
を
～
可
な
る
の
み
…
こ
の
引
用
も
『
徂
徠
集
』「
答

屈
景
山
（
第
一
書
）」（「
大
系
」
五
三
〇
頁
下
段
～
五
三
一
頁

上
段
）。
た
だ
し
省
略
多
く
、【
書
き
下
し
】
で
は
省
略
部
分
を

(

…)

と
示
し
た
。

7
．
人 

各 

心
有
り
…
『
徂
徠
集
』「
与
屈
景
山
書
」
の
表
現
を
踏

ん
だ
も
の
か
。「〔
古
文
辞
説
を
経
術
に
応
用
す
る
方
法
論
に
賛

否
あ
ろ
う
が
、〕
唯
人
心
如
面

4

4

4

4

。
各
陳
所
見
耳
。
初
未
嘗
与
足

下
争
、
亦
豈
必
求
俾
足
下
信
邪
。」「
来
喩
又
以
二
公
為
浅
易
。

亦
唯
人
心
如
面

4

4

4

4

、
非
不
佞
所
知
也
。
不
佞
以
為
深
、
足
下
以
為

浅
。」（「
大
系
」五
三
〇
頁
下
段
）。古
文
辞
学
へ
の
批
判
に
対
し
、

徂
徠
は
「
好
尚
・
見
解
の
相
違
」
と
し
て
議
論
を
切
り
上
げ
る
。

東
畡
は
こ
の
徂
徠
の
見
方
を
用
い
て
蘭
洲
に
反
論
す
る
。

8
．
試
み
に
『
明
史
』
を
考
ふ
る
に
…
李
攀
龍
・
王
世
貞
の
事
跡

は
、
と
も
に
『
明
史
』
巻
二
八
七
・
列
伝
一
七
五
・
文
苑
三
に

見
え
る
。『
辨
非
物
』
の
李
・
王
の
事
跡
に
関
す
る
記
述
は
ほ

ぼ
そ
の
抜
粋
。

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
四
裏
）

辨
曰
、
蓋
来
翁
得
王
・
李
二
家
集
、
為
通
古
津
梁
。
其
言
「
藉
天

寵
霊
」
者
、
不
忘
本
也
。
何
傷
乎
。『
徂
徠
集
』
巻
二
十
二
「
與

冨
春
山
人
書
」
曰
、「
李
攀
龍
・
王
元
美
僅
為
文
章
之
士
。」
巻
二

十
七
「
與
屈
景
山
書
」
曰
、「
李
・
王
二
公
没
世
用
其
力
於
文
章

之
業
、
而
不
遑
及
經
術
。」
以
此
観
之
、
王
・
李
之
為
文
士
、
翁

亦
嘗
言
之
矣
。
又
曰
、「
以
摸
擬
剽
竊
病
二
公
、
是
乃
當
二
公
之

時
妒
忌
者
之
言
也
。
学
之
道
、
倣
傚
為
本
。
故
方
其
始
学
也
、
謂

之
剽
竊
摸
擬
、
亦
可
耳
。
久
而
化
之
、
習
慣
如
天
性
、
雖
自
外
来
、

與
我
為
一
。
故
子
思
曰
、『
合
外
内
之
道
也
。』
故
病
摸
擬
者
、
不

知
学
之
道
者
也
。
況
吾
邦
之
学
華
文
、
假
使
学
韓
・
欧
、
非
摸
擬

而
何
。
其
必
悪
摸
擬
乎
、
國
字
之
文
可
耳
。」
以
此
観
之
、
摸
擬

剽
襲
之
誚
、
翁
亦
既
辨
之
矣
。
人
各
有
心
、
若
不
好
王
・
李
之
文
、

懐徳堂研究　第 3 号　平成 24 年 2 月 29 日

158



則
不
為
而
可
。
或
排
其
文
謂
之
不
足
列
于
藝
苑
、
猶
可
。
其
言「
不

足
歯
于
士
君
子
之
間
」
者
、
何
也
。
殆
似
以
二
家
為
小
人
者
。
余

試
考『
明
史
』、
李
傳
曰
、「
遷
順
徳
知
府
、
有
善
政
、
上
官
交
薦
」、

是
非
素
粲
人
也
。「
殷
學
為
巡
撫
、
檄
令
属
文
、
攀
龍
拒
不
應
」、

是
非
諂
媚
之
人
也
。「
會
地
数
震
、
攀
龍
心
悸
、
念
母
思
帰
、
遂

謝
病
。又
母
喪
哀
毀
得
疾
」、是
非
不
孝
人
也
。王
傳
則
盛
於
此
矣
。

「
奸
人
閻
姓
者
犯
法
匿
錦
衣
都
督
陸
炳
家
、
世
貞
捜
得
之
。」又「
奸

僧
偽
称
楽
平
王
次
子
、
行
游
天
下
、
世
貞
補
訊
之
、
服
辜
。」
其

佗
如
「
疏
陳
法
祖
宗
・
正
殿
名
・
廣
恩
義
・
寛
禁
例
・
修
典
章
・

推
德
意
・
昭
爵
賞
・
練
兵
實
八
事
」、
及
「
條
奏
屯
田
・
戍
守
・

兵
食
事
宜
」、
可
謂
有
幹
才
也
。
至
父
忬
為
嵩
所
害
之
日
、「
哀
號

欲
絶
、
持
喪
帰
、
蔬
食
三
年
、
不
入
内
寝
、
既
除
服
、
猶
却
冠
帯
、

苴
履
葛
巾
、
不
赴
宴
會
。」
百
歳
之
下
、
使
人
感
泣
酸
鼻
也
。
余

遂
三
復
二
傳
、
不
見
其
所
以
為
小
人
、
則
亦
不
知
其
所
以
「
不
足

歯
于
士
君
子
之
間
」。
雖
然
、
蘭
洲
博
物
之
人
、
別
有
據
乎
。
何

不
掲
示
之
也
。
獨
「
済
南
李
茂
卿
」「
大
倉
王
茂
卿
」、
謔
浪
甚
矣
。

君
子
亦
有
諸
。

七

　
　
【
前
提
】〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

〔
以
下
は
前
節
と
同
じ
く
、『
論
語
徴
』
序
文
の
署
名
「
物
茂

卿
著
」
に
対
す
る
批
判
〕

　

徂
徠
は
自
ら
「
物
部
茂
卿
」
を
「
物
茂
卿
」
と
単
姓
（
一

字
の
姓
）
を
称
し
て
漢
人
を
気
取
り
、
他
人
に
も
、
堀
氏
を

屈
に
、
宇
野
氏
を
于
に
し
た
り
と
、
姓
氏
を
お
も
ち
ゃ
扱
い

だ
。
そ
れ
に
春
秋
時
代
に
は
複
姓
（
二
字
以
上
の
姓
）
も
多

い
の
に
、
ど
う
し
て
単
姓
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
漢
人
ら
し
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
考
え
る
の
か

4

4

4

4

4

4

。
た
と
え
地
名
・
姓
を
漢
人
め
か
し
て
も
、

人
は
和
人
に
変
わ
り
な
く
、
文
辞
（
詩
文
）
も
和
習
を
免
れ

な
い
の
に
、
い
っ
た
い
誰
を
欺
こ
う
と
い
う
の
か
。
か
つ
て

徂
徠
が
校
閲
し
た
和
刻
本
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

『
晋
書
4

4

』
は
巻
頭
に

4

4

4

4

「
日
本
荻

4

4

4

生
惣
右
衛
門
茂
卿

4

4

4

4

4

4

4

」と
署
名
す
る
が

4

4

4

4

4

4

、こ
れ
も
体
例
が
わ
か
っ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
お
ら
ず

4

4

4

4

、
い
ま
4

4

『
論
語
徴

4

4

4

』
で
す
っ
か
り
書
き
方
を
改
め

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

た
の
は
躁

4

4

4

4

（
軽
率
4

4

）
と
い
う
も
の
だ

4

4

4

4

4

4

。
か
く
て
徂
徠
の
門
人

4

4

4

4

4

4

4

4

は
地
名

4

4

4

・
姓
氏
を
改
変
す
る
こ
と
狂
気
に
近
く

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
重
厚
の
風

4

4

4

4

が
す
っ
か
り
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
も
し
そ
う
し
な
い
者
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

あ
れ
ば
道
学
先
生
と
詬
病

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
罵
倒
4

4

）
す
る
4

4

。
嘆
か
わ
し
い
こ

と
甚
だ
し
い
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、
必
ず
し
も
〈
単
姓
に
し
て
後
に
漢
人
に
似
る
〉
と

為
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
亦ま

た

必
ず
し
も
〈
複
姓
に
し
て
後
に
漢
人
に
摸

せ
ず
〉と
も
為
さ
ざ
る
な
り
1

。
若も

し
漢
人
を
摸
す
る
を
疾に

く

ま
ば
、

則
ち
宜
し
く
『
晋
書
』
巻
端
に
署
す
る
所
の
如
く
す
べ
し
。
然
る

に
蘭
洲
は
既
に
彼（『
晋
書
』の
和
名
の
署
名
）を
疾
み
、
又
此（『
論
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語
徴
』
の
漢
人
風
の
署
名
）
を
駁
す
る
は
、
何
ぞ
や
。
予
嘗か

つ

て
村

瀬
氏
の
著
は
す
所
の
『
藝
苑
日
渉
』
な
る
者
を
読
む
に
、
亦
漢
人

を
摸
す
る
を
疾
み
、
喋

ち
ょ
う
ち
ょ
う

喋
と
し
て
（
く
だ
く
だ
し
く
）
之
を
議
す
。

而し
か

れ
ど
も
村
瀬
氏
は
『
晋
書
』
の
署
す
る
所
を
善
し
と
す
2

。〔
村

瀬
氏
の
場
合
は
〕言
の
当
否
に
論
亡な

く（
論
の
当
否
は
さ
て
お
き
）、

其
の
意
は
則
ち
分
明
た
り
。
蘭
洲
の
如
き
は
、
其
の
意
の
安
ん
ず

る
所
を
知
る
べ
か
ら
ず
。
今
按
ず
る
に
、
来
翁
は
修
辞
を
以
て
一

世
を
矯た

め（
世
の
弊
風
を
正
し
）、
好
み
て
雕
琢（
詩
文
へ
の
技
巧
）

を
事
と
す
れ
ど
も
、
而し
か

も
独
り
『
晋
書
』
巻
端
の
み
署
し
て
「
荻

生
惣
右
衛
門
茂
卿
」
と
曰
ふ
は
、
是
れ
其
れ
和
訓
を
施
す
を
標
す

（
明
示
す
る
）、
故
に
和
例
を
用
ふ
る
な
り
。「
躁
」
に
非
ず
。
之

を
要
せ
ば
、
瑣
ゝ
た
る
称
呼
（
瑣
末
な
呼
称
）
は
、
名
教
（
名
分

名
声
を
尊
ぶ
教
え
、
儒
教
）
に
関
す
る
に
非
ず
。
各

お
の
お
の

好
む
所
に

従
ふ
と
も
、
誰
れ
か
不
可
と
曰
は
ん
。
呶
ゝ
た
る（
や
か
ま
し
い
）

嘲
罵
は
、
恐
ら
く
「
重
厚
の
風
」
に
非
ず
。
且
つ
竹
山
は
、
五
井

氏
の
高
足
の
弟
子
に
し
て
、
遺
命
を
受
け
て『
非
物
』を
校
し
、『
非

徴
』
を
著
は
し
て
『
非
物
』
を
続つ

ぐ
。
然
れ
ど
も
『
非
徴
』
巻
端

に
署
し
て
「
門
人
早
辨
之
士
誉　

較
」
と
曰
ふ
。
此
の
較
人
（
校

閲
者
）
は
乃
ち
早は

や
の野

氏
な
る
者
な
り
。
其
の
複
を
柝さ

き
て
単
と
為

す
は
何
ぞ
や
3

。〔
蘭
洲
死
後
の
こ
と
ゆ
え
〕
蘭
洲
の
知
る
所
に

非
ず
と
雖
も
、
亦
其
の
風
声
の
洽あ

ま
ねか

ら
ざ
る
を
訝い

ぶ
かる

の
み
。「
物

門
の
徒
（
徂
徠
の
門
人
） 

地
名
を
更あ

ら
ため

姓
氏
を
変
へ
ざ
る
者
を
見

れ
ば
、
輒す

な
はち

詬こ
う
へ
い病

す
。」
4

と
言
ふ
に
至
り
て
は
、
則
ち
最
も
疑

ふ
べ
き
な
り
。
予 

蘐け
ん
し
ゃ社

の
諸
子
（
徂
徠
の
家
塾
・
蘐
園
の
門
徒
）

の
著
は
す
所
を
閲け

み

す
る
に
、
未
だ
片
言
の
此
に
及
ぶ
者
を
見
ず
。

蘭
洲 

何
に
於
い
て
之
を
得
た
る
か
を
知
ら
ず
。
仰

そ
も
そ
も

亦 

独
見
の

秘
本
有
る
か
5

。

【『
辨
非
物
』
注
】

1
．
必
ず
し
も
単
姓
～
為
さ
ざ
る
な
り
…
蘭
洲
は
、
徂
徠
を
〈
単

姓
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
漢
人
ら
し
い
〉
と
考
え
て
い
る
と
批
判

し
て
、
漢
人
で
も
春
秋
時
代
に
は
複
姓
が
多
か
っ
た
と
言
う
。

こ
れ
を
受
け
て
東
畡
は
、
蘭
洲
の
言
う
よ
う
に
〈
単
姓
で
も
必

ず
し
も
漢
人
ら
し
い
と
は
い
え
な
い
〉
な
ら
、〈
複
姓
で
も
必

ず
し
も
漢
人
ら
し
く
な
い
、
と
は
い
え
な
い
〉
と
い
う
。
端
的

に
言
え
ば
、〈
和
人
は
和
人
ら
し
く
複
姓
を
使
え
〉
と
言
う
蘭

洲
に
対
し
、
そ
の
論
理
に
従
え
ば
〈
漢
人
に
も
複
姓
が
あ
る
の

だ
か
ら
、複
姓
だ
か
ら
と
い
っ
て
和
人
ら
し
い
と
は
い
え
ま
い
〉

と
切
り
返
す
の
で
あ
る
。

2
．
村
瀬
氏
の
著
す
る
所
…
『
藝
苑
日
渉
』
巻
一
、
姓
氏
「
如
徠

翁
、
氏
物
部
、
族
荻
生
、
名
茂
卿
、
通
稱
總
右
衛
門
、
其
校『
晋

書
』、
書
曰
『
荻
生
總
右
衛
門
物
茂
卿
校
』。
書
法
允
當
。」
村

瀬
栲こ

う
て
い亭

（
一
七
四
四
～
一
八
一
八
）、
名
は
之ゆ

き
ひ
ろ煕

、
字
は
君
績
、

通
称
は
嘉
右
衛
門
、
栲
亭
は
号
。
考
証
学
者
で
、
秋
田
藩
儒
と

な
り
、
晩
年
に
京
都
で
私
塾
を
開
い
た
。
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3
．�

其
の
複
を
柝
き
て
単
と
為
す
は
何
ぞ
や
…「
複
」は
複
姓
、「
単
」

は
単
姓
。
複
姓
の
「
早
野
」
を
分
け
て
「
早
」
と
単
姓
に
し

て
い
る
こ
と
を
指
す
。
校
閲
者
の
「
早
辨
之
士
譽
」（
一
七
四

六
～
一
七
九
〇
）
は
中
井
竹
山
の
高
弟
、
姓
は
早
野
、
名
は

辨
之
、
字
は
士
誉
、
号
は
仰
斎
。

4
．
物
門
の
徒
～ 
輒
ち
詬
病
す
…
『
非
物
篇
』
の
表
現
に
基
づ

く
の
で
括
弧
で
括
っ
た
が
、『
非
物
篇
』
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
。

『
非
物
篇
』
原
文
は
次
の
通
り
。「
其
の
徒 

私ひ
そ

か
に
地
名
を
更

め
濫み
だ

り
に
姓
氏
を
変
じ
、
躁
妄 
競
ひ
興
り
（
中
略
）
苟い
や
し
く
も

然
ら
ざ
る
者
有
れ
ば
輒す
な
は
ち
道
学
先
生
を
以
て
相あ
ひ

詬
病
す
。（
其

徒
私
更
地
名
濫
変
姓
氏
、
躁
妄
競
興
（
中
略
）
苟
有
不
然
者
輒

以
道
学
先
生
相
詬
病
焉
。）」

5
．
仰
亦
独
見
の
秘
本
有
る
か
…
先
に
蘭
洲
は
、
自
身
が
見
た
徂

徠
の
写
本
を
根
拠
に
、
徂
徠
が
皇
侃
『
義
疏
』
を
通
覽
し
て
い

な
い
こ
と
を
批
判
し
た
（
第
三
節
を
参
照
）。「
獨
見
秘
本
」
と

は
そ
の
よ
う
な
蘭
洲
だ
け
が
見
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
を
指
し
、
特

殊
な
資
料
を
根
拠
と
す
る
蘭
洲
の
学
問
態
度
を
皮
肉
る
。

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
六
裏
）

辨
曰
、
不
必
單
姓
而
後
為
似
漢
人
矣
、
則
亦
不
必
複
姓
而
後
為
不

摸
漢
人
也
。
若
疾
摸
漢
人
、
則
宜
如
『
晋
書
』
巻
端
所
署
也
。
然

蘭
洲
既
疾
彼
、
又
駁
此
者
、
何
哉
。
予
嘗
讀
村
瀬
氏
所
著
『
藝
苑

日
渉
』
者
、
亦
疾
摸
漢
人
、
喋
ゝ
議
之
。
而
村
瀬
氏
善
『
晋
書
』

所
署
、
亡
論
言
之
當
否
、
其
意
則
分
明
。
如
蘭
洲
者
、
不
可
知
其

意
所
安
也
。
今
按
、
来
翁
以
脩
辭
矯
一
卋
、
好
事
雕
琢
、
於
是
析

姓
氏
、
脩
地
名
、
而
□
取
称
呼
□
之
便
、
而
獨
『
晋
書
』
巻
端
署

曰
「
荻
生
惣
右
衛
門
茂
卿
」
者
、
是
標
其
施
和
訓
、
故
用
和
例
也
。

非
「
躁
」
矣
。
雖
然
、
而
毎
ゝ
柝
且
脩
、
非
無
過
文
之
弊
、
予
亦

不
甚
好
之
。
但
身
為
書
生
、
讀
漢
字
、
学
漢
文
、
亦
不
甚
疾
。
抑
？

漢
人
故
不
多
用
柝
且
脩
已
、
不
能
従
村
瀬
氏
也
。
好
尚
人
異
、
豈

得
盡
同
。
要
之
、
瑣
ゝ
稱
呼
、
非
關
名
教
。
各
従
所
好
、
誰
曰
不

可
。
呶
ゝ
嘲
罵
、
恐
非
重
厚
之
風
。
且
竹
山
者
五
井
氏
高
足
弟
子
、

受
遺
命
而
校
『
非
物
』、
著
『
非
徴
』
而
續
『
非
物
』。
然
『
非
徴
』

巻
端
署
曰
、「
門
人
早
辨
之
士
譽
較
」。
此
較
人
乃
早
野
氏
者
也
。

其
柝
複
為
單
者
、
何
邪
。
雖
非
蘭
洲
所
知
乎
、
亦
訝
其
風
聲
之
不

洽
焉
耳
。
至
言
物
門
之
徒
見
不
更
地
名
変
姓
氏
者
、
輒
詬
病
焉
、

則
最
可
疑
也
。
予
閲
蘐
社
諸
子
所
著
、
未
見
片
言
及
乎
此
者
。
不

知
蘭
洲
於
何
得
之
。
仰
亦
有
獨
見
秘
本
歟
。

八

　
　
【
前
提
】〔
徂
徠
『
徴
』〕

　

私
は
古
文
辞
を
学
ん
で
十
年
、
次
第
に
古
言（
古
代
言
語
）

が
あ
る
と
分
か
っ
て
き
た
。
古
言
が
は
っ
き
り
分
か
っ
て
こ

そ
古
義
（
古
人
の
言
説
の
真
意
）
が
確
定
し
、
先
王
の
道
の

何
た
る
か
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
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〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

　

徂
徠
は
王
世
貞
・
李
攀
竜
を
模
倣
し
て
自
説
を
宣
伝
し
た
。

無
分
別
な
者
は
踊
ら
さ
れ
、
や
や
分
別
あ
る
者
も
異
説
を
立

て
る
の
を
好
み
、
挙
っ
て
徂
徠
に
追
従
し
た
。
彼
ら
は
「
古

文
辞
を
学
び
上
手
く
古
文
が
作
れ
る
」「
秦
漢
以
後
の
書
は

読
ま
ぬ
、
唐
宋
の
文
は
作
ら
ぬ
」
な
ど
と
意
気
込
む
が
、
分

か
っ
て
い
な
い
。
我
が
国
は
漢
と
風
俗
も
人
種
も
異
な
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、

言
葉
も
一
致
せ
ぬ

4

4

4

4

4

4

4

。
世
人
は
読
書
で
誤
解
せ
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
作
文
で
和

4

4

4

4

習
を
免
れ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
徂
徠
の
徒
の
主
張
は
容
易
で

は
な
い
。
だ
い
た
い
徂
徠
は
自
ら
の
作
文
の
水
準
を
魏
晋
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

上
に
出
づ
る
も
の
と
自
慢
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
し
か
し
彼
の
文
章
を
調
べ

る
と
和
習
を
免
れ
ぬ
。
例
え
ば
次
の
通
り
。
何
が
古
文
辞
か
。

（
以
下
す
べ
て
『
論
語
徴
』
か
ら
の
挙
例
。）

「
女
子
は
形
を
以
て
人
に
事つ
か

ふ
る
者
な
り
（
女
子
以
形
事
人

者
也
）」（
微
子
篇
「
唯
女
子
與
小
人
」
章
）、
こ
の
「
形
」

は
「
容
」
に
改
む
べ
し
。

「
其
の
它た

の
三
徳
の
如
き
は（
如
其
它
三
徳
）1
」（
顔
淵
篇「
季

康
子
問
政
於
孔
子
曰
」
章
）、
こ
の
「
如
」
は
「
它
」
の
下

に
移
す
べ
し
。

「
孔
子
其
の
既
に
未
だ
詩
礼
を
学
ば
ざ
る
か
を
知
ら
ざ
れ
ば

（
孔
子
不
知
其
既
未
学
詩
礼
）」（
季
氏
篇
「
陳
亢
問
於
伯
魚
」

章
）、
こ
の
「
既
」
は
削
る
べ
し
。

「
百
工
の
肆し

に
居
る
は
、
自
ら
其
の
技
の
巧
な
る
所ゆ
ゑ
ん以
の
者

を
知
ら
ず4（
百
工
居
肆
、
自
不
4

4

知
其
技
之
所
以
巧
者
焉
）」（
子

張
篇
「
子
夏
曰
百
工
」
章
）、
こ
の
「
自
不
知
」
は
「
不
自
知
」

に
改
む
べ
し
。

【
前
提
注
】

１
．『
論
語
徴
』
原
文
「
其
の
它
の
三
達4

徳
・
六
徳
・
九
徳

の
如
き
は
…
（
如
其
它
三
達4

徳
・
六
徳
・
九
徳
…
）」。「
其

の
它
の
三
徳
4

4

の
如
き
は
（
如
其
它
三
徳
4

4

）」
と
す
る
の
は

蘭
洲
の
引
用
の
誤
り
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

 

辨
に
曰
く
、
来
翁 

言
有
り
て
曰
く
、「
学
者
既
に
能よ

く
海
舶
来

の
和
訓
無
き
者
を
読
む
の
田
地
に
到
ら
ば
、
便
ち
当
に
古
書
を
読

む
べ
し
。
古
書
は
是
れ
根
本
、
譬
へ
ば
上
游
に
拠
り
、
泰
山
の
絶

頂
に
登
る
が
如
く
、
眼
力
自お

の
づ
から

高
く
、
胸
襟
自
ら
大
な
り
。」
と

1
。
又
曰
く
、「
中
国
人 

韓
・
柳
を
学
び
て
、
欧
・
蘇
と
為
る
。

此
の
方
の
人
、
韓
・
柳
を
学
べ
ば
、
則
ち
僅
か
に
欧
・
蘇
の
奴
隷

と
為な

る
を
得
る
の
み
。
況
ん
や
其
の
欧
・
曽
を
学
ぶ
者
に
於
い
て

お
や
。」
と
2

。
又
曰
く
、「
其
の
焉こ

れ

よ
り
上
た
る
者
と
為
り
、
其

の
焉
よ
り
次
な
る
者
と
為
ら
ざ
ら
ん
と
務
む
る
は
、
学
の
方
な

り
。」
と
3

。
此
に
由
り
て
之
を
観み

れ
ば
、
蘐け

ん
し
ゃ社

の 

秦
・
漢
以
上

を
期
す
る
は
、
人
を
し
て
最
高
の
地
に
着
眼
せ
し
む
る
の
み
、
人

を
し
て
逡
巡
の
意
を
生
じ
ざ
ら
し
む
る
の
み
、亦ま

た

教
誨
の
術
な
り
。
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豈あ

に
〈
我
が
文
は
魏
・
晋
・
唐
・
宋
の
上
に
出
づ
〉
と
謂
は
ん
や
。

猶
ほ
宋
の
諸
老
先
生
の 

孟
子
の
言
を
原た

ず

ね
て
聖
人
と
為
ら
ん
と

欲
せ
し
が
ご
と
し
。
亦
必
ず
し
も
〈
他
の
諸
賢
哲
は
皆 

己
れ
の

下
に
出
づ
〉
と
は
謂
は
ざ
る
な
り
。
蘭
洲 

今
言
ふ
、「
我
が
邦
と

漢
と
、
風 
殊こ

と

に 
類 

別べ
つ

し
、
言
語 

合
は
ず
、
世
人 

苟い
や
しく

も
書
を

読
み
其
の
義
を
訛あ

や
まら

ず
、
僅
か
に
文
を
為つ

く

り
和
習
を
免
る
る
を
得

ば
、
則
ち
可
な
る
の
み
。」
と
。
是
れ
我
が
邦
の
儒
士
は
彼
の
舶

商
の
張
・
李
（
一
般
庶
民
）
に
如し

か
ず
と
謂
ふ
な
り
。
蘭
洲
も
亦

漢
人
に
非
ず
、
能
く
此こ

こ

に
安
ん
ず
る
や
否
や
を
知
ら
ず
。
果
し
て

能
く
此
に
安
ん
ず
る
か
、
漢
人
の
文
を
見
て
、
一
切
高こ

う
ひ庳（

高
低
）

を
議
せ
ず
、
漢
人
の
説
を
見
て
、
一
切
優
劣
を
論
ぜ
ず
、「
我
は

則
ち
和
人
、
焉い

づ
くん

ぞ
之
を
知
る
を
得
ん
や
。」
と
曰
ふ
て
可
な
り
。

然
り
と
雖
も
、
此
の
編 

既
に
模
擬
剽
襲
を
以
て
王
・
李
を
斥し

り
ぞけ

、

且
つ
其
の
旧
解
を
議
し
て
、「
鄭
は
何
如
、
皇
は
何
如
4

」
と
曰

ふ
者
、
編
中
に
相
望
む
。
其
れ
之
を
何
と
謂
は
ん
。
蘭
洲 
又
来

翁
の
文
を
擿て

き

す
（
欠
点
を
論

あ
げ
つ
らう

）。
來
翁 

実
に
和
人
、
其
の
和
習

を
免
れ
ざ
る
者
も
、
亦
之
れ
有
ら
ん
。
然
れ
ど
も
安い

づ
くん

ぞ
一
を
以

て
百
を
掩お

ほ

ふ
を
得
ん
や
。
柳

り
ゅ
う

柳り
ゅ
う
し
ゅ
う州 

文
を
論
じ
て
曰
く
、「
苟
く

も
其
の
高
朗
を
得
て
其
の
深し

ん
さ
く賾

（
深
奥
）
を
探
る
こ
と
或あ

ら
ば
、

蕪ぶ
は
い敗（

欠
点
）有
り
と
雖
も
、
則
ち
日
月
の
蝕
、
大
圭
の
瑕き

ず

為
り
。」

（『
河
東
先
生
集
』
巻
三
十
一
）
と
。
斯こ

の
言 

信
な
り
。
然
り
と

雖
も
我
敢あ

へ

て
其
の
好
む
所
に
阿お

も
ねり

て
、〈
来
翁
の
文
は
日
月
の
如

く
、
大
圭
の
如
し
〉
と
曰
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
唯
だ
一
を
以
て
百

を
掩
ふ
を
欲
せ
ざ
る
の
み
。
況
ん
や
其
の
擿
す
る
所
、
尽
く
は
然

ら
ざ
る
者
有
る
を
や
。
試
み
に
之
を
挙
げ
ん
。「
女
子
は
形4

を
以

て
人
に
事つ

か

ふ
る
者
な
り
（
女
子
以
形4

事
人
者
也
）」
に
は
、『
世
説
』

に
「
王
敬
予 

美
形4

有
り
（
王
敬
予
有
美
形4

）」（
容
止
篇
）
と
あ
り
、

又
「
時
人
に
三
長
史
の
形4

を
称
す
る
者
有
り
（
時
人
有
称
三
長
史

形4

者
）」（
同
上
）
と
あ
り
、
又
「
人
の 

王
恭
の
形4

茂
を
歎
ず
る

者
有
り
（
有
人
歎
王
恭
形4

茂
者
）」（
同
上
）
と
あ
る
、
是
れ
其
の

例
な
り
。
必
ず
し
も
改
め
ず
。「
孔
子 

其
の
既
に
未
だ

4

4

4

4

詩
礼
を
学

ば
ざ
る
か
を
知
ら
ざ
れ
ば
（
孔
子
不
知
其
既
未
4

4

学
詩
礼
）」
に
は
、

杜
預
『
左
伝
』
註
に
「
既
に
未
だ

4

4

4

4

以
て
人
君
を
褒
貶
す
る
に
足
ら

ず
（
既
未
4

4

足
以
褒
貶
人
君
）」（
隠
公
元
年
経
「
公
子
益
師
卒
」
杜

預
注
）
と
あ
り
、
孔く

よ
う
だ
つ

頴
達
「
玉
藻
」
疏
に
「
既
に
未
だ

4

4

4

4

敢
て
次
を

越
へ
て
多
食
せ
ず
（
既
未
4

4

敢
越
次
多
食
）」（『
礼
記
』
玉
藻
篇
「
命

之
品
嘗
之
然
後
唯
所
欲
」
孔
疏
）
と
あ
り
、
蘇
軾
「
頴
州
謝
到
任

表
」
に
「
既
に
未
だ

4

4

4

4

帰
田
に
決
せ
ず
（
既
未
4

4

決
於
帰
田
）」（『
蘇

東
坡
集
（
後
集
）』
巻
十
二
）
と
あ
る
、
是
れ
其
の
例
な
り
。
必

ず
し
も
削
ら
ず
。「
百
工
の 

肆
に
居
る
は
、
自
ら
4

4

其
の
技
の
巧
な

る
所
以
の
者
を
知
ら
ず4

（
百
工
居
肆
、
自
不
4

4

知
其
技
之
所
以
巧
者

焉
）」
に
は
、
鄭
玄
「
学
記
」
註
に
「
今
の
師
は
自
ら
4

4

経
の
義
を

暁さ
と

ら
ず4

（
今
之
師
自
不
4

4

暁
経
之
義
）」（『
礼
記
』
学
記
篇
「
今
之

教
者
呻
其
佔
畢
多
其
訊
」
鄭
玄
注
）
と
あ
り
、
又
孔
疏
に
「
既
に
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自
ら
4

4

義
理
を
暁
ら
ず4

（
既
自
不
4

4

暁
義
理
）」（
同
上
孔
頴
達
疏
）
と

あ
り
、
李
攀
竜
「
李
淑
人
大
節
解
」
の
「〔
李
淑
人
に
は
固
有
の

徳
あ
り
て
〕
既
に
自
ら
4

4

飾
ら
ず4

、
亦
自
ら
4

4

渝か
は

は
ら
ず
（
既
自
不
4

4

飾
、

亦
自
不
4

4

渝
）」（『
滄
溟
先
生
集
』
巻
二
十
五
）、
是
れ
其
の
例
な
り
。

〔
蘭
洲
の
指
示
通
り
に
は
〕
必
ず
し
も
移
さ
ず
。

【『
辨
非
物
』
注
】

1
．
学
者
既
に
～
自
ら
大
な
り
…
『
訳
文
筌せ
ん
て
い蹄
』
題
言
。

2
．
中
国
人
～
於
い
て
お
や
…
『
訳
文
筌
蹄
』
題
言
。
韓
・
柳
以

下
と
も
に
「
唐
宋
八
大
家
」
と
称
せ
ら
れ
、
古
文
復
興
運
動
の

担
い
手
と
な
っ
た
文
人
。
韓
は
韓
愈
、
柳
は
柳
宗
元
、
欧
は
欧

陽
脩
、
蘇
は
蘇
軾
、
曽
は
曽そ
う
き
ょ
う鞏。

3
．
其
の
焉
よ
り
～
学
の
方
な
り
…
『
徂
徠
集
』
巻
二
十
三
「
与

藪
震
菴
（
第
四
書
）」「〔
文
芸
は
最
高
の
作
を
手
本
と
す
べ
し
。〕

務
為
其
上
者
而
不
為
其
次
焉
者
、
学
之
方
也
。
足
下
其
思
諸
。」

4
．
鄭
は
何
如
、
皇
は
何
如
…
後
漢
の
鄭じ
ょ
う
げ
ん玄、
梁
の
皇お
う
が
ん侃
。
鄭
玄
、

皇
侃
の
注
と
い
っ
た
朱
熹
以
前
の
『
論
語
』
注
に
対
し
て
、
蘭

洲
が
あ
れ
こ
れ
批
評
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
。

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
八
裏
）

辨
曰
、
來
翁
有
言
曰
、「
学
者
既
到
能
讀
海
舶
来
無
和
訓
者
田
地
、

便
當
讀
古
書
。
古
書
是
根
本
、
譬
如
據
上
游
、
登
泰
山
絶
頂
、
眼

力
自
高
、
胸
襟
自
大
。」
又
曰
、「
中
國
人
、
学
韓
柳
、
為
歐
蘇
。

此
方
人
、
学
韓
柳
、
則
僅
得
為
歐
蘇
之
奴
隷
。
況
於
其
学
歐
曽
者

乎
。」
又
曰
、「
務
為
其
上
焉
者
而
不
為
其
次
焉
者
、
學
之
方
也
。」

由
此
觀
之
、
蘐
社
之
期
秦
漢
以
上
、
使
人
着
眼
于
最
高
地
已
、
使

人
不
生
逡
巡
之
意
已
、
亦
教
誨
之
術
也
。
豈
謂
我
文
出
魏
晋
唐
宋

之
上
乎
。
猶
宋
諸
老
先
生
原
于
孟
子
之
言
欲
為
聖
人
矣
。
亦
不
必

謂
他
諸
賢
哲
皆
出
己
之
下
也
。
蘭
洲
今
言
、「
我
邦
與
漢
、
風
殊

類
別
、
言
語
不
合
、
世
人
苟
得
讀
書
弗
訛
其
義
為
文
僅
免
和
習
、

則
可
焉
耳
。」
是
謂
我
邦
儒
士
不
如
彼
舶
商
張
李
也
。
蘭
洲
亦
非

漢
人
、
不
知
能
安
于
此
否
。
果
能
安
于
此
乎
、
見
漢
人
之
文
、
一

切
不
議
高
庳
、
見
漢
人
之
説
、
一
切
不
論
優
劣
、
曰「
我
則
和
人
、

焉
得
知
之
」
而
可
。
雖
然
、
此
編
既
以
模
擬
剽
襲
斥
王
李
、
且
其

議
舊
解
、
曰
「
鄭
何
如
、
皇
何
如
」
者
、
相
望
編
中
。
其
謂
之
何
。

蘭
洲
又
擿
来
翁
文
。
来
翁
実
和
人
、
其
不
免
和
習
者
、
亦
有
之
。

然
安
得
以
一
掩
百
乎
。
柳
柳
州
論
文
曰
、「
苟
或
得
其
高
朗
探
其

深
賾
、
雖
有
蕪
敗
、
則
為
日
月
之
蝕
也
、
大
圭
之
瑕
也
。」
斯
言

信
矣
。
雖
然
我
非
敢
阿
其
所
好
而
曰「
来
翁
之
文
如
日
月
如
大
圭
」

也
。
唯
不
欲
以
一
掩
百
矣
耳
。
況
其
所
擿
、
有
不
盡
然
者
。
試
擧

之
。「
女
子
以
形
事
人
者
也
。」『
卋
説
』「
王
敬
豫
有
美
形
」、
又「
時

人
有
称
三
長
史
形
者
」、
又
「
有
人
歎
王
恭
形
茂
者
」、
是
其
例
。

不
必
改
。
如
其
它
三
徳
、
未
見
例
、
是
實
謬
。「
孔
子
不
知
其
既

未
学
詩
禮
」、
杜
預
『
左
傳
』
註
、「
既
未
足
以
褒
貶
人
君
」、
孔

頴
達
「
玉
藻
」
疏
「
既
未
敢
越
次
多
食
」、
蘇
軾
「
頴
州
謝
到
任
表
」

「
既
未
決
於
帰
田
」、
是
其
例
。
不
必
削
。「
百
工
居
肆
、
自
不
知
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其
技
之
所
以
巧
者
焉
」、
鄭
玄
「
學
記
」
註
「
今
之
師
自
不
暁
經

之
義
」、
又
孔
疏
「
既
自
不
暁
義
理
」、
李
攀
龍
「
李
淑
人
大
節
解
」

「
既
自
不
飾
、
亦
自
不
渝
」、
是
其
例
。
不
必
移
。

九

　
　
【
前
提
】〔
徂
徠
『
徴
』〕

　

悲
し
い
か
な
、
か
の
中
華
は
聖
人
の
邦
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
千
年
以
上
に

わ
た
り
多
く
の
学
者
が
い
な
が
ら
、
な
お
議
論
紛
々
で
孔
子

の
伝
え
た
道
の
何
た
る
か
を
分
か
ら
な
い
で
い
る
。
ま
し
て

4

4

4

我
が
東
方
に
お
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

　
　
〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

　

漢
を
中
華
と
称
し
自
ら
を
外
夷
と
位
置
付
け
る
考
え
に
、

私
は
我
慢
が
な
ら
な
い
。
徂
徠
は
名
分
を
知
ら
ぬ
者
ゆ
え
、

そ
れ
は
咎
め
ま
い
。
だ
が
徂
徠
は
「
漢
人
は
人
の
人
、
夷
狄

は
人
の
物
。
人
の
物
は
思
考
能
力
に
欠
く
。」
な
ど
と
言
っ

て
い
た
。
人
の
人
た
る
漢
人
が
解
明
で
き
な
か
っ
た
孔
子
の

道
を
、
人
の
物
た
る
日
本
人
の
徂
徠
が
、
孔
子
の
死
後
二
千

年
も
後
に
ど
う
し
て
解
明
で
き
る
と
い
う
の
か
。
そ
ん
な
こ

と
は
誰
も
信
用
し
な
い
。
そ
れ
と
も
日
本
人
の
う
ち
自
分
だ

け
が
人
の
人
で
、
子
思
・
孟
子
以
降
の
諸
賢
は
み
な
自
分
に

及
ば
な
い
と
で
も
言
う
の
か
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、
漢
を
称
し
て
「
中
華
」
と
為
す
者こ

と

1
、
是こ

こ

に
於
い

て
か
、
来
翁
に
憾う

ら

み
有
り
。
而し

か

れ
ど
も
其
の
著
は
す
所
を
閲け

み

す
る

に
、
国
字
を
用
ふ
る
者
は
、
皆み

な

彼
の
邦
を
称
し
て
、「
異
国
」
と

曰
ひ
、「
唐
」
と
曰
ひ
、
漢
文
を
用
ふ
る
者
は
、
皆
「
中
国
」
と

曰
ひ
、「
中
華
」
と
曰
へ
ば
、
則
ち
其
の
心 

蓋け
だ

し
各

お
の
お
の

当
る
所
有

る
か
。
按
ず
る
に
、
吾
が
邦 

漢
土
に
使
す
る
者
を
謂
ひ
て「
入
唐
」

と
曰
ふ
。
来
翁 

之
を
駁
し
、
以お

も為
へ
ら
く
外
夷
を
以
て
自
ら
居

る
に
嫌
ふ
と
。
其
の
言
『
南な

る

べ

し

留
別
志
』
に
見
ゆ
2

。
又
其
の
『
大

明
律
』
を
解
し
て
、
乃
ち
言
は
く
、「
本
邦
の
人
に
し
て
、
異
邦

を
称
す
る
に
『
大
』
を
以
て
す
る
者
は
、
律
に
於
い
て
叛
罪
に
当

る
。
因
り
て
故

こ
と
さ
らに

『
大
』
字
を
削
る
。」
と
3

。
此か

く
の
如
き
は
、

則
ち
翁
の 

名
分
を
正
す
も
亦ま

た

厳
な
る
所
有
り
。
但
だ
其
の
漢
を

称
し
て
「
中
華
」
と
為
す
は
、
怪
し
む
べ
き
者
の
如
し
。
又
按
ず

る
に
『
令り

ょ
う
の
ぎ
げ

義
解
』
巻
六
「
儀
制
令
」
に
曰
く
、「『
天
皇
』
は
詔
書

に
称
す
る
所
。『
皇
帝
』
は
華
夷
に
称
す
る
所
。」
と
。
註
に
曰
く
、

「『
華
』
と
は
、
華
夏
な
り
。『
夷
』
と
は
、
夷
狄
な
り
。
王
者
の 

華
夷
に
詔

み
こ
と
の
りし

誥つ

ぐ
る
に
は
『
皇
帝
』
と
称
す
と
言
ふ
。
即
ち
華

夷
の
称
す
る
所
も
、
亦
此
れ
に
依
る
な
り
。」
と
4

。
此
を
以
て

之
を
観
れ
ば
、
漢
を
称
す
る
に
「
中
華
」
を
以
て
す
る
も
亦
拠き

ょ

無

し
と
為
さ
ざ
る
な
り
。
然
り
と
雖
も
、
蘭
洲
の
論
は
、
実
に
国
体

を
尊
ぶ
に
係
る
。
誰
れ
か
美
な
ら
ず
と
曰
は
ん
や
。
而
れ
ど
も
竹
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山
の
『
非
徴
』
中
に
「
華
音
」
と
曰
ひ
、
又
た
「
夏
音
」
と
曰
ふ

者
を
見
る
。
是
れ
も
亦
〔
蘭
洲
の
死
後
の
事
ゆ
え
〕
蘭
洲
の
知
る

所
に
非
ず
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
亦
声
教
（
学
徳
に
よ
る
教
化
）
の

洽あ
ま
ねか

ら
ざ
る
を
訝い

ぶ
かる

の
み
。

【『
辨
非
物
』
注
】

1
．
漢
を
称
し
て
「
中
華
」
と
為
す
者
…
徂
徠
『
論
語
徴
』
題
言

「
独
り
悲
し
む
、
夫
の
中
華
は
聖
人
の
邦
…
況
ん
や
吾
が
東
方

を
や
」
に
基
づ
く
。
こ
の
下
に
「
自
ら
処を

る
に
外
夷
を
以
て
す

る
は
、
余
も
亦
忍
び
ざ
る
な
り
。（
自
処
以
外
夷
者
、
余
亦
不

忍
也
。）」
と
記
し
、
の
ち
削
除
し
て
い
る
。
日
本
を
「
外
夷
」

と
称
す
る
徂
徠
に
対
し
、
蘭
洲
と
共
通
の
不
満
が
東
畡
に
も
強

か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

2
．『
南
留
別
志
』
に
見
ゆ
…
『
南
留
別
志
』
巻
四
「
入
唐
と
い

ふ
事
は
昔
の
博
士
の
い
か
ゞ
心
得
た
が
へ
る
に
や
、
日
本
を
夷

に
し
た
る
詞
な
り
。」（『
荻
生
徂
徠
全
集
』
第
十
八
巻
、
み
す

ず
書
房
、
一
三
三
頁
）

3
．
其
の
『
大
明
律
』
～
『
大
』
字
を
削
る
と
…
『
明
律
国
字
解
』

巻
第
一
、「
本
書
に
は
大
明
律
と
云
へ
り
。
総
じ
て
大
字
を
加

る
こ
と
、
当
代
を
尊
ぶ
辞
な
り
。
た
と
へ
ば
、
漢
の
代
に
は
大

漢
と
云
へ
ど
も
、
後
世
よ
り
は
た
だ
漢
と
云
。（
中
略
）
今
、

日
本
は
明
朝
に
服
従
す
る
国
に
も
非
ず
。こ
と
に
異
国
に
て
も
、

い
ま
は
代
替
り
て
清
の
代
と
な
り
た
れ
ば
、
当
代
の
こ
と
を
ば

大
清
と
称
す
れ
ど
も
、
明
朝
の
こ
と
を
ば
大
明
と
は
い
は
ず
。

ま
し
て
日
本
に
於
て
は
、
大
明
と
云
べ
き
子
細
な
き
ゆ
へ
、
今

刊
行
の
本
に
は
大
字
を
除
く
な
り
。
此
道
理
は
、
刑
書
に
於
て

は
、
こ
と
に
吟
味
す
べ
き
こ
と
な
り
。
末
に
あ
る
十
悪
の
第
三

に
、
謀
叛
と
云
は
、
本
国
に
そ
む
き
て
異
国
へ
従
ふ
こ
と
を
云

て
、
是
を
十
悪
大
罪
と
定
め
た
る
こ
と
、
刑
書
の
掟
な
れ
ば
、

今
大
字
を
除
く
な
り
。」（
内
田
智
雄
・
日
原
利
国
校
訂
、創
文
社
、

昭
和
四
十
一
年
）

4
．『
令
義
解
』
巻
六
～
夷
狄
な
り
。」
と
…
『
令
義
解
』
巻
六
「
儀

制
令
」
に
「
天
子
は
祭
祀
に
称
す
る
所
、
天
皇
は
詔
書
に
称
す

る
所
、
皇
帝
は
華
夷
に
称
す
る
所
。（
天
子
祭
祀
所
称
。
天
皇

詔
書
所
称
。
皇
帝
華
夷
所
称
。）」
と
あ
り
、
そ
の
註
に
「
謂
は

ゆ
る
『
華
』
は
華
夏
な
り
。『
夷
』
は
夷
狄
な
り
。
言
ふ
こ
こ

ろ
は
王
者 

華
夷
に
詔

み
こ
と
の
りし

誥つ

ぐ
る
と
き
は
『
皇
帝
』
と
称
す
。

即
ち
華
夷
の
称
す
る
所
も
亦
此
れ
に
依
る
な
り
。（
謂
『
華
』

華
夏
也
。『
夷
』
夷
狄
也
。
言
王
者
詔
誥
於
華
夷
称
皇
帝
。
即

華
夷
之
所
称
亦
依
此
也
。）」
と
あ
る
。

【『
非
物
篇
』
原
文
】

辨
曰
、
称
漢
為
「
中
華
」、
自
處
以
外
夷
者
、
余
亦
不
忍
也
。
於

是
乎
、
有
憾
于
来
翁
矣
。
雖
然
來
翁
亦
不
為
唯
不
唯
知
名
分
也
。

而
閲
其
所
著
、
用
國
字
者
、
皆
称「
彼
邦
」、
曰「
異
國
」、
曰「
唐
」、

用
漢
文
者
、
皆
曰
「
中
國
」、
曰
「
中
華
」、
則
其
心
盖
各
有
所
當
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乎
。
按
吾
邦
謂
使
漢
土
者
曰
「
入
唐
」、
来
翁
駁
之
、
以
為
嫌
乎

以
外
夷
自
居
也
。
其
言
見
于
『
南
留
別
志
』。
又
其
解
『
大
明
律
』、

乃
言
「
本
邦
之
人
、
而
称
異
邦
以
『
大
』
者
、
於
律
當
叛
罪
。
因

故
削
『
大
』
字
。」
如
此
則
翁
之
正
名
分
、
亦
有
所
嚴
矣
。
但
其

称
漢
為
「
中
華
」、
如
可
怪
者
。
又
按
『
令
義
解
』
巻
六
「
儀
制
令
」

曰
、「『
天
皇
』
詔
書
所
稱
。『
皇
帝
』
華
夷
所
稱
。」
註
曰
、「『
華
』、

華
夏
也
。『
夷
』、
夷
狄
也
。
言
王
者
詔
誥
於
華
夷
、
称
『
皇
帝
』、

即
華
夷
之
所
稱
、
亦
依
此
也
。」
以
此
觀
之
、
称
漢
以
「
中
華
」、

亦
不
為
無
據
也
。
雖
然
、
蘭
洲
之
論
、
實
係
尊
國
體
。
誰
曰
不
美

乎
。
而
竹
山
『
非
徴
』
中
見
曰
「
華
音
」、
又
曰
「
夏
音
」
者
、

是
亦
雖
非
蘭
洲
所
知
也
、
然
亦
訝
聲
教
之
不
洽
焉
耳
。

十

　
　
【
前
提
】〔
徂
徠
『
徴
』〕

　
『
論
語
』
の
「
語
」
は
『
国
語
』『
孔
子
家
語
』
と
同
様
で
、

単
な
る
「
言
」
で
は
な
い
。
お
よ
そ
教
え
と
す
べ
き
言
葉
を

総
じ
て
「
語
」
と
い
う
。「
語
に
云
ふ
」（『
孟
子
』
万
章
上
）、

「
請
ふ
斯こ

の
語
を
事
と
せ
ん
」（『
論
語
』
顔
淵
篇
）
な
ど
に

見
て
取
れ
る
。

　
　
〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

　
『
説せ
つ
も
ん文
』
に
「
語
は
午
な
り
」「
言
は
交
午
す
る
な
り
」
と

い
う
1
。〔『
説
文
』
の
「
語
」「
言
」
の
解
説
に
大
差
な
く
、

「『
語
』
は
教
え
と
な
す
べ
き
言
葉
」
と
も
限
ら
ぬ
。〕『
国
語
4

4

』

は
一
国
の
出
来
事
を
記
し
た
も
の
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、〈
国
の
教
え

4

4

4

4

〉
と
い
4

4

え
な
い

4

4

4

。『
易4

』
の4

「
言
語
を
慎
し
む

4

4

4

4

4

4

。」（
頤
卦
象
伝
）、『
礼4

記4

』
の4

「
三
年
の
喪
に
は

4

4

4

4

4

4

、
言
ひ
て
語
せ
ず

4

4

4

4

4

4

（
言
而
不
語

4

4

4

4

）。」

（
雑
記
篇
下
）
な
ど
4

4

、「
語4

」
は
教
え
の
意
味
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
と

す
れ
ば
、「
食
す
る
と
き
は
語
せ
ず
」（『
論
語
』
郷
党
篇
）

に「
語
と
は
誨
言（
誨
は
教
え
）な
り
」（『
論
語
徴
』）と
い
っ

て
「
語4

」
を
教
え
の
言
葉
と
解
釈
す
る
の
は
執
拗
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

邢け
い
へ
い昺
疏
が
言
う
よ
う
に
「
対
比
す
れ
ば
、
一
方
的
に
言
う
の

が
『
言
』、
質
問
に
答
え
て
述
べ
る
の
が
『
語
』
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
は『
言
』『
語
』と
も
に
相
通
じ
る
。」

と
す
る
の
が
正
し
い
。
そ
も
そ
も
聖
人
の
声
は
音
律

4

4

4

4

4

4

4

、
身
は
4

4

規
範
で
あ
る
か
ら

4

4

4

4

4

4

4

、
そ
の
片
言
隻
字
は
み
な
教
え
で
な
い
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の
は
な
い

4

4

4

4

。「
言
」「
語
」
の
瑣
末
な
違
い
を
論
じ
た
て
る
必

要
は
な
い
。

　
　
【
前
提
注
】

1
．『
説せ
つ
も
ん
か
い
じ

文
解
字
』
巻
三
上
、
言
部
、「
言
、
直
言
を
言
と
曰

ひ
、
論
難
を
語
と
曰
ふ（
言
、
直
言
曰
言
、
論
難
曰
語
。）」

「
語
、
論
也
（
語
、
論
也
）」（
三
篇
上
、
言
部
）。「
交
午
」

と
は
交
差
、
交
錯
の
意
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、『
国
語
』
は
固も

と

よ
り
各
国
の
事
を
紀し

る

し
て
以
て
教
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へ
を
垂
る
る
な
り
。
古
人
の 

書
を
著
は
す
や
、
豈
に
徒い

た
づら

な
ら

ん
や
。『
易
』
の
「
言
語
」、『〔
礼
〕
記
』
の
「
不
語
」
は
、
必
ず

し
も
教
へ
の
謂
ひ
為た

る
を
見あ

ら

は
さ
ざ
る
と
雖
も
、亦ま

た

必
ず
し
も〈
教

へ
の
謂
ひ
に
非
ざ
る
〉
を
も
見
は
さ
ず
。
今 

断
じ
て
以
て
〈
教

へ
の
謂
ひ
に
非
ず
〉
と
為
す
は
、
亦
「
執
拗
」
な
ら
ず
や
1

。
且

つ
『
徴
』
の
引
く
所
の
「
語
に
云
ふ
」（『
孟
子
』
万
章
上
）、「
斯

の
語
」（『
論
語
』
顔
淵
篇
）
の
類
、
皆
用
ゐ
て
実
字
（
名
詞
）
と

為
す
者
な
り
。〔
蘭
洲
が
徂
徠
説
へ
の
反
証
と
し
て
挙
げ
る
〕『
易
』

及
び
『〔
礼
〕
記
』〔
に
み
え
る
動
詞
の
用
法
〕
と
、
其
の
例
を
同

じ
く
せ
ざ
る
な
り
。
而し

か

れ
ど
も
「
子 
魯
の
大
師
に
楽
を
語つ

ぐ
（
子

語
魯
大
師
楽
）」（『
論
語
』
八
佾
篇
）
の
如
き
、
亦
実
字
に
非
ず

し
て
教
へ
と
為
す
者
有
り
2

。
語
の
教
へ
為た

る
、
何
ぞ
妨
げ
ん
。

来
翁
は
古

い
に
し
へ（『

孟
子
』『
論
語
』
な
ど
の
古
言
）
を
以
て
之
を
律た

だ

せ

ど
も
、
蘭
洲
は
『
説せ

つ
も
ん文

』
及
び
邢
疏
を
引
く
。『
説
文
』・
邢
疏
は
、

恐
ら
く
翁
の
所い

は
ゆ
る謂

「
古
」
に
非
ず
。
而
れ
ど
も
「
交
午
」
は
即
ち

答
述
（
回
答
）、
答
述
は
即
ち
人
の
問
ひ
に
答
ふ
、
亦
教
へ
に
外ほ

か

な
ら
ず
。「
語
」
の
教
へ
為た

る
や
益

ま
す
ま
す

明
ら
か
な
り
。
夫そ

れ
聖
人
は
、

実
に
〔
蘭
洲
の
言
う
よ
う
に
〕「〔
声
は
〕
律り

つ

と
為な

り
、〔
身
は
〕

度ど

と
為な

り
、
其
の
片
言
隻
字
は
、
実
に
教
へ
に
非
ざ
る
は
莫な

し
」。

則
ち
来
翁 〔
語
を
〕以
て
教
へ
の
言
と
為
す
は
、
亦
宜む

べ

な
ら
ず
や
。

蘭
洲 

豈あ

に
翁
を
以
て
〈
聖
人
に
擇え

ら

ぶ
こ
と
有
り
て 

其
の
言
ふ
者

を
舎す

て
て
其
の
語
す
る
者
を
取
る
〉
と
為
す
か
3

。

【『
辨
非
物
』
注
】

1
．
亦「
執
拗
」な
ら
ず
や
…
蘭
洲『
非
物
篇
』の「〔
徂
徠
は『
語
』

を
教
え
の
意
味
と
し
〕
復ま
た

此
を
以
て
〔『
論
語
』
の
〕『
食
不
語
』

を
解
す
る
は
、
執
拗
4

4

と
謂
ふ
べ
し
。」
を
踏
む
。
徂
徠
に
対
す

る
蘭
洲
の
批
判
「
執
拗
」
を
用
い
て
蘭
洲
に
切
り
返
す
も
の
。

2
．「
子 

魯
の
大
師
～
為
す
者
有
り
…
『
論
語
』
八
佾
篇
「
子
語

魯
大
師
楽
曰
」
章
は
、
孔
子
が
魯
国
の
大
師
（
楽
団
長
）
に
音

楽
の
終
始
の
構
成
を
告
げ
る
内
容
。
こ
の
「
語
」
は
「
教
え
」

と
い
う
名
詞
で
は
な
い
が
、
語
っ
た
内
容
か
ら
「
教
え
を
説
い

た
」
と
取
れ
る
、
と
い
う
。

3
．
蘭
洲
豈
に
～
為
す
か
…
徂
徠
は
「
言
」「
論
」
の
価
値
的
な

違
い
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
蘭
洲
は
、「
言
」「
論
」
の

差
を
賢
し
ら
で
論
じ
る
必
要
は
な
い
、
そ
も
そ
も
聖
人
の
言
行

は
全
て
教
え
だ
と
批
判
し
た
。
そ
こ
で
東
畡
は
、
蘭
洲
の
「
そ

も
そ
も
聖
人
の
言
行
は
全
て
教
え
」
を
捉
ま
え
て
、「
言
」「
語
」

と
も
に
「
教
え
」
だ
か
ら
、
徂
徠
の
言
う
通
り
に
語
＝
「
教
え
」

だ
と
結
論
づ
け
た
。た
だ
そ
の
結
果
、徂
徠
が
立
て
た「
言
」「
語
」

の
価
値
的
な
差
異
が
無
意
味
化
さ
れ
て
い
る
。

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
十
一
裏
）

辨
曰
、『
國
語
』、
固
紀
各
國
之
事
、
以
垂
教
也
。
古
人
著
書
、
豈

徒
乎
哉
。『
易
』
之
「
言
語
」、『
記
』
之
「
不
語
」、
雖
不
必
見
為

教
之
謂
、
亦
不
必
見
非
教
之
謂
。
今
断
以
為
非
教
之
謂
者
、
不
亦
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「
執
拗
」
乎
。
且
『
徴
』
所
引
「
語
云
」、「
斯
語
」
之
類
、
皆
用

為
實
字
者
。
與
『
易
』
及
『
記
』、
不
同
其
例
也
。
而
如
「
子
語

魯
大
師
楽
」、
亦
有
非
實
字
而
為
教
者
、
語
之
為
教
、
何
妨
。
来

翁
以
古
律
之
、
而
蘭
洲
引
『
説
文
』
及
邢
疏
。『
説
文
』・
邢
疏
、

恐
非
翁
所
謂
「
古
」
矣
。
而
「
交
午
」、
即
答
述
、
答
述
、
即
答

人
之
問
、
亦
不
外
于
教
。「
語
」
之
為
教
、
益
明
。
夫
聖
人
、
實

為
律
為
度
、
其
片
言
隻
字
、
實
莫
非
教
焉
。
則
来
翁
以
為
教
之
言
、

不
亦
宜
乎
。
蘭
洲
豈
以
翁
為
有
擇
乎
聖
人
舎
其
言
者
而
取
其
語
者

乎
。

十
一

　
　
【
前
提
】〔【
徂
徠
『
徴
』】〕

　

程
子
は
言
う
、「『
論
語
』
は
有
子
・
曽
子
の
門
人
の
手
に

成
っ
た
。
だ
か
ら
有
子
・
曽
子
の
二
人
だ
け
に
『
子
』
を
付

け
て
尊
称
す
る
」（『
論
語
集
註
』
論
語
序
説
）
と
。
な
ら
ば

な
ぜ
閔び
ん
そ
ん損
・
冉ぜ
ん
ゆ
う有
に
言
及
し
な
い
の
か
1
。実
際
は
、上『
論
』

（『
論
語
』
の
前
半
）
は
琴き
ん
ち
ょ
う張
の
手
に
成
り
、
下
『
論
』
は

原げ
ん
し思
の
手
に
成
っ
た
。
だ
か
ら
『
論
語
』
は
こ
の
二
人
だ
け

を
〔
尊
称
や
字あ
ざ
なで
は
な
く
〕
名
で
記
す
。
他
者
の
手
に
成
っ

た
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

　

こ
れ
は
論
ず
る
に
足
り
な
い
こ
と
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2
。
冉
有
（
雍

也
篇
等
）・
南
容
（
憲
問
篇
）・
陳
子
禽
（
季
氏
篇
）
ら
は
名

で
記
さ
れ
て
お
り
3
、〔
名
で
呼
ば
れ
る
の
は
〕
琴
張
・
原

思
の
二
人
だ
け
で
は
な
い
。
名
を
記
す
か
ら
と
い
っ
て
琴4

張4

・
原
思
の
二
人
を

4

4

4

4

4

4

『
論
語
4

4

』
の
編
纂
者
と
す
る
の
は
粗
鹵

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
粗
略
4

4

）
で
あ
る

4

4

4

4
。
柳
宗
元
が
「『
論
語
』
は
曽
子
の
門
人

に
成
っ
た
。」（『
論
語
解
』）
と
し
、
程
子
は
そ
れ
に
基
づ
い

て
「
有
子
・
曽
子
の
門
人
に
成
る
。」（『
論
語
集
註
』
序
説
）

と
し
た
の
で
あ
る
。
張ち
ょ
う
す
い燧
が
「
閔
子
の
門
人
か
ら
出
た
。」

と
す
る
の
は
5
、恐
ら
く
閔
子
と
敬
称
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

み
な
そ
れ
ぞ
れ
根
拠
が
あ
る
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
徂
徠
説
だ
け
は
荒
唐
無
稽

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

だ4

。

　
　
【
前
提
注
】

1
．
閔
損
は
『
論
語
』
先
進
篇
に
、
冉
有
は
『
論
語
』
雍
也

篇
・
子
路
篇
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
閔
子
・
冉
子
と「
子
」

を
付
し
て
尊
称
さ
れ
る
。

2
．
原
文
「
是
れ
奚な
ん

ぞ
足
ら
ん
や
（
是
奚
足
哉
）。」
本
節
の

【
辨
非
物
注
】
1
を
参
照
。

3
．
冉
有
（
名
は
求
）
は
公
冶
長
篇
・
雍
也
篇
・
先
進
篇
に
、

南
容
（
名
は
适か
つ

）
は
憲
問
篇
、
陳
子
禽
（
名
は
亢こ
う

）
は
季

氏
篇
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
名
で
記
さ
れ
る
。

4
．
原
文
「
是
奚
足
哉
。
冉
有
・
南
容
・
陳
子
禽
倶
称
名
。

豈
止
夫
二
子
。
粗
鹵
哉
。」
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5
．『
千
百
年
眼
』十
二
巻
、
明
人
・
張
燧
撰
。
明
和
四
年（
一

七
六
七
）
京
都
海
老
屋
善
七
刊
行
の
和
刻
本
が
あ
り
、
皆

川
淇
園
の
序
を
付
す
。『
和
刻
本
漢
籍
随
筆
集
（
第
五
集
）』

（
汲
古
書
院
、
昭
和
四
十
七
年
）
所
収
。
巻
二
「
論
語
出

閔
子
門
人
」
の
項
に
、
孔
子
は
弟
子
を
名
で
呼
ぶ
通
例
に

対
し
、
閔
損
の
み
字
（
子
騫
）
で
呼
ば
れ
る
こ
と
、
先
進

篇
「
閔
子
侍
側
」
章
で
閔
損
の
み
閔
子
と
尊
称
さ
れ
る
こ

と
を
根
拠
に
、『
論
語
』
が
閔
氏
の
門
人
の
手
に
な
っ
た

可
能
性
を
指
摘
す
る
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、
是
れ
亦
奚な

ん

ぞ
足
ら
ん
や
1

。
冉
有
・
南
容
・
陳
子

禽
は
倶と

も

に
姓
名
を
具そ

な

ふ
。
豈
に
〔
琴
張
と
原
思
と
の
〕
二
子
に
は

其
の
名
を
単
称
す
る
に
比
せ
ん
や
2

。『
徴
』
説
は
「
粗そ

ろ鹵
」
な

ら
ず
。
来
翁 

蓋
し
謂
へ
ら
く
、〈『
論
語
』
は
精
譔
に
非
ず
、
必

ず
し
も
『
春
秋
』
の
義
例
の
如
き
者
有
ら
ず
〉
と
3

。
然
れ
ど
も

特た

だ
其
の
名
を
単
称
す
る
者
は
、
自
称
な
る
こ
と
（
自
分
が
自
分

の
名
を
称
し
た
こ
と
）明
か
な
り
。
因
り
て
其
の（
二
子
＝
琴
張
・

原
思
の
）
手
に
成
る
と
為
す
の
み
。
故
に
予
は
則
ち
謂
へ
ら
く
、

柳
氏
以よ

り
こ
の
か
た

還
、
皆
各

お
の
お
の

拠
有
れ
ど
も
、
唯
だ
来
翁
の
み
最
も
確
た

り
と
4

。

【『
辨
非
物
』
注
】

1
．
是
れ
亦
奚
ぞ
足
ら
ん
や
…
蘭
洲
『
非
物
篇
』
冒
頭
に
、
徂
徠

説
に
対
し
「
是
れ
奚
ぞ
足
ら
ん
や
」
の
表
現
が
見
え
る
。
相
手

（
蘭
洲
）
の
表
現
・
論
理
を
用
い
て
切
り
返
す
も
の
。

2
．
豈
に
二
子
に
は
～
比
せ
ん
や
…
「
二
子
」
と
は
琴
張
と
原
思
。

『
論
語
』
に
、
琴
張
（
名
は
牢
）
は
「
牢
曰
、
子
云
、
吾
不
試
…
」

（
子
罕
篇
）、
原
思
（
名
は
憲
）
は
「
憲4

問
恥
…
」（
憲
問
篇
）

と
見
え
、
と
も
に
名
だ
け
を
称
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
冉
有
ら

が
姓
名
を
合
せ
て
称
す
る
の
と
異
な
る
と
い
う
。
し
か
し
冉
有

は
、
先
進
篇
に
「
季
氏
富
於
周
公
。
而
求4

也
為
之
聚
斂
而
附
益

之
。」
と
、
名
の
み
で
称
さ
れ
る
。

3
．『
論
語
』
は
精
譔
～
者
有
ら
ず
と
…
徂
徠
が
『
論
語
』
を
「
精

撰
」
で
な
い
と
見
て
い
た
こ
と
は
、『
論
語
徴
』
題
言
に
「
凡

そ
『
論
語
』
は
精
撰
せ
る
者
と
謂
は
ば
、
其
の
説 

『
邦
君
之
妻

を
小
君
と
曰
ふ
』
に
至
り
て
窮
す
。」
と
見
え
る
。
第
十
六
節

を
参
照
。

4
．
柳
氏
以
還
～
最
も
確
か
な
り
と
…
『
非
物
篇
』
の
末
尾
「
皆

各お
の
お
の

拠
有
る
も
、
唯
だ
徂
来
の
説
の
み
、
無
稽
と
為
す
。」
の

表
現
と
類
似
。
相
手
（
蘭
洲
）
の
言
葉
で
相
手
に
反
駁
す
る
も

の
。

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
十
二
裏
）

辨
曰
、
是
亦
奚
足
哉
。
冉
有
・
南
容
・
陳
子
禽
倶
具
姓
名
。
豈
比

二
子
單
称
其
名
乎
。『
徴
』
説
不
粗
鹵
矣
。
来
翁
盖
謂
『
論
語
』

非
精
譔
、
或
名
之
、
或
字
之
、
或
子
之
、
不
必
有
如
『
春
秋
』
義
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例
者
。
然
特
單
称
其
名
者
、
自
称
明
矣
。
因
為
成
於
其
手
也
已
。

故
予
則
謂
柳
氏
以
還
、
皆
各
有
據
、
唯
来
翁
最
確
。

十
二

　
　
【
前
提
】〔
徂
徠
『
徴
』〕

　

子
思
が
『
中
庸
』
で
祖
父
の
孔
子
を
「
仲
尼
」
と
字あ

ざ
なで

称

す
る
よ
う
に
、「
子
」
と
い
う
尊
称
が
必
ず
し
も
字あ
ざ
なよ

り
強

い
敬
意
の
表
現
と
は
い
え
な
い
。大
抵
そ
の
一
族
に
大
夫（
中

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

級
以
上
の
貴
族
）
と
な
っ
た
者
が
あ
れ
ば
、「
子
」
と
い
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

尊
称
が
一
族
の
者
に
も
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
大
氐
4

4

そ
の

族
に
大
夫
と
為
る
者
あ
れ
ば
、
則
ち『
子
』も
て
之
に
帰
す
4

4

）。

そ
の
他
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
子
貢
・
子
路
・
子
游
・

子
夏
と
い
っ
た
人
（々
彼
ら
は「
子
」で
尊
称
さ
れ
な
い
）は
、

そ
の
一
族
に
大
夫
と
な
っ
た
も
の
が
無
か
っ
た
か
は
分
か
ら

な
い
（
烏い

づ

く
ん
ぞ
子
貢
・
子
路
・
游
・
夏
の
儔
と
も
が
ら

其
の
族
に

大
夫
と
為
り
し
者
有
ら
ざ
る
を
知
ら
ん
や
）。

　
　
〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

　

こ
の
徂
徠
の
説
は
成
立
し
な
い
。
強
引
な
議
論
で
あ
る
。

司
馬
牛
の
兄
の
桓か
ん
た
い魋
は
宋
で
大
夫
と
な
り
、
高こ
う
さ
い柴
は
斉
の
高

氏
の
一
族
、
南
容
は
魯
の
孟も
う
き
し

僖
子
の
子
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
「
子
」
を
付
し
て
尊
称
し
な
い
。
冉ぜ
ん
ゆ
う有
や
閔び
ん
し
け
ん

子
騫
に
「
子
」

を
付
す
例
は
僅
か
一
二
箇
所
に
過
ぎ
な
い
が
、
有
子
・
曽
子

は
多
く
見
ら
れ
る
。『
論
語
』
は
有
子
・
曽
子
の
門
人
の
手

に
成
っ
た
と
す
る
程
子
の
説
の
方
が
優
れ
て
い
る
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、
大た

い
ふ夫

の
族
に
子し

と
よ
ば
ざ
る
者
有
り
。
蘭
洲
の
証

す
る
所
、
甚
だ
確
た
り
。
然
り
と
雖
も
、
未
だ「
大た

い
て
い氐

」字
・「
帰
」

字
を
省み

ざ
る
に
似
た
り
1

。
且
つ
其
の
引
く
所
に
「
帰
」
字
無
し

2
。
是
れ
緊
要
の
字
、
何
ぞ
擅

ほ
し
い
ま
まに

之
を
除
く
。
抑

そ
も
そ
も

亦ま
た

独
見
の
写

本
に
拠
る
か
3

。「
大
氐
」
と
は
概お

ほ
むね

の
辞
な
り
。「
帰
」
と
は
嚮む

か

ふ
の
意
な
り
。
概
し
て
之
を
論
ぜ
ば
、
子し

と
は
大
夫
の
称
な
る
を

言
ふ
。
故
に
族
に
大
夫
有
ら
ば
、
則
ち
身み

（
当
人
）
は
大
夫
に
非

ず
と
雖
も
、
之
を
大
夫
に
比な

ぞ
らへ

て
、
時
に
之
を
子し

と
よ
ぶ
こ
と
或あ

り
。
是
れ
乃
ち
其
の
美
称 

其
の
人
に
嚮
ひ
て
之
に
近
づ
く
4

。

之
を
人
情
に
推
さ
ば
、
然
る
べ
き
者
の
如
し
。
故
に
此
の
説
を
仮

設
す
。
豈
に〈
大
夫
の
族 

必
ず
皆
之
を
子し

と
よ
ぶ
〉と
謂
は
ん
や
。

蘭
州 

又ま
た

下
句
を
読
ま
ざ
る
に
似
た
り
。
下
句 

之
を
継
ぎ
て
曰
く
、

「
烏い

づ

く
ん
ぞ
子
貢
・
子
路
・
游
・
夏
の
儔
と
も
が
ら

其
の
族
に
大
夫
と
為
り

し
者
有
ら
ざ
る
を
知
ら
ん
や
。」
と
。
是
れ
自
ら
其
の
説
を
駁
す

る
な
り
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
貢
・
路
・
游
・
夏
の
儔
、
之
を
子し

と

よ
ぶ
者
を
見
ず
、
若
し
貢
・
路
・
游
・
夏
の
族
に
大
夫
有
ら
ざ
る

こ
と
を
知
る
を
得
ば
、
則
ち
此
の
説
通
ず
べ
し
。
今 

其
の
有
無

を
知
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
亦
当ま

さ

に
説
を
行
ふ
べ
き
に
非
ざ
る

な
り
。
是
れ
来
翁 
既
に
自
ら
其
の
得
ざ
る
を
知
る
。
蘭
洲
の 

之
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を
言
ふ
を
待
た
ず
5

。
或
ひ
と
曰
く
、「
自
ら
設
け
て
自
ら
駁
す
、

贅ぜ
い

（
無
駄
）
に
非
ず
や
。」
と
。
曰
く
、
否い

な

。
是
れ
姑し

ば
らく

仮か

り
て

以
て
深
く
〈
子し

の
必
ず
し
も
字あ

ざ
なに

優
ら
ざ
る
こ
と
〉
を
明
ら
か
に

す
る
の
み
。
又ま

た

有
・
曽
に
子し

と
称
す
る
は
、
猶
ほ
一
二
焉こ
れ

に
類
す

る
者
有
り
。
唯た

だ

に
焉こ

れ

に
類
す
る
者
有
る
の
み
な
ら
ず
、「
哀
公 

有

若
に
問
ふ
」（
顔
淵
篇
）、
又ま

た

之
を
姓
名
も
て
よ
ぶ
。
何
ぞ
其
れ
顚

倒
す
る
こ
と
此
く
の
如
き
6

。其
の
名
を
単
称
す
る
に
至
り
て
は
、

則
ち
琴
・
原
（
琴
張
・
原
思
）
の
外ほ

か

之
れ
無
し
。
知
ら
ず 

孰い
づ

れ

か
優
れ
る
を
。

【『
辨
非
物
』
注
】

1
．
未
だ
「
大た
い
て
い氐
」
～
似
た
り
…
蘭
洲
が
挙
げ
る
〈
大
夫
の
一
族

で
あ
り
な
が
ら
子し

と
尊
称
さ
れ
な
い
例
〉は
精
確
で
は
あ
る
が
、

徂
徠
は
「
大
氐
」「
帰
」
の
文
字
で
例
外
を
許
容
す
る
表
現
を

し
て
い
る
。
蘭
洲
は
そ
の
点
を
見
落
と
し
て
い
る
、
と
い
う
。

2
．
且
つ
其
の
引
く
所
に
「
帰
」
の
字
無
し
…
『
論
語
徴
』
原
文

「
大
氐
其
族
有
為
大
夫
者
則
子
帰4

之
」。『
非
物
篇
』
は
こ
れ
を

引
用
し
て
「
帰
」
字
を
脱
し
、「
…
之
ヲ
子
ト
ス
」
と
訓
読
す
る
。

3
．
独
見
の
写
本
…
第
三
節
を
参
照
。

4
．
其
の
美
称
～
之
に
近
づ
く
…
「
子
」
と
い
う
尊
称
が
そ
の
人

（
大
夫
の
一
族
の
者
）
に
向
か
っ
て
身
近
に
な
る
（
常
用
さ
れ

る
）、
と
い
う
意
か
。

5
．
言
ふ
こ
こ
ろ
は
～
言
ふ
を
待
た
ず
…
こ
の
辺
り
東
畡
の
文
意

が
取
り
に
く
い
。
整
理
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
徂
徠
は「
大4

氐4

」
と
概
略
を
言
う
の
で
あ
り
、〈
大
夫
の
族 

必
ず
皆

4

4

4

之
を
子し

と
よ
ぶ
〉
と
言
う
の
で
は
な
い
。
し
か
も
下
文
に
「
烏い

づ

く
ん
ぞ

子
貢
・
子
路
・
游
・
夏
の
儔
と
も
が
ら

其
の
族
に
大
夫
と
為
り
し
者
有

ら
ざ
る
を
知
ら
ん
や
」
と
言
う
。
こ
れ
は
〈
子
貢
ら
の
一
族
に

大
夫
と
な
っ
た
者
が
有
っ
た
か
否
か
わ
か
ら
な
い
〉
と
い
う
の

だ
か
ら
、
先
の
〈
大
夫
の
一
族
の
者
に
は
子
と
尊
称
す
る
こ
と

が
あ
る
〉
と
い
う
仮
説
を
徂
徠
自
ら
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

徂
徠
は
自
分
の
仮
説
が
成
立
し
な
い
と
を
自
覚
し
て
お
り
、
蘭

洲
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
い
。
東
畡
の
論
旨
は
以
上
だ
が
、

強
弁
と
言
え
よ
う
。

6
．
何
ぞ
其
れ
顚
倒
す
る
こ
と
此
く
の
如
き
…
一
方
で
「
有
子
」

と
敬
称
し
な
が
ら
、
一
方
で
「
有
若
」
と
姓
名
を
称
す
る
、
そ

の
矛
盾
の
指
摘
で
あ
る
。

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
十
三
表
）

辨
曰
、
大
夫
之
族
有
不
子
者
。
蘭
洲
所
證
、
甚
確
矣
。
雖
然
、
似

未
省
「
大
氐
」
字
「
帰
」
字
。
且
其
所
引
無
「
帰
」
字
。
是
緊
要

字
、
何
擅
除
之
。
抑
亦
拠
獨
見
寫
本
欤
。「
大
氐
」者
概
辭
也
。「
帰
」

者
嚮
意
也
。
言
相
交
渉
也
。
来
翁
盖
曰 

言
概
而
論
之
、
子
者
大

夫
之
称
。
故
族
有
大
夫
、
則
雖
身
非
大
夫
、
比
之
大
夫
、
時
或
子

之
。
是
乃
其
美
稱
嚮
其
人
而
近
之
也
。
推
之
人
情
、
如
可
然
者
。

故
假
設
此
説
。
豈
謂
大
夫
之
族
必
皆
子
之
乎
。
蘭
洲
又
似
不
讀
下
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句
。
下
句
継
之
曰
、「
烏
知
子
貢
・
子
路
・
游
・
夏
之
儔 

其
族
不

有
為
大
夫
者
乎
。」
是
自
駁
其
説
也
。
言
貢
・
路
・
游
・
夏
之
儔
、

不
見
子
之
者
、
若
得
知
貢
・
路
・
游
・
夏
之
族
不
有
大
夫
、
則
此

説
可
通
。
今
不
可
知
其
有
無
、
則
亦
非
當
行
説
也
。
是
來
翁
既
自

知
其
不
得
矣
。
不
待
蘭
洲
之
言
之
。
或
曰
、「
自
設
而
自
駁
、
非

贅
乎
。」曰
、
否
。
是
姑
假
以
深
明
子
之
不
必
優
字
也
已
。
又
有
・

曽
称
子
者
、
猶
有
一
二
類
焉
者
。
不
唯
有
類
焉
者
、「
哀
公
問
於

有
若
」
又
姓
名
之
。
何
其
顚
倒
如
此
。
至
單
称
其
名
、
則
琴
・
原

之
外
無
之
。
不
知
孰
優
。

十
三

　
　
【
前
提
】〔
徂
徠
『
徴
』〕

　

何か
あ
ん晏
『
論ろ
ん
ご
し
っ
か
い

語
集
解
』
が
孔
安
国
・
馬
融
・
王
粛
ら
先
儒
の

説
を
引
く
場
合
、〔
通
行
本
で
は
〕「
孔
曰
」「
馬
曰
」「
王
曰
」

と
記
す
が
、
古
本
（
古
い
テ
キ
ス
ト
）
で
は
「
孔
安
国
曰
」

と
姓
名
を
記
し
て
あ
っ
た
。
朱
子
は
古
本
を
見
ず
、
で
た
ら

め
に
も
「
先
儒
に
対
し
て
名
を
記
さ
な
い
の
が
礼
だ
」
と
考

え
、
游ゆ
う
さ
く酢
・
謝
良
佐
（
と
も
に
程
子
の
門
人
）
ら
を
「
游
氏
」

「
謝
氏
」
と
記
し
、
さ
ら
に
程て
い
こ
う顥
・
程て
い
い頤
・
張
載
ら
に
は｢

程
子｣

「
張
子
」
と
敬
称
を
付
し
て
ラ
ン
ク
付
け
し
た
の
で

あ
る
。
朱
子
は
、「
君
の
前
に
は
臣
は
名
を
い
う
」（『
礼
記
』

曲
礼
篇
上
）
1
は
も
と
よ
り
、
父
と
師
と
の
前
で
も
同
様
、

と
い
う
こ
と
を
分
か
っ
て
い
な
い
。
経
書
の
注
釈
者
に
は
姓

名
を
記
す
の
が
当
然
の
礼
で
あ
る
。
朱
子
は
正
に
「
知
ら
ず

し
て
作
る
者
」（『
論
語
』
述
而
篇
）
2
だ
。

　
　
〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

　

徂
徠
の
説
は
正
し
く
な
い
。
何
晏
『
集
解
』
は
奏そ
う
ほ
ん本
（
勅

命
を
受
け
た
官
撰
の
著
作
）
だ
か
ら
姓
名
を
記
し
た
の
で
あ

り
、
朱
子
『
集し
っ
ち
ゅ
う注』
は
私
本
（
私
撰
の
著
作
）
で
あ
る
か
ら

姓
名
を
記
す
必
要
は
な
か
っ
た
の
だ
。
も
し
、「
君
の
前
に

は
臣
は
名
を
い
う
」（『
礼
記
』
曲
礼
篇
上
）
を
根
拠
に
主
張

す
る
な
ら
ば
、『
論
語
4

4

』
に
お
け
る
師
弟
の
問
答
で
は
姓
名

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
称
す
べ
き
で
あ
る
の
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
実
際
は
あ
ざ
な
字
を
称
し
た
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

子
の
敬
称
を
用
い
た
り
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
ま
た
孔
子
は
魯
君
に
名
を
称
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
い
な
い

4

4

4

4

。
な
ら
ば
孔
子
や
そ
の
弟
子
た
ち
も
礼
を
知
ら
な

い
こ
と
に
な
る
の
か
。
徂
徠
が
、『
論
語
』
に
は
駁
論
せ
ず
、

朱
註
に
は
「
で
た
ら
め
」
と
批
判
す
る
の
は
、
ど
う
し
た
わ

け
か
。〈
師
の
前
に
は
弟
子
は
名
を
称
す
〉
と
い
う
礼
を
、

生
前
に
限
ら
ず
、
ま
た
親
し
い
師
弟
間
だ
け
に
限
ら
ず
、
死4

後
千
年
以
上
た
っ
た
学
者
に
も
こ
れ
を
適
用
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
君
臣
相
接

4

4

4

4

す
る
の
礼
で
縛
ろ
う
と
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、「
法
家
の
遺

4

4

4

4

（
な
ご
り
）」
と
言
4

4

わ
ね
ば
な
る
ま
い

4

4

4

4

4

4

4

。
其
の
4

4

（
徂
徠
の
）
所い
は
ゆ
る謂
「
諸
子
4

4

（
孔
子

の
弟
子
た
ち
）の
孔
子
に
於
け
る
は

4

4

4

4

4

4

4

4

、
猶
ほ
家
人
の
父
子

4

4

4

4

4

4

4（
家

庭
に
お
け
る
親
子
）
の
如
し

4

4

4

。
後
世
の

4

4

4 

4師
道
を
尊
ぶ
者
の

4

4

4

4

4

4

4
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比
に
非
ず

4

4

4

4

」
と4

3
、
大
き
な

4

4

4

牴て
い
ご牾
（
齟そ

ご齬
）
が
あ
る

4

4

4

。

　
　
【
前
提
注
】

１
．『
礼
記
』
曲
礼
篇
上
「
父
の
前
に
は
子
は
名
い
ひ
、
君

の
前
に
は
臣
は
名
い
ふ
。（
父
前
子
名
、
君
前
臣
名
。）」

2
．『
論
語
』
述
而
篇
「
子
曰
く
、
蓋
し
知
ら
ず
し
て
之
を

作
る
者
有
ら
ん
。
我
は
是
れ
無
き
な
り
。（
子
曰
、
蓋
有

不
知
而
作
之
者
。
我
無
是
也
。）」

3
．『
論
語
』
先
進
篇
「
子
路
曽
晳
冉
有
公
西
華
侍
坐
」
章

の
『
論
語
徴
』
の
記
述
に
基
づ
く
。
孔
子
に
志
を
聞
か
れ

た
曽そ
う
せ
き晳
が
経
世
済
民
の
志
を
隠
し
て
隠
者
の
ご
と
き
発
言

を
し
た
。
一
説
は
こ
れ
を
孔
子
の
命
に
従
わ
ぬ
無
礼
と
批

判
す
る
の
に
対
し
、徂
徠
は
、「
諸
子
の
孔
子
に
於
け
る
は
、

猶
ほ
家
人
の
父
子
の
如
し
。
豈
に
後
世
の 

師
道
を
尊
ぶ

者
の
比
な
ら
ん
や
。」
と
い
う
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、〔
名
を
言
う
の
は
、
君
の
前
だ
け
で
な
く
〕
其
の

父
と
師
と
に
於お

け
る
も
亦ま

た

爾し
か

り
。
古

い
に
し
への

道
な
り
。〔『
礼
記
』
の
〕

檀だ
ん
ぐ
う弓

に
曰
く
、「
伯
魚
（
孔
子
の
子
で
名
は
鯉り

、
伯
魚
は
字
）
の

母
死
す
。
期
（
一
年
）
に
し
て
猶
ほ
哭
す
。
夫ふ

う
し子 

之
を
問
ひ
て

曰
く
、『
誰
ぞ
や
哭
す
る
者
は
』
と
。
門
人
曰
く
、『
鯉
な
り
』
と
。」

と
1

。
是
れ
「
父
の
前
に
は
子
は
名
い
ふ
」（『
礼
記
』
曲
礼
篇
上
）

な
り
。〔
徂
徠
の
言
う
〕「
師
の
前
に
は
弟
子
は
名
い
ふ
」
は
、『
論

語
』
中
に
往
往
之
れ
有
り
。
復ま

た
贅ぜ

い

せ
ず
。『
集
解
』
古
本
に
姓

名
を
具そ

な

ふ
る
は
、
亦ま

た

解
経
の
体た

い

（
経
書
注
釈
の
体
例
）
な
り
。
豈あ

に
奏
本
の
故ゆ

ゑ

を
以
て
な
ら
ん
や
。
如も

し
奏
本
を
以
て
す
れ
ば
、
則

ち
邢け

い
そ疏

も
亦
然
り
。（
自
注
：
史
に
云
く
、〔
邢
〕
昺へ

い

に
詔
し
て
、

杜と
こ
う鎬

・
舒じ

ょ
が雅

・
孫そ

ん
せ
き奭

等
と
、『
周し

ゅ
ら
い礼

』『
儀ぎ

ら
い礼

』『
公く

よ
う羊

・
穀

こ
く
り
ょ
う梁

春
秋

伝
』『
孝
経
』『
論
語
』『
爾じ

が雅
』
の
義
疏
を
校
定
せ
し
む
、
と
2

。）

疏
本 

何
ぞ
姓
名
を
具
へ
ざ
る
3

。
独
り
何か

じ
ょ序（

何
晏『
集
解
』序
）

の
末
に
曰
く
、「
光
禄
大
夫
関
内
侯
臣
孫そ

ん
よ
う邕

・
光
禄
大
夫
臣

鄭て
い
ち
ゅ
う

沖
・
散
騎
常
侍
中
領
軍
安
郷
亭
侯
臣
曹そ

う
ぎ羲

・
侍
中
臣
荀じ

ゅ
ん
き覬

・
尚

書
駙
馬
都
尉
関
内
侯
臣
何か

あ
ん晏

等
上た

て
ま
つる

。」
と
。
奏
本
の
面
目
は
此こ

こ

に
在
り
。
註
間
の
諸
儒
は
相
関
せ
ず
。
故
に
奏
本
・
私
本
を
別
た

ず
、
其
の
姓
名
を
具
へ
ざ
る
は
皆み

な 

体た
い

を
失
す
る
な
り
。
況
ん
や

擅ほ
し
い
ま
まに

〔「
氏
」
や｢

子｣

の
差
を
つ
け
て
〕
階
級
（
ラ
ン
ク
）

を
立
つ
る
を
や
。『
論
語
』
は
則
ち
諸
子
の
私
記
（
私
的
メ
モ
）

に
出い

で
、
夫
子
の
前
に
於
い
て
す
る
者
に
非
ず
、
又
魯
君
の
前
に

於
い
て
す
る
者
に
非
ず
、〔『
論
語
』
の
師
弟
・
君
臣
の
対
話
で
は

名
を
称
し
て
い
な
い
と
蘭
洲
は
言
う
が
〕
其
の 

名
を
い
は
ざ
る

は
、
固
よ
り
其
の
所
な
り
（
当
然
で
あ
る
）。
特
に
其
の
（『
論
語
』

が
） 

孔
門
の
醇
真
の
語
為た

る
を
以
て
、
天
地
と
久
し
き
を
比
べ
、

日
月
と
明
る
さ
を
争
ひ
、
後
世
の 

道
を
論
ず
る
者
、
斯こ

こ（『
論
語
』

の
言
葉
）
に
折
衷
せ
ざ
る
は
莫な

し
（
い
つ
も
判
断
の
基
準
と
さ
れ

て
き
た
）。
之
を
譬
へ
ば
、
獄
を
訟う

つ
たふ

る
者
必
ず
官
府
に
趨は

し

る
が
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ご
と
し
。
夫
子
及
び
諸
子
の
法
言
（
礼
に
適
っ
た
言
葉
）、
森
如

た
り
班
如
た
り（
厳
か
に
整
い
）、
巻
中
に
相あ

ひ
え
い映

ず
。
之
を
譬
へ
ば
、

府
公 
諸も

ろ
も
ろの

官
人
を
率
ゐ
て
堂
上
に
会
議
す
る
が
ご
と
し
。
解
経

の
諸
儒
は
、
則
ち
小
吏
の 

命
を
出
納
す
る
者
か
（
お
上
と
下
々

と
の
仲
立
ち
を
す
る
小
役
人
の
よ
う
な
も
の
か
）。
千
歳
を
隔
つ

る
と
雖
も
、猶
ほ
夫
子
及
び
諸
子
の
前
に
於
い
て
す
る
が
ご
と
し
。

豈
に
私
を
容い

る
る
べ
け
ん
や
（
私
情
を
挟
む
べ
き
で
は
な
い
）。

然
る
に
「
程
子
」
と
曰
ひ
、「
張
子
」
と
曰
ひ
、
孔
子
と
其
の
称

を
同
じ
く
す
。是
れ
小
吏
に
し
て
府
公
と
称
を
同
じ
く
す
る
な
り
。

豈
に
非
礼
の
甚
だ
し
か
ら
ず
や
。
且
つ
人
の 

死
者
を
敬
す
る
は
、

宜
し
く
生
者
に
加
ふ
べ
し
（
死
者
へ
の
敬
意
は
生
者
よ
り
篤
く
す

べ
き
で
あ
る
）。
故
に
妻
子
と
雖
も
、
死
す
れ
ば
則
ち
之
を
拝
す
。

則
ち
歿
後 

千
有
余
歳
な
ら
ば
、
最
も
敬
す
べ
し
。
況
ん
や
賢
哲

に
於
い
て
を
や
。
況
ん
や
至
聖
に
於
い
て
を
や
。
斯
れ
之
を
礼
と

謂
ふ
。
豈
に
之
を
「
法
家
の
遺
」
と
謂
ふ
べ
け
ん
や
。
蘭
洲
曰
く
、

「
是
れ
其
の
所
謂
『
諸
子
の
孔
子
に
於
け
る
や
、
猶
ほ
家
人
の
父

子
の
如
し
。
後
世
の 

師
道
を
尊
ぶ
者
の
比
に
非
ず
』
と
頗す

こ
ぶる

相あ
ひ

牴て
い
ご牾

す
。」
と
。
八
佾
篇
「
三
家
者
」
章
を
按
ず
る
に
、
蘭
洲 

王

元
美
（
王
世
貞
）
を
駁
し
て
曰
く
、「
唐
・
虞
・
三
代
は
、
君
臣

の
情
、
固
よ
り
父
子
の
如
し
。
礼
は
則
ち
秩
然
と
し
て
紊み

だ

る
べ
か

ら
ず
」（『
非
物
篇
』巻
三
）と
4

。
余
も
亦
将ま

さ

に
曰
は
ん
と
す
、「
孔

門
の
師
弟
の
情
、
固
よ
り
家
人
の
父
子
の
如
し
。
礼
は
則
ち
秩
然

と
し
て
紊
る
べ
か
ら
ず
」
と
5

。

【『
辨
非
物
』
注
】

1
．
檀
弓
に
曰
く
～
鯉
な
り
と
…
『
礼
記
』
檀
弓
篇
上
「
伯
魚
の

母
死
す
。
期
に
し
て
猶
ほ
哭
す
。
夫
子 

之
を
聞
き
て
曰
く
、『
誰

ぞ
や
哭
す
る
者
は
』
と
。
門
人
曰
く
『
鯉
な
り
』
と
。
夫
子
曰

く
『
嘻あ

あ

、
其
れ
甚
だ
し
』
と
。
伯
魚
之
を
聞
き
、
遂
に
之
を
除

く
。」

2
．
史
に
云
く
～
校
定
す
…
『
宋
史
』
卷
四
百
三
十
一
・
儒
林
伝

（
邢
昺
伝
）。

3
．
疏
本
何
ぞ
姓
名
を
具
へ
ざ
る
…
邢
昺
ら
の
『
論
語
正
義
』（
い

わ
ゆ
る
疏そ

）
は
勅
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
官
撰
の
著
述
で
あ

る
。
当
初
は
何
晏
『
論
語
集
解
』
と
疏
と
は
別
々
に
版
行
さ
れ

た
が
、
南
宋
以
後
に
両
者
は
合
刻
さ
れ
、
数
種
の
版
本
が
生
ま

れ
た
。
こ
れ
ら
諸
本
の
異
同
を
校
訂
し
た
「
校
勘
記
」
を
付
す

阮
元
（
一
七
六
四
～
一
八
四
九
）
の
『
十
三
経
注
疏
』
本
は
最

も
善
い
テ
キ
ス
ト
と
さ
れ
る
。
東
畡
が
「
官
撰
で
あ
り
な
が
ら

疏
本
は
な
ぜ
姓
名
を
具
え
な
い
の
か
」
と
は
、『
十
三
経
注
疏
』

本
の
よ
う
に
邢
昺
疏
と
合
刻
さ
れ
た
何
晏
『
集
解
』
に
お
い
て

孔
安
国
・
馬
融
の
説
を
「
孔
曰
」「
馬
曰
」
と
略
記
し
て
い
る

こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

4
．
蘭
洲 
王
元
美
を
～
紊
る
べ
か
ら
ず
…
『
論
語
』
八
佾
篇
「
三

家
者
」
章
は
、
周
王
の
音
楽
が
魯
（
周
公
の
封
国
）
の
家
老
の
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三
桓
氏
の
家
で
奏
で
ら
れ
た
こ
と
を
批
判
す
る
。
朱
注
に
引
く

程
子
の
説
は
、「
周
王
は
周
公
に
王
の
楽
を
許
す
べ
き
で
は
な

か
っ
た
し
、
伯
禽
（
周
公
の
子
）
も
受
け
る
べ
き
で
は
な
か
っ

た
。」と
厳
格
な
名
分
を
説
く
。
こ
れ
に
対
し
て
徂
徠『
論
語
徴
』

は
、
王
世
貞
の
次
の
議
論
を
引
い
て
反
論
す
る
。「
程
子
の
議

論
は
、
苛
酷
な
法
令
が
行
わ
れ
た
秦
代
の
君
臣
に
対
し
て
な
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
、
関
係
が
素
朴
で
親
密
で
あ
っ
た
堯
・
舜
・

三
代
（
夏
・
殷
・
周
）
の
君
臣
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
三

代
の
君
臣
は
峻
厳
な
礼
で
隔
て
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。」

と
。
東
畡
が
引
く
蘭
洲
の
言
葉
「
堯
・
舜
・
三
代
の
君
臣
間
の

情
は
当
然
な
が
ら
親
子
の
よ
う
に
親
密
な
が
ら
、
礼
の
秩
序
は

整
然
と
乱
れ
が
な
か
っ
た
。」
は
、
こ
の
王
世
貞
の
論
に
対
す

る
蘭
洲
の
反
論
で
あ
る
。

5
．
余
も
亦
将
に
～
紊
る
べ
か
ら
ず
と
…
論
旨
が
取
り
に
く
い
の

で
整
理
す
る
。
徂
徠
は
、
先
儒
を
略
称
し
た
り
孔
子
並
み
に
尊

称
し
た
り
す
る
朱
注
の
非
礼
を
、〈
師
・
君
の
前
で
は
名
い
う
〉

を
論
拠
に
批
判
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
蘭
洲
は
、〈
師
・
君
の

前
で
は
名
い
う
〉
と
い
う
規
範
を
何
千
年
も
後
に
ま
で
適
用
す

る
徂
徠
の
過
剰
な
規
範
意
識
を
「
法
家
の
遺
」
と
批
判
す
る
。

さ
ら
に
、
他
所
に
お
け
る
徂
徠
の
言
説
「
諸
子
の
孔
子
に
於
け

る
や
、
猶
ほ
家
人
の
父
子
の
如
し
」
を
捉
え
、
こ
の
よ
う
な
家

族
的
な
情
愛
で
結
ば
れ
た
師
弟
関
係
と
過
度
な
規
範
意
識
と
の

間
に
齟
齬
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。こ
の
蘭
洲
の
批
判
に
対
し
て
、

東
畡
は
蘭
洲
と
同
じ
論
理
を
用
い
て
切
り
返
す
。
す
な
わ
ち
、

他
所
に
見
え
る
蘭
洲
の
言
説「
唐
・
虞
・
三
代
は
、
君
臣
の
情
、

固
よ
り
父
子
の
如
し
。禮
は
則
ち
秩
然
と
し
て
紊
る
べ
か
ら
ず
」

（『
非
物
篇
』
巻
三
「
三
家
者
」
章
）
を
捉
え
、
そ
れ
を
〈
君
臣
・

師
弟
の
情
愛
は
親
密
で
も
、
礼
の
秩
序
は
整
然
た
る
べ
し
〉
と

の
自
派
の
主
張
の
論
拠
に
援
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
相
手

の
攻
撃
を
逆
手
に
取
っ
て
相
手
に
切
り
返
す
論
法
で
あ
る
。

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
十
四
裏
）

辨
曰
、
其
於
父
與
師
亦
尓
。
古
之
道
也
。
檀
弓
曰
、「
伯
魚
之
母
死
、

期
而
猶
哭
。
夫
子
問
之
曰
、『
誰
與
哭
者
。』
門
人
曰
、『
鯉
也
。』」

是
「
父
前
子
名
」
也
。「
師
前
弟
子
名
」
者
、『
論
語
』
中
往
ゝ
有

之
。
不
復
贅
焉
。『
集
解
』
古
本
具
姓
名
者
、
亦
解
經
之
體
也
。

豈
以
奏
本
故
乎
。
如
以
奏
本
、
則
邢
疏
亦
然
。（
自
注
：
史
云
、

詔
昺
與
杜
鎬
舒
雅
・
孫
奭
等
、
校
定
『
周
礼
』『
儀
礼
』『
公
羊
・

穀
梁
春
秋
傳
』『
孝
經
』『
論
語
』『
爾
雅
』
義
疏
。）
疏
本
何
不
具

姓
名
。
不
關
奏
本
明
矣
。
獨
何
序
末
曰
、「
光
禄
大
夫
關
内
侯
臣

孫
邕
・
光
禄
大
夫
臣
鄭
沖
・
散
騎
常
侍
中
領
軍
安
郷
亭
侯
臣
曹
羲
・

侍
中
臣
荀
覬
・
尚
書
駙
馬
都
尉
關
内
侯
臣
何
晏
等
上
。」
奏
本
之

面
目
在
于
此
。
註
間
諸
儒
、
不
相
關
矣
。
故
不
別
奏
本
私
本
、
其

不
具
姓
名
者
、
皆
失
體
也
。
況
擅
立
階
級
乎
。『
論
語
』
則
出
諸

子
私
記
、
非
於
夫
子
前
者
、
又
非
於
魯
君
前
者
、
其
不
名
、
固
其
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所
也
。
特
以
其
為
孔
門
醇
眞
之
語
、
與
天
地
比
久
、
與
日
月
争
明
、

後
世
論
道
者
、
莫
不
折
衷
於
斯
。
譬
之
訴
獄
者
、
必
趨
于
官
府
也
。

夫
子
及
諸
子
之
法
言
、
森
如
班
如
、
相
映
巻
中
、
譬
之
府
公
率
諸

官
人
會
議
堂
上
也
。
解
經
諸
儒
、
則
小
吏
之
出
納
命
者
乎
。
雖
隔

千
歳
、
猶
於
夫
子
及
諸
子
前
也
。
豈
可
容
私
乎
。
然
曰
「
程
子
」、

曰
「
張
子
」、
與
孔
子
同
其
称
。
是
小
吏
而
與
府
公
同
称
也
。
豈

不
非
禮
之
甚
乎
。
且
人
敬
死
者
、
宜
加
於
生
者
。
故
雖
妻
子
、
死

則
拜
之
。
則
歿
後
千
有
餘
歳
、
最
可
敬
矣
。
況
於
賢
哲
乎
。
況
於

至
聖
乎
。
斯
謂
之
禮
。
豈
可
謂
之「
法
家
之
遺
」乎
。
蘭
洲
曰
、「
是

與
其
所
謂
『
諸
子
之
於
孔
子
、
猶
如
家
人
父
子
。
非
後
世
尊
師
道

者
比
。』
頗
相
牴
牾
。」
按
八
佾
篇
「
三
家
者
」
章
、
蘭
洲
駁
王
元

美
曰
、「
唐
虞
三
代
、君
臣
之
情
、固
如
父
子
。禮
則
秩
然
不
可
紊
。」

余
亦
将
曰
、「
孔
門
師
弟
之
情
、
固
如
家
人
父
子
。
禮
則
秩
然
不

可
紊
。」十

四

　
　
【
前
提
】〔
徂
徠
『
徴
』〕

　
『
論
語
』
に
記
録
さ
れ
る
孔
子
や
門
人
の
言
葉
は
、
弟
子

た
ち
の
備
忘
録
で
、
後
世
に
伝
え
る
積
も
り
は
な
か
っ
た
だ

ろ
う
し
、
そ
れ
を
記
録
し
た
時
の
意
図
も
わ
か
ら
な
い
。
か

つ
『
論
語
』
は
『
詩
』
の
よ
う
な
も
の
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
た
だ
『
詩
』
に

は〔
そ
の
詩
篇
の
作
ら
れ
た
背
景
を
記
す
〕序
が
あ
る
が
、『
論

語
』
に
は
〔
編
纂
者
の
〕
序
が
な
く
、
孔
子
の
言
葉
の
意
図

を
知
る
す
べ
が
な
い
。

　
　
〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

　

徂
徠
は
詩
を
論
じ
て
言
う
、「
詩
は
本
性
真
情
を
述
べ
、

婉
曲
に
諫
め
る
こ
と
を
主
眼
と
し
、
類
似
の
物
事
に
触
れ
て

詠
い
、
ゆ
っ
た
り
と
口
に
出
す
。
言
葉
は
典
範
規
則
で
は
な

く
、
趣
旨
は
微
か
で
遠
ま
わ
し
。
込
み
入
り
、
細
々
と
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4（
煩

雑
零
細
）、
大
小
何
事
も
詠
み
込
ま
れ
、
身
辺
の
全
て
に
題

材
を
得
る
。
よ
っ
て
含
意
は
窮
ま
り
な
く
、
他
の
経
典
と
大

き
く
異
な
る
。」（『
論
語
徴
』
陽
貨
篇
）
と
1
。
し
か
し
『
論

語
』
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。『
論
語
』
の
問
答
は
、

文
に
即
し
て
意
味
が
自
ず
と
表
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
序
な
ど
は
必
要

な
い
。
か
つ
徂
徠
の
二
つ
の
言
説
―
「『
論
語
』
は
『
詩
』

の
よ
う
な
も
の
か
」
と
「〔『
詩
』
は
〕
大
い
に
它た
け
い経
の
比
に

非
ず
」
と
―
に
は
牴て
い
ご牾
（
齟そ

ご齬
）
が
あ
る
。

　
　
【
前
提
注
】

1
．『
論
語
徴
』
陽
貨
篇
「
子
曰
小
子
何
莫
学
夫
詩
」
章

「
大た
い
て
い氐
、
詩
は
性
情
を
道い

ひ
、
諷
諫マ
マ

を
主
と
し
、
類
に
觸

れ
て
賦
し
、
従し
ょ
う
よ
う容と
し
て
発
す
。
言
は
典
則
に
非
ず
、
旨

は
微
婉
に
在
り
。
繁
繁
雑
雑
、
零
零
砕
砕
、
大
小
具つ
ぶ

さ
に

在
り
、
左
右
に
原
み
な
も
とに
逢
ふ
。
故
に
其
の
義
は
無
窮
、
大
い

に
它た
け
い經
の
比
に
非
ず
。」
な
お
蘭
洲
『
非
物
篇
』
の
引
用
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は
原
典
の
「
主
諷
詠4

」
を
「
主
諷
諫4

」
に
誤
る
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、
來
翁
は 

〈『
論
語
』
は
煩
雑
零
細
な
り
〉
と
謂
ふ

に
非
ず
1

。『
論
語
』
は
唯た

だ

其
の
言
を
記
す
の
み
に
し
て
其
の
言

ふ
所ゆ

ゑ
ん以

を
記
さ
ず
。
或
い
は
為た

め

に
し
て
言
ふ
有
る
か
、
或
い
は
古

を
述
ぶ
る
の
言
か
、
茫
乎
と
し
て
之
を
知
る
べ
か
ら
ず
。『
詩
』

の
汎
乎
（
漠
然
）
と
し
て
捉
摸
（
把
握
）
す
べ
か
ら
ざ
る
者
と
相

似
た
り
。〔
徂
徠
先
生
の
〕
所
謂
「
猶
ほ
『
詩
』
の
ご
と
し
」
と

は
此
を
之
れ
謂
ふ
な
り
。
言
は
各

お
の
お
の

当
る
所
有
り
。「
牴
牾
」
す
る

に
非
ざ
る
な
り
。
而
れ
ど
も
『
詩
』
に
序
有
り
、
故
に
序
に
拠
り

て
〈
某
は
刺
（
批
判
）
を
為
す
、
某
は
美
（
賛
美
）
を
為
す
〉
等

の
義
を
定
む
る
を
得
。『
論
語
』
は
則
ち
序
無
く
、
臆
度
を
生
じ

易
し
。
是
れ
解
き
難
き
所
以
な
り
。
翁
の
意
は
斯か

く
の
如
き
の
み
。

試
み
に
其
の
一
を
挙
げ
ん
。「
夷
狄
の 

君
有
る
は
」
の
章
（
八
佾

篇
）
の
如
き
は
、『
皇こ

う
そ疏

』
以お

も為
へ
ら
く
「
中
国
を
重
ん
じ
、
夷

狄
を
賤い

や
しむ

な
り
。」
と
。
尹い

ん
し氏

（『
論
語
集
註
』
所
引
）
以
為
へ
ら

く
「
時
の
乱
る
る
を
傷
み
て
之
を
歎
く
な
り
。」
と
2

。
其
の
義 

相
反
す
。爾
来 

紛
ゝ
た
り
。若も

し
序
有
り
て
其
の
所
以
を
記
さ
ば
、

則
ち
豈あ

に
此
の
紛
ゝ
有
ら
ん
や
。
餘
は
推
し
て
知
る
べ
き
な
り
。

故
に
奇
見
異
説 

層
ゝ
累
ゝ
（
奇
異
な
解
釈
が
蓄
積
さ
れ
）、
聚
訟

喧
呶
（
是
非
を
あ
れ
こ
れ
争
う
）
す
る
者
、『
論
語
』
に
若し

く
は

莫な

し
。『
集
註
』
有
り
斯こ

こ

に
『
徴
』
り
有
り
、『
徴
』
有
り
斯
に
『
非

物
』
有
る
は
3

、
亦
此
を
以
て
に
非
ず
や
。
今 

蘭
洲 

独
り
「
義

自お
の
づ
から

見あ
ら

は
る
」
と
言
ふ
は
、
是
れ
自み

づ
から

「
見あ

ら

は
る
」
と
以お

も為
ふ

の
み
。
自
ら
「
見
は
る
」
と
以
為
ふ
は
、
人
ゝ
皆
然
り
。
何
ぞ
唯 

蘭
洲
の
み
な
ら
ん
や
4

。

【『
辨
非
物
』
注
】

１
．『
論
語
』
は
煩
雜
零
細
な
り
…
徂
徠
が
詩
を
論
じ
て
「
詩
は

…
繁
繁
雑
雑
、
零
零
砕
砕
」と
述
べ
た
の
に
基
づ
く
。
本
節【
前

提
】
注
1
を
参
照
。

２
．「
夷
狄
の
君
～
歎
く
な
り
。」
と
…
『
論
語
』
八
佾
篇
「
子
曰
、

夷
狄
之
有
君
、
不
如
諸
夏
之
亡
也
。」
こ
の
章
は
解
釈
が
大
き

く
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
皇お
う
が
ん侃
『
論
語
義
疏
』
は
、
君
主
の

あ
る
夷
狄
で
も
君
主
の
無
い
中
国
に
及
ば
な
い
（
夷
狄
よ
り
中

国
が
優
れ
る
）
の
意
と
説
く
。
一
方
、
朱
熹
『
論
語
集
注
』
が

引
く
尹い
ん
と
ん焞
の
説
は
、
夷
狄
で
さ
え
君
主
が
あ
り
、
君
主
の
無
い

中
国
の
混
乱
状
態
と
は
異
な
る
の
意
と
す
る
。

3
．『
集
註
』
有
り
～
『
非
物
』
有
る
は
…
『
論
語
』
に
序
が
無

い
た
め
、解
釈
に
次
々
と
異
説
が
生
じ
る
さ
ま
を
言
う
。『
集
註
』

が
あ
る
か
ら
『
徴
』
が
生
ま
れ
、『
徴
』
が
あ
る
か
ら
『
非
物
』

が
生
ま
れ
る
。

4
．
今
蘭
洲
独
り
～
と
以
為
ふ
の
み
…
蘭
洲
は
、『
論
語
』
は
序

が
無
く
て
も
文
に
即
し
て
意
味
が
自
然
に
見
え
て
く
る
と
い
う

が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
蘭
洲
が
〈
解
釈
が
見
え
て
く
る
〉
と
主4
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観
的
に
思
っ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

に
過
ぎ
な
い
。『
論
語
』
は
解
釈
す
る
者

そ
れ
ぞ
れ
に
〈
解
釈
が
見
え
て
く
る
〉
と
思
っ
て
お
り
、
蘭
洲

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
、
の
意
。

『
辨
非
物
』
原
文
】（
十
六
表
）

辨
曰
、
来
翁
非
謂
『
論
語
』
煩
雜
零
細
也
。『
論
語
』
唯
記
其
言
、

而
不
記
其
所
以
言
。
或
有
為
而
言
乎
、
或
述
古
之
言
乎
、
茫
乎
不

可
知
之
。
與
『
詩
』
之
汎
乎
不
可
捉
摸
者
相
似
。
所
謂
「
猶
『
詩
』」

者
、
此
之
謂
也
。
言
各
有
所
當
矣
。
非
「
牴
牾
」
也
。
而
『
詩
』

有
序
、
故
拠
序
得
定
〈
某
為
刺
、
某
為
美
〉
等
之
義
。『
論
語
』

則
無
序
、
易
生
臆
度
。
是
所
以
難
解
也
。
翁
意
如
斯
已
矣
。
試
擧

其
一
。
如
「
夷
狄
之
有
君
」
章
、『
皇
疏
』
以
為
「
重
中
國
、
賎

夷
狄
也
。」
尹
氏
以
為
傷
時
之
乱
而
歎
之
也
。
其
義
相
反
。
爾
来

紛
ゝ
。
若
有
序
、
記
其
所
以
、
則
豈
有
此
紛
ゝ
乎
。
餘
可
推
而
知

也
。
故
奇
見
異
説
、
層
ゝ
累
ゝ
、
聚
訟
喧
呶
者
、
莫
若『
論
語
』矣
。

有
『
集
註
』
斯
有
『
徴
』、
有
『
徴
』
斯
有
『
非
物
』
者
、
非
亦

以
此
乎
。
今
蘭
洲
獨
言
「
義
自
見
」
者
、
是
自
以
為
見
耳
。
自
以

為
見
者
、
人
ゝ
皆
然
。
何
唯
蘭
洲
乎
。

十
五

　
　
【
前
提
】〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

　

徂
徠
は
ま
た
言
う
、「〈
曽
点
の
舞
雩
〉（
先
進
篇
）
1
の

描
写
は
絵
画
を
見
る
よ
う
だ
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
諸こ
れ

を
画
に
眎み

る
が
如
し
）、

〈
樊
遅
〉（
顔
淵
篇
）
2
は
そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
は
記
録
者

4

4

4

の
巧
拙
が
違
う
の
だ

4

4

4

4

4

4

4

4

（
録
者
の
巧
拙
殊こ
と

な
る
な
り
）」
と
。

そ
も
そ
も
前
者
の
曽
点
が
志
を
述
べ
る
一
節
は
天
下
の
奇
文

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
〔
孔
子
と
弟
子
と
が
語
ら
い
、
各
々
の

人
柄
に
相
応
し
い
志
を
述
べ
た
と
い
う
〕
天
下
の
奇
事
が

あ
っ
て
の
こ
と
で
、〈
樊
遅
〉
に
は
初
め
か
ら
奇
事
が
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

か
ら
文
も
奇
で
な
い
だ
け
だ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4（〈
樊
遅
〉に
固
よ
り
奇
事
無
し

4

4

4

4

4

4

4

、

故
に
文
も
亦
奇
な
ら
ざ
る
の
み
）。
記
録
者
の
巧
拙
と
は
関

係
な
い
。『
論
語
』
は
事
実
を
記
し
、
事
実
の
記
録
か
ら
自

ず
と
文
章
の
彩
が
表
れ
る
の
で
あ
る
。
後
世
の
文
人
が
虚
談

誇
張
し
て
美
醜
相
混
じ
る
よ
う
な
文
章
と
は
異
な
る
。
徂
徠
4

4

は
後
世
の
文
章
語
を
基
準
に
『
論
語
』
を
見
る
が

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

（
徂
徠
は

乃す
な
わち
後
世
の
文
辞
を
以
て
『
論
語
』
を
視
る
）、
こ
れ
は
誤

り
で
あ
る
。

　
　
【
前
提
注
】

１
．〈
曽
点
の
舞
雩
〉
…
『
論
語
』
先
進
篇
「
子
路
曽
晳
冉

有
公
西
華
侍
坐
」
章
。
子
路
・
曽
晳
・
冉
有
・
公
西
華
ら

が
孔
子
と
同
席
し
て
語
ら
い
、
孔
子
に
促
さ
れ
て
そ
れ
ぞ

れ
自
身
の
志
を
語
る
と
い
う
内
容
。
子
路
ら
が
政
治
・
礼

楽
な
ど
実
務
へ
の
志
を
語
っ
た
の
に
対
し
、
曽
晳
（
名
は

点
）
は
奏
で
て
い
た
瑟し
つ

を
置
き
、
三
人
と
は
違
う
超
俗
的

な
志
を
述
べ
た
。「
暮
春
に
春
服
を
着
て
若
者
た
ち
と
沂き
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で
水
浴
し
、
舞
雩
（
雨
乞
い
を
す
る
壇
）
で
涼
み
、
歌
を

歌
っ
て
戻
り
た
い
。」
孔
子
は
嘆
息
し
、
私
も
曽
晳
に
賛

成
だ
と
述
べ
た
。
弟
子
た
ち
の
人
柄
、
弟
子
に
対
す
る
孔

子
の
理
解
な
ど
描
写
が
精
彩
に
富
む
。

２
．〈
樊
遅
〉
…
『
論
語
』
顔
淵
篇
「
樊
遅
従
遊
於
舞
雩
之
下
」

章
。
樊
遅
が
孔
子
に
従
っ
て
舞
雩
に
遊
ん
だ
時
に
、「
徳

を
崇
め
慝
（
悪
）
を
修
め
惑
い
を
辨
ず
る
」
と
は
何
か
を

尋
ね
、
教
え
を
受
け
た
こ
と
を
記
す
。
樊
遅
が
孔
子
と
外

出
し
た
際
の
問
答
で
は
あ
る
が
、
問
答
を
記
す
の
み
で
、

前
項
の
先
進
篇
〈
曽
点
の
舞
雩
〉
章
と
違
い
、
状
況
の
精

彩
に
富
ん
だ
描
写
は
な
い
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、〈
樊
遅
〉
の 

奇
無
き
は
、
信ま

こ
とに

然
り
。（
自
注
：

蘭
洲
曰
く
、「
固
よ
り
奇
事4

無
し
」
と
。
按
ず
る
に
当
に
「
固
よ

り
奇
言4

無
し
」
に
作
る
べ
し
1

。）
余
も
亦ま

た

来
翁
の
言
を
取
ら
ざ

る
な
り
。〔
し
か
し
〕
其
の 

来
翁
は
「
後
世
の
文
辞
を
以
て
『
論

語
』
を
視み

る
」
と
言
ふ
は
、
則
ち
然
ら
ざ
る
な
り
。
所
謂
「
諸こ

れ

を

画
に
視み

る
が
如
し
」と
は
、
亦
華
采
の
発
す
る
を
賛
嘆
す
る
の
み
。

蘭
洲 

抑そ
も
そ
も「

工
拙
」
の
字
を
見
て
爾し

か

云
ふ
か
。
吁あ

あ

、
孔
門
の
人
と

雖
も
、
皆み

な

長
短
有
り
。
豈あ

に
工
拙
無
か
ら
ん
や
。
四
科
に「
言
語
」

有
り
2

、
是
れ
口
を
矢は

な

つ
（
口
頭
表
現
）
に
工た

く

み
な
り
。「
文
学
」

有
り
、
是
れ
筆
に
載の

す
る
（
文
章
表
現
）
に
工
み
な
り
。
工
み
な

る
有
れ
ば
必
ず
拙
き
有
る
は
、
固
よ
り
其
の
所
な
り
（
当
然
で
あ

る
）。

【『
辨
非
物
』
注
】

1
．
按
ず
る
に
当
に
～
作
る
べ
し
…
東
畡
は
、
奇
文
は
「
記
録
者

の
巧
拙
に
よ
る
」
と
い
う
徂
徠
説
を
退
け
て
、「
巧
拙
と
関
係

な
い
」
と
い
う
蘭
洲
に
賛
同
す
る
。
し
か
し
奇
文
の
条
件
に
は

ひ
っ
か
か
っ
た
。
東
畡
か
ら
す
れ
ば
、〈
樊
遅
〉
も
弟
子
た
ち

が
語
ら
う
状
況（
事
）は
あ
っ
た
が
、
奇
文
た
り
う
る
発
言（
言
）

が
な
か
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
、〈
曽
点
の
舞
雩
〉
の
奇
文
は
、

子
路
・
曽
晳
・
冉
有
・
公
西
華
ら
の
発
言
の
卓
抜
さ
ゆ
え
で
あ

る
。

2
．
四
科
に
言
語
有
り
…
『
論
語
』
先
進
篇
の
「
徳
行
・
言
語
・

政
事
・
文
学
」
の
四
科
を
い
う
。

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
十
七
表
）

辨
曰
、
樊
遅
之
無
奇
、
信
然
矣
。（
自
注
：
蘭
洲
曰
、「
固
無
奇
事
。」

按
當
作
「
固
無
奇
言
。」）
余
亦
不
取
来
翁
之
言
也
。
其
言
来
翁
以

後
世
文
辞
視
『
論
語
』、
則
不
然
也
。
所
謂
「
如
眎
諸
畫
」
者
、

亦
賛
嘆
華
采
之
發
耳
。
蘭
洲
抑
見
「
工
拙
」
字
云
尓
歟
。
吁
、
雖

孔
門
之
人
、
皆
有
長
短
。
豈
無
工
拙
乎
。
四
科
有
言
語
、
是
工
乎

矢
口
也
。
有
文
学
、
是
工
乎
載
筆
也
。
有
工
必
有
拙
、
固
其
所
也
。
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十
六

　
　
【
前
提
】〔
徂
徠
『
徴
』〕

　
『
論
語
』
を
「
精
撰
（
選
り
抜
い
て
編
纂
し
た
も
の
）」
と

言
え
ば
、「
邦
君
の
妻
を
小
君
と
曰
ふ
」
の
章
（
季
氏
篇
、

以
下
「
邦
君
妻
曰
小
君
」
章
と
略
称
）
に
至
っ
て
説
は
破
綻

す
る
1
。

　
　
〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

　
「
邦
君
妻
曰
小
君
」章
は
、
直
前
の
詩
・
礼
を
述
べ
た
章

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4（
季

氏
篇
「
陳
亢
問
於
伯
魚
曰
」
章
）
を
受
け
て
記
さ
れ
た
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る

4

4

4

2
。
だ
い
た
い
物
事
に
は
み
な
正
し
い
呼
び
名
が
あ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

り
、
礼
は
そ
の
規
範
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
か
つ
「
邦
君
妻
曰
小
君
」
章

に
は
き
っ
と
孔
子
の
判
断
の
言
葉
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
欠
落

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

し
た
の
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

。
徂
徠
は
こ
の
よ
う
な
章
の
存
在
を
説
明
し

て
言
う
、「
こ
れ
ら
の
章
は
『
論
語
』
の
編
纂
意
図
と
は
関

係
が
な
い
。
思
う
に
、
古
人
が
一
二
の
古
言
を
得
て
、『
論
語
』

の
篇
末
の
空
白
に
記
し
た
の
だ
ろ
う
。
後
人
が
伝
承
を
尊
重

し
て
、
無
関
係
な
も
の
も
併
せ
て
伝
え
た
に
過
ぎ
な
い
。」

（『
論
語
徴
』
微
子
篇
「
周
有
八
士
」
章
）
と
。
し
か
し
、
載

せ
る
に
値
す
る
も
の
は
空
処
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
載
せ
る

は
ず
で
、
徂
徠
の
言
う
よ
う
な

4

4

4

4

4

4

4

4

鹵ろ
も
う莽
（
粗
略
）
な
も
の
で
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な
い
4

4

。
そ
れ
を
精
撰
で
な
い
論
拠
と
す
る
の
は
お
か
し
い
。

か
つ
徂
徠
は
既
に
『
論
語
』
に
つ
い
て
「〔
孔
子
の
弟
子
た

ち
の
伝
え
た
も
の
の
う
ち
〕独
り
此
れ
至
つ
て
醇
真
と
為
す

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」

（『
論
語
徴
』
題
言
）
と
述
べ
な
が
ら
、
こ
こ
に
「
精
撰
で
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な
い
」
と
す
る
、
何
と
矛
盾
の
甚
だ
し
い
こ
と
か
。

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

　
　
【
前
提
注
】

１
．�「
邦
君
の
妻
を
～
破
綻
す
る
…
徂
徠
は
い
う
、
季
氏
篇

末
の
「
邦
君
妻
曰
小
君
」
章
、
お
よ
び
微
子
篇
末
の
「
周

公
謂
魯
公
」
章
、「
周
有
八
士
」
章
の
二
章
、
郷
党
篇
末

の
「
色
斯
挙
矣
」
章
、
こ
れ
ら
は
他
の
章
と
異
な
り
、

意
味
・
収
録
の
意
図
な
ど
が
不
明
瞭
で
あ
る
。
こ
れ
ら

趣
の
異
な
る
章
の
存
在
に
よ
っ
て
、『
論
語
』
が
精
撰
さ

れ
た
編
纂
物
と
い
う
見
方
は
成
り
立
た
な
く
な
る
と
。

『
論
語
徴
』
微
子
篇
「
周
有
八
士
」
章
を
参
照
。

２
．「
邦
君
妻
曰
小
君
」
章
は
～
も
の
で
あ
る
…
「
邦
君
妻

曰
小
君
」
章
の
直
前
の
「
詩
・
礼
を
述
べ
た
章
」
と
は
「
陳

亢
問
於
伯
魚
曰
」
章
。
陳
亢
（
孔
子
の
弟
子
）
に
「
孔
子

か
ら
特
別
の
教
え
を
受
け
た
か
」と
尋
ね
ら
れ
た
伯
魚（
孔

子
の
子
、
名
は
鯉
）
が
、「
詩
・
礼
の
重
要
さ
を
教
え
ら

れ
た
」
と
答
え
た
、
と
記
す
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、
蘭
洲
曰
く
、「
上
章（
季
氏
篇「
陳
亢
問
於
伯
魚
曰
」

章
）
の 
詩
・
礼
を
言
ふ
を
承う

け
て
之
を
記
す
。」
と
。
予
を
以
て

之
を
観
る
に
、
礼
は
則
ち
之
れ
有
る
も
、
未
だ
詩
を
承う

く
る
者
を
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見
ず
。
蘭
洲 

豈あ

に
窮
す
る
に
非
ず
や
1

。
又
曰
く
、「
物
に
は
皆み

な

正
し
き
称
呼
有
り
、
礼
は
則
ち
然
り
」
と
。
果
し
て
然
ら
ば
、
則

ち
是
れ
礼
を
引
き
て
称
呼
を
正
す
な
り
。
而
る
に
又
曰
く
「
必
ず

孔
子 
之
を
断
ず
る
の
語
有
れ
ど
も
欠
け
た
り
」
と
。
夫
れ
「
断

ず
る
」と
云
ふ
は
、
未
だ
決
せ
ざ
る
者こ

と

有
り
て
之
を
断
ず
る
な
り
。

礼
を
引
き
て
称
呼
を
正
す
が
若ご

と

き
は
、
是
れ
即
ち
断
ず
る
の
み
。

何
ぞ
更
に
断
ず
る
語
を
用
ゐ
ん
。
蘭
洲 

豈あ

に
「
矛
盾
」
す
る
に

非
ず
や
2

。
且
つ
其
の
余
の 

「
色
斯こ

こ

に
挙
が
り
」（
郷
党
篇
）
及

び
「
周
に
八
士
有
り
」（
微
子
篇
）
の
類
の
如
き
は
、
皆
能よ

く
之

が
解
を
為
す
や
否
や
を
知
ら
ず
。
蓋け

だ

し
諸
子
（『
論
語
』
編
纂
に

携
わ
っ
た
諸
子
） 

篇
を
閲け

み

す
る
（
簡
策
を
点
検
す
る
）
の
時
に
方あ

た

り
て
、
偶

た
ま
た
ま

別
に
得
る
所
有
れ
ば
、
姑し

ば
ら

く
之
を
空
処
に
記
し
て
、

以
て
忽
忘
に
備
ふ
る
者
に
し
て
、
他
日
将ま

さ

に
之
を
用
ゐ
る
こ
と
有

ら
ん
と
す
る
な
り
。
何
の
「
鹵ろ

も
う莽

」
か
之
れ
有
ら
ん
3

。
来
翁
既

に
「
醇
真
」
と
曰
ひ
、
又
「
精
譔
に
非
ず
」
と
曰
ふ
、
各

お
の
お
の

指
す

所
有
り
、
相
悖も

と

ら
ず
。
蓋け

だ

し
『
論
語
』
を
撰
す
る
の
人
、
諸
子
の

私
記
を
輯あ

つ

め
て
之
を
聯つ

ら

ぬ
。
一
二
の
先
後
取
舎
（
順
序
立
て
や
取

捨
選
択
）
す
る
こ
と
無
き
に
非
ず
と
雖
も
、
一い

ち
い
ちゝ

は
其
の
例
を
正

さ
ず
、
唯
だ
其
の
言
を
伝
ふ
る
を
主
と
す
る
な
り
。
故
に
諸
子
の

称
、
或
い
は
字あ

ざ
なも

て
し
、
或
い
は
子し

も
て
し
、
或
い
は
姓
名
も
て

す
。「
季
氏
」
一
篇
、
夫ふ

う
し子

を
称
し
て
皆
「
孔
子
」
と
曰
ひ
、「
子
」

と
単
称
す
る
者
無
し
。
凡お

よ

そ
此か

く
の
如
き
者
、
豈
に
義
例
有
ら
ん

や
。
亦ま

た

記
す
者
の 

辞
を
異
に
す
れ
ど
も
輯
む
る
者
（
編
纂
者
）

の 

整
ふ
る
に
及
ば
ざ
る
な
り
。
所い

は
ゆ
る謂

「
精
譔
に
非
ず
」
と
は
、

是
れ
な
り
。
而し

か

れ
ど
も
『
論
語
』
の
中
、
一
言
の 

後
人
の
語
を

攙ざ
ん
に
ゅ
う

入
す
る
者
無
け
れ
ば
、
空
処
の
記
と
雖
も
、
亦ま

た

皆み
な

孔
門
の
遺い（
伝

承
）、
一
章
一
句
、
誦と

な

へ
法の

つ
とる

べ
か
ら
ざ
る
は
無
し
。
所
謂「
醇
真
」

と
は
、
是
れ
な
り
。
誰
か
之
を
「
矛
盾
」
と
謂
は
ん
や
。

【『
辨
非
物
』
注
】

1
．
礼
は
則
ち
～
に
非
ず
や
…
「
陳
亢
問
於
伯
魚
曰
」
章
は
礼
だ

け
で
な
く
詩
の
重
要
さ
も
説
く
。
そ
れ
に
続
く
「
邦
君
妻
曰
小

君
」
章
を
、
蘭
洲
は
「
前
章
の
礼
へ
の
言
及
を
受
け
た
も
の
」

と
言
う
が
、
な
ら
ば
詩
を
受
け
る
も
の
は
無
い
の
か
、
蘭
洲
の

説
も
破
綻
す
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。

2
．
礼
を
引
き
て
～
に
非
ず
や
…
礼
は
正
し
い
呼
称
の
基
準
で
あ

る
。
礼
を
引
い
て
呼
称
を
正
す
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
何

が
正
し
い
基
準
か
を
示
す
一
つ
の
判
断
で
あ
る
。
す
で
に
判
断

で
あ
る
か
ら
に
は
、
さ
ら
に
孔
子
の
判
断
の
言
葉
は
必
要
で
は

な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
章
に
つ
い
て
、〈
礼
を
引
く
〉
と
〈
孔

子
の
断
語
の
欠
落
〉
と
を
言
う
の
は
矛
盾
だ
、
と
い
う
。
蘭
洲

が
徂
徠
の
議
論
を
「
矛
盾
」
と
批
判
し
た
同
じ
言
葉
で
、
蘭
洲

に
切
り
返
す
も
の
。

3
．
何
の
鹵
莽
か
之
れ
有
ら
ん
…
「
鹵
莽
」
は
蘭
洲
が
徂
徠
を
批

判
し
た
語
。
東
畡
が
蘭
洲
と
同
じ
言
葉
で
蘭
洲
に
切
り
返
す
も
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の
。

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
十
八
表
）

辨
曰
、
蘭
洲
曰
、
承
上
章
言
詩
禮
而
記
之
。
以
予
観
之
、
禮
則
有

之
、
未
見
承
詩
者
。
蘭
洲
豈
非
窮
乎
。
又
曰
、「
物
皆
有
正
称
呼
、

禮
則
然
。」
果
然
、
則
是
引
禮
而
正
称
呼
也
。
而
又
曰
、「
必
有
孔

子
断
之
之
語
而
缺
焉
。」
夫
断
云
者
、
有
未
決
者
而
断
之
也
。
若

引
禮
而
正
称
呼
者
、
是
即
断
已
。
何
更
用
断
語
。
蘭
洲
豈
非
「
矛

盾
」
乎
。
且
其
餘
如
「
色
斯
擧
」
及
「
周
有
八
士
」
之
類
、
不
知

皆
能
為
之
解
否
。
縦
為
之
解
、
恐
亦
不
免
窮
解
也
已
。
蓋
方
諸
子

閲
篇
之
時
、
偶
別
有
所
得
、
姑
記
之
空
處
、
以
備
忽
忘
者
、
他
日

将
有
用
之
也
。
何「
鹵
莽
」之
有
。
来
翁
既
曰「
醇
真
」、
又
曰「
非

精
譔
」、
各
有
所
指
、
不
相
悖
矣
。
蓋
撰
『
論
語
』
之
人
、
輯
諸

子
私
記
而
聯
之
。
雖
非
無
一
二
先
後
取
舎
、
不
一
ゝ
正
其
例
、
唯

主
傳
其
言
也
。
故
諸
子
之
称
、
或
字
焉
、
或
子
焉
、
或
姓
名
焉
。

季
氏
一
篇
、
称
夫
子
、
皆
曰
「
孔
子
」、
無
單
称
「
子
」
者
。
凡

如
此
者
、
豈
有
義
例
乎
。
亦
記
者
之
異
辞
、
而
輯
者
之
不
及
整
也
。

所
謂
「
非
精
譔
」
者
、
是
也
。
而
『
論
語
』
中
、
無
一
言
搀
入
後

人
之
語
者
、
雖
空
處
之
記
、
亦
皆
孔
門
之
遺
、
一
章
一
句
、
無
不

可
誦
法
、
所
謂
「
醇
眞
」
者
、
是
也
。
誰
謂
之
「
矛
盾
」
乎
。

十
七

　
　
【
前
提
】〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

　

徂
徠
は
言
う
、「
先
王
の
道
は
〔
道
理
な
ど
で
は
な
く
〕

礼
楽
、
す
な
は
ち
先
王
の
制
作
し
た
制
度
で
あ
る
。
そ
し
て

孔
子
は
礼
楽
制
度
の
意
義
を
多
く
述
べ
た
。
し
か
し
、
礼
楽

は
す
で
に
損
な
わ
れ
、『
論
語
』
に
記
さ
れ
る
礼
楽
に
は
解

釈
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。」
と
1
。
朱
子
の
『
論
語
』
注

に
は
闕
疑（
疑
問
に
不
確
か
な
断
定
を
加
え
ず
残
し
て
お
く
）

の
箇
所
が
幾
つ
も
あ
る
2
。
し
か
し
徂
徠
の
場
合
、
四
八
二

章
3
ど
の
章
に
も
疑
問
を
抱
か
ず
、傲
慢
に
も
解
釈
を
下
す
。

解
釈
で
き
な
い
も
の
に
無
理
な
解
釈
を
下
す
ゆ
え
、鑿
説（
こ

じ
つ
け
の
解
説
）
が
多
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
　
【
前
提
注
】

１
．
先
王
の
道
～
も
の
が
あ
る
…
『
論
語
徴
』
題
言
「
先
王

の
道
は
、礼
楽
の
み
。而
し
て
孔
氏 

多
く
其
の
義
を
言
ふ
。

礼
楽 

残
欠
し
て
、『
論
語
』
に
廼す
な
はち
解
す
べ
か
ら
ざ
る
者

有
り
。」

２
．
朱
子
の
『
論
語
』
～
幾
つ
も
あ
る
…
以
下
、
朱
熹
の
闕

疑
に
当
た
る
例
を
挙
げ
る
。「
八
佾
舞
於
庭
」章（
八
佾
篇
）

「〔
八
佾
舞
の
人
数
に
つ
い
て
〕
未
詳
孰
是
。」、「
書
云
高

宗
諒
陰
」
章
（
憲
問
篇
）「『
諒
陰
』、
天
子
居
喪
之
名
、

未
詳
其
義
。」、「
吾
猶
及
史
之
闕
文
也
」
章
（
衛
霊
公
篇
）

藤澤東畡著『辨非物』訳注（一）―「序」部分― ― 矢羽野隆男

183



「〔
圏
外
注
の
〕
胡
氏
曰
、
此
章
義
疑
、
不
可
強
解
。」
精

査
が
必
要
だ
が
、
蘭
洲
が
「〔
朱
注
は
〕
疑
は
し
き
を
闕か

く
こ
と
数
し
ば
し
ばな
り
」と
い
う
程
に
は
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

３
．
四
八
二
章
…
皇
侃
『
義
疏
』
に
よ
る
と
、
漢
代
に
は
郷

党
篇
一
篇
を
一
章
と
数
え
、『
論
語
』
全
体
で
四
八
二
章
。

朱
熹
『
集
注
』
は
郷
党
篇
を
一
八
章
に
分
け
、
全
体
を
四

九
九
章
と
す
る
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、『
徴
』
の 
疑
は
し
き
を
存
す
る
者
は
1

、「
八
佾
」

章
「
是
れ
誠
に
臆
説
。
別
に
拠
る
所
無
し
。
姑し

ば
らく

録
し
て
以
て
後

の
君
子
を
俟ま

つ
な
り
2

。」「
巧
笑
倩
兮
」
章
（
八
佾
篇
）「
何
註
は

以お

も為
へ
ら
く
、
衛
風
・
碩
人 

此
の
一
句
を
逸
す
、
と
。
朱
子
は

上
の
二
句
を
併
せ
て
直た

だ

に
以
て
逸
詩
と
為
す
。
未
だ
孰い

づ

れ
の
是ぜ

な

る
か
詳
ら
か
な
ら
ず
3

。」「
子
入
大
廟
」
章
（
八
佾
篇
）「
古

い
に
し
へ

必

ず
此
の
礼
有
ら
ん
4

。」「
管
仲
之
器
」
章
（
八
佾
篇
）「『
三さ

ん
き帰

』

と
は
未
だ
何
の
謂
ひ
か
詳
ら
か
な
ら
ず
5

。」「
泰
伯
至
徳
」章（
泰

伯
篇
）「
其
の
詳
ら
か
な
る
こ
と
は
伝
は
ら
ず
。」「
麻
冕
」
章
（
子

罕
篇
）「
本
文
は
其
の
何
の
礼
為た

る
か
を
言
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
亦

其
の
何
の
礼
為
る
か
を
識し

る
べ
か
ら
ざ
る
の
み
。」「
出
則
事
公
卿
」

章
（
子
罕
篇
）「
此
の
章
の
如
き
は
、
省
略
し
て
序
無
し
6

。
是

れ
本も

と 

門
弟
子
の
一
時
の
筆
に
出
づ
。
故
に
千
載
の
下
、
其
の
由

る
所
を
識
り
難
き
者
、
極
め
て
多
し
。」「
法
語
之
言
」章（
子
罕
篇
）

「『
巽そ

ん
よ与

』
は
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
7

。」
上
『
論
』
中
に
有
る
所
、

略ほ
ぼ

此か

く
の
如
し
。是
れ
豈あ

に
四
百
八
十
二
章
の
外ほ

か

な
ら
ん
や
。〔『
儀

礼
』
の
〕
士
冠
・『
礼
記
』
に
曰
く
、「〔
冠
の
呼
称
に
様
々
あ
る
が
〕

委い
ぼ
う貌

は
周
の
道
（
周
の
礼
法
）
な
り
。
章し

ょ
う
ほ甫

は
殷
の
道
な
り
。

毋ぼ
う
た
い追

は
夏
后
氏
の
道
な
り
。」と
8

。礼
は
豈
に
道
に
非
ざ
ら
ん
や
。

武
城
の
弦
歌
に
牛
刀
の
笑
ひ
、
子
游 

対こ
た

ふ
る
に
道
を
学
ぶ
を
以

て
す
9

。
楽が

く

は
豈
に
道
に
非
ざ
ら
ん
や
。
来
翁
の
家
言
、
既
に
先

王
・
孔
門
と
差た

が

は
ず
。
蘭
洲 

将は
た 

安い
づ

く
に
か
辨
を
容い

れ
ん
。
朱
子

の
所い

は
ゆ
る謂

「
道
理
」
な
る
者
の
如
き
は
、
孔
子
の
語
の 

何い
づ

れ
の
方

策
（
竹
簡
・
木
簡
）
よ
り
出
づ
る
か
を
知
ら
ざ
る
な
り
10
。

【『
辨
非
物
』
注
】

１
．『
徴
』の
疑
は
し
き
を
存
す
る
者
…
以
下
、
東
畡
は『
論
語
徴
』

で
存
疑
と
す
る
箇
所
を
列
挙
す
る
。

２
．
是
れ
誠
に
臆
説
～
後
の
君
子
を
俟
つ
…
八
佾
篇
の
冒
頭
の
章

「
八は
ち
い
つ佾
の
舞 

庭
に
於
い
て
す
」
に
つ
い
て
、
徂
徠
は
、「
窃ひ
そ

か

に
疑
ふ
」
と
し
て
、
周
の
成
王
が
伯
禽
（
周
公
の
子
）
に
天
子

の
楽
を
許
し
て
周
公
を
祀
ら
せ
、
伯
禽
は
天
子
の
楽
を
尊
ん
で

舞
台
を
造
り
、
そ
こ
で
八
佾
の
舞
を
舞
わ
せ
た
。
そ
れ
が
後
世

の
舞
台
の
起
源
だ
、
と
考
え
た
。「
是
れ
誠
に
臆
説
云
々
」
は

そ
れ
に
続
く
言
葉
。

３
．
何
註
は
以
為
～
逸
詩
と
為
す
…
八
佾
篇
「
巧
笑
倩
兮
」
章
に

「
子
夏
問
ふ
て
曰
く
、『
巧
笑
倩せ
ん

た
り
、
美
目
盼は
ん

た
り
、
素
以
て
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絢あ
や

と
為
す
』
と
は
何
の
謂
ひ
ぞ
や
。」
と
あ
る
。『
詩
』
衛
風
・

碩
人
篇
の
第
二
章
に「
手
は
柔じ
ゅ
う
て
い荑の
如
く
、
膚は
だ

は
凝
脂
の
如
く
、

領く
び

は
蝤し
ゅ
う
せ
い蠐
の
如
く
、
齒
は
瓠こ
さ
い犀
の
如
く
、
螓せ
み

の
首
ひ
た
ひ 

蛾
の
眉
。

巧
笑
倩せ
ん

た
り
（
可
愛
い
笑
み
は
あ
で
や
か
）、
美
目
盼は
ん

た
り
（
目

元
は
ぱ
っ
ち
り
）。」
と
見
え
る
。
何か
あ
ん晏
『
集し
っ
か
い解
』
は
こ
れ
に
よ

り
、「
素
以
為
絢
兮
」
の
一
句
だ
け
を
碩
人
篇
か
ら
漏
れ
た
句

と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
朱
注
は
上
の
二
句
「
巧
笑
倩
兮
、
美

目
盼
兮
」
も
合
わ
せ
た
三
句
と
も
逸
詩
（『
詩
』
に
漏
れ
た
詩
）

の
一
部
と
す
る
。

４
．
古
必
ず
此
の
礼
有
ら
ん
…
八
佾
篇
「
子
入
大
廟
」
章
に
、
魯

の
祖
廟
で
の
祭
祀
に
際
し
孔
子
は
事
ご
と
に
尋
ね
、「
礼
に
暗

い
」
と
の
評
判
が
立
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
孔
子
は
、「
そ
れ
が

礼
だ
」
と
述
べ
た
と
あ
る
。
徂
徠
は
、
孔
子
の
言
う
通
り
そ
の

よ
う
な
礼
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
考
え
た
。

５
．
三
帰
と
は
～
詳
ら
か
な
ら
ず
…
「
管
仲
之
器
」
章
に
、「
管

仲
は
倹
か
」
と
い
う
或
る
人
の
問
い
に
、
孔
子
が
「
管
氏
に
三4

帰4

有
り
。
官
事
は
摂か

ね
ず
。
ど
う
し
て
倹
と
言
え
よ
う
」
と
答

え
た
と
あ
る
。「
三
帰
」
を
、
古
注
（
包
咸
）
は
三
人
の
夫
人

と
し
、
朱
注
は
台う
て
なの
名
と
す
る
。

６
．
此
の
章
の
如
き
は
云
々
…
子
罕
篇
「
出
則
事
公
卿
」
章
に
、

孔
子
が
、
社
会
で
は
公
卿
に
仕
え
、
家
庭
で
は
父
兄
に
仕
え
、

喪
儀
に
は
礼
に
努
め
、
酒
の
失
敗
は
し
な
い
、
そ
れ
が
自
分
の

日
常
だ
、
と
述
べ
た
と
あ
る
。
こ
の
章
、
ど
の
よ
う
に

4

4

4

4

4

公
卿
に

仕
え
、
父
兄
に
仕
え
る
の
か
に
言
及
が
無
く
、
発
言
意
図
が
不

明
瞭
の
感
が
あ
る
。
徂
徠
が
「
省
略
し
て
序
無
し
」
と
い
う
の

は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

７
．
巽
与
は
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
…
「
法
語
之
言
」
章
「
巽
与
の

言
は
、
能
く
説よ
ろ
こぶ
こ
と
無
か
ら
ん
や
。」「
巽
与
」を
、
古
注（
馬

融
）
は
恭
し
く
謹
み
あ
る
言
葉
と
し
、
朱
注
は
婉
曲
な
助
言
と

す
る
。

８
．
士
冠
・
礼
記
に
曰
く
…
『
儀
礼
』
士
冠
礼
篇
、『
礼
記
』
郊

特
牲
篇
の
、
嫡
子
の
冠
礼
に
関
す
る
記
述
。「
三
加
（
冠
を
三

度
加
え
る
）
し
て
彌
い
よ
い
よ

尊
き
（
次
第
に
高
級
に
な
る
）
は
、
其

の
志
を
諭さ
と

す
な
り
。
冠
し
て
之
に
字あ
ざ
なす
る
は
、
其
の
名
を
敬
ふ

な
り
。
委い
ぼ
う貌
は
周
の
道
な
り
。
章し
ょ
う
ほ甫
は
殷
の
道
な
り
。
毋ぼ
う
た
い追
は

夏
后
氏
の
道
な
り
。」

９
．
武
城
の
弦
歌
～
学
ぶ
を
以
て
す
…
『
論
語
』
陽
貨
篇
「
子
之

武
城
」
章
。
子
游
が
長
官
を
務
め
る
武
城
の
町
を
孔
子
が
訪
れ

る
と
、
弦
歌
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。
孔
子
が
笑
っ
て
「
鶏
を

割
く
に
焉い
づ

く
ん
ぞ
牛
刀
を
用
ゐ
ん
。」と
言
う
と
、
子
游
は
言
っ

た
「
先
生
か
ら
お
聞
き
し
た
。『
君
子 

道
を
学
べ
ば

4

4

4

4

4

則
ち
人
を

愛
し
、
小
人 

道
を
学
べ
ば

4

4

4

4

4

則
ち
使
ひ
易
し
』と
。」孔
子
は
言
っ

た
、「
子
游
が
正
し
い
。
私
は
戯
れ
を
言
っ
た
ま
で
だ
。」
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10
．
朱
子
の
所
謂
道
理
～
知
ら
ざ
る
な
り
…
朱
子
の
哲
学
の
最
重

要
概
念
で
あ
る
「
道
理
＝
天
理
」
と
い
う
言
葉
は
、
孔
子
の
言

葉
と
し
て
ど
の
簡
策
（
書
籍
）
か
ら
出
た
も
の
か
。
孔
子
が
口

に
し
な
か
っ
た
「
道
理
」
と
い
う
概
念
を
中
心
に
据
え
る
朱
子

学
へ
の
、
核
心
を
突
い
た
批
判
で
あ
る
。

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
十
九
裏
）

辨
曰
、『
徴
』
存
疑
者
、「
八
佾
」
章
「
是
誠
臆
説
。
別
無
所
據
。

姑
録
以
俟
後
君
子
也
。」「
巧
笑
倩
兮
」
章
「
何
註
以
為
衛
風
碩
人

逸
此
一
句
。
朱
子
併
上
二
句
、
直
以
為
逸
詩
。
未
詳
孰
是
。」「
子

入
大
廟
」
章
「
古
必
有
此
禮
。」「
管
仲
之
器
」
章
「『
三
帰
』
未

詳
何
謂
。」「
泰
伯
至
徳
」
章
「
其
詳
不
傳
焉
。」「
麻
冕
」
章
「
本

文
不
言
其
為
何
禮
、
則
亦
不
可
識
其
為
何
禮
已
。」「
出
則
事
公
卿
」

章
「
如
此
章
、
省
略
無
序
。
是
本
出
門
弟
子
一
時
筆
。
故
千
載
之

下
、
難
識
其
所
由
者
、
極
多
矣
。」「
法
語
之
言
」
章
「『
巽
與
』

未
詳
」。
上
『
論
』
中
所
有
、
略
如
此
。
是
豈
四
百
八
十
二
章
之

外
乎
。
士
冠
・『
禮
記
』
曰
、「
委
貌
、
周
道
也
。
章
甫
、
殷
道
也
。

毋
追
、
夏
后
氏
之
道
也
。」禮
豈
非
道
乎
。
武
城
弦
歌
、
牛
刀
之
笑
、

子
游
對
以「
學
道
」。
樂
豈
非
道
乎
。
来
翁
家
言
、
既
不
與
先
王
・

孔
門
差
矣
。
蘭
洲
将
安
容
辨
。
如
朱
子
所
謂
「
道
理
」
也
者
、
不

知
孔
子
之
語
、
出
何
方
策
也
。

十
八

　
　
【
前
提
】〔
徂
徠
『
徴
』〕

　

宋
儒
は
孔
子
の
学
ん
だ
こ
と
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
孔
子

を
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
規
矩
（
コ
ン
パ
ス
と
定

規
）
に
従
わ
ず
に
般
・
捶す

い

（
公こ
う
し
ゅ
は
ん

輸
般
・
工こ
う
す
い捶
。
伝
説
上
の
名

匠
）
を
学
ぶ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

　

名
匠
が
人
に
教
え
る
に
は
規
矩
を
用
い
、
学
ぶ
者
も
必
ず

規
矩
に
よ
っ
て
学
ぶ
。
そ
れ
で
も
般
・
捶
の
域
に
は
達
し
難

い
。
だ
か
ら
般
・
捶
を
学
ぶ
者
は
、
必
ず
ま
ず
彼
ら
の
教
え

に
従
い
、
孔
子
を
学
ば
ん
と
す
る
者
は
、
必
ず
ま
ず
そ
の
教

え
に
従
う
の
で
あ
る
。
で
は
孔
子
の
教
え
と
は
何
か
。「
文
・

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

行
、
忠
・
信
」

4

4

4

4

4

4（
述
而
篇
）
で
あ
る

4

4

4

1
。
徂
徠
は
孔
子
の
教

え
に
従
わ
ず
、
孔
子
の
学
ん
だ
こ
と
を
学
ぼ
う
と
す
る
が
、

そ
れ
で
は
孔
子
の
教
え
と
す
る
に
足
り
な
い
。
か
つ
孔
子
の

4

4

4

学
ん
だ
こ
と

4

4

4

4

4

と
は
何
か
（
孔
子
の
学
ぶ
所
と
は
何
ぞ
や
）
と

問
え
ば
、
徂
徠
は
必
ず
「
先
王
の
道
」、「
礼
楽
」
と
言
う
だ

4

4

4

4

4

4

4

4

ろ
う
4

4

。
口
を
開
け
ば
礼
楽
を
く
ど
く
ど
と
語
っ
て
信
じ
さ
せ

よ
う
と
す
る
。
甚
だ
醜
む
べ
き
こ
と
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。
か
つ
、
後
世
4

4

に
至
り
、
礼
楽
が
崩
壊

4

4

4

4

4

し
て
、
実
証
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら

に
は
、
徂
徠
の
学
ぶ
と
い
う
礼
楽
は
形
式
ば
か
り
で
模
倣
と

さ
え
言
え
な
い
。
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【
前
提
注
】

１
．
文
・
行
、
忠
・
信
…
『
論
語
』
述
而
篇
「
子
は
四
以
て

教
ふ
。
文
・
行
、
忠
・
信
。」

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、
孔
子
の
学
ぶ
所
は
、
即
ち
其
の
教
ふ
る
所
な
り
。

之
を
学
ぶ
は
、
即
ち
之
に
遵し

た
がふ

な
り
。
大
匠
（
名
匠
） 

人
に
教
ふ

る
に
規
矩
を
以
て
し
、
其
の
之
を
学
ぶ
も
、
亦ま

た

必
ず
規
矩
を
以
て

す
。
豈あ

に
二
有
ら
ん
や
1

。「
人
に
し
て
不
仁
な
ら
ば
、
礼
を

如い
か
ん何

。
人
に
し
て
不
仁
な
ら
ば
、
楽
を
如
何
。」（
八
佾
篇
）、
又「
詩

に
興
り
、
礼
に
立
ち
、
楽
に
成
る
。」（
泰
伯
篇
）、
又
「
先
進
の 

礼
楽
に
於
け
る
や
野
人
な
り
。」（
先
進
篇
）、
又
「〔
名
が
正
し
く

言
が
順
で
な
い
と
事
が
成
ら
ぬ
。〕
事
成
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
礼
楽 

興
ら
ず
。」（
子
路
篇
）、
又
「〔
知
・
勇
・
芸
が
有
り
、
さ
ら
に
〕

之
を
文か
ざ

る
に
礼
楽
を
以
て
せ
ば
〔
完
成
し
た
人
格
と
い
え
る
。〕」

（
憲
問
篇
）、
又
「
礼
と
云
ひ
礼
と
云
ふ
も
、
玉
帛
を
云
は
ん
や
。

楽
と
云
ひ
楽
と
云
ふ
も
、
鐘
鼓
を
云
は
ん
や
。」（
陽
貨
篇
）、
是

の
礼
楽
は
、
夫
子
の
談
ず
る
所
な
り
2

。
所い

は
ゆ
る謂

「
文
・
行
・
忠
・

信
」（
述
而
篇
）の「
文
」も
、
亦ま

た

礼
楽
な
り
。〔
蘭
洲
の
い
わ
ゆ
る
〕

「
之
を
醜に

く

む
」
と
は
3

、
豈
に
夫
子
の
教
へ
を
醜
む
に
非
ざ
ら
ん

や
（
孔
子
の
教
え
を
醜
む
も
の
で
あ
る
）。「
後
世
に
礼
楽 

崩
壊
」

の
如
き
は
、
来
翁 

何
ぞ
之
を
知
ら
ざ
ら
ん
。
其
の
「
水す

い
し
ん
ど
う

神
童
に

与
ふ
る
書
」
に
曰
く
、「
士
の
今
に
生
ま
る
る
や
、
礼 

残そ
こ
なは

れ
楽 

亡ほ
ろ

び
、
之
を
如
何
と
も
す
る
無
し
。
苟い

や
しく

も
聖
人
復ま

た
生
ま
る
る

に
非
ず
ん
ば
、孰た

れ
か
能よ

く
制
作
せ
ん
。故
に
学
者
は
唯た

だ

能
く『
詩
』

『
書
』
と
礼
と
に
涵か

ん
じ
ゅ濡

し
（
浸
り
潤
い
）、
優
游
厭え

ん
よ飫

し
て
（
ゆ
っ

た
り
と
満
ち
足
り
）、
久
し
く
し
て
之
に
化
し
、
習
ひ
て
以
て
性

と
成
り
、
而
し
て
徳
慧
術
知 

此
れ
に
由
り
て
以
て
出
づ
れ
ば
、

則
ち
其
の
見
る
所
は
習
俗
淟て

ん
で
ん涊

（
汚
れ
濁
り
）
の
中
に
濯
然
（
清

ら
か
に
輝
か
し
い
）
た
ら
ん
。
庶

こ
い
ね
がは

く
は
以
て
悖も

と

ら
ざ
る
に
足
ら

ん
の
み
。」
と
4

。

【『
辨
非
物
』
注
】

１
．
豈
に
二
有
ら
ん
や
…
〈
学
ぶ
〉
と
〈
教
え
に
従
う
〉
と
は
一

つ
の
こ
と
、
の
意
。

２
．
是
の
礼
楽
は
云
々
…
以
上
の
礼
楽
に
関
す
る
五
箇
所
の
『
論

語
』
の
引
用
は
、
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
全
て
「
子
曰
」
に
始

ま
る
。
す
な
わ
ち
孔
子
自
身
が
礼
楽
を
語
っ
た
言
葉
。

３
．
之
を
醜
む
と
は
…
蘭
洲
『
非
物
篇
』
は
、
礼
楽
を
執
拗
に
語

る
徂
徠
を
「
醜に
く

む
べ
き
の
甚
だ
し
き
」
も
の
と
し
た
。
こ
れ
に

対
し
て
東
畡
は
、
孔
子
自
ら
礼
楽
を
語
る
箇
所
を
列
挙
し
、
礼

楽
を
語
る
徂
徠
を
醜
む
こ
と
は
、
孔
子
を
醜
む
に
他
な
ら
な
い

と
反
撃
す
る
。
蘭
洲
の
言
葉
を
用
い
て
切
り
返
す
論
法
。

４
．
水
神
童
に
～
足
ら
ん
の
み
と
…｢

復
水
神
童（
第
二
書
）｣（「
大

系
」
五
一
二
頁
上
）。
水
神
童
は
水み
ず
た
り
は
く
せ
ん

足
博
泉
（
一
七
〇
七
～
一

七
三
二
）、
熊
本
藩
士
、
水
足
屏
山
の
子
。

藤澤東畡著『辨非物』訳注（一）―「序」部分― ― 矢羽野隆男

187



【『
辨
非
物
』
原
文
】（
二
十
裏
）

辨
曰
、
孔
子
之
所
學
、
即
其
所
教
也
。
学
之
、
即
遵
之
也
。
大
匠

教
人
以
規
矩
、
其
学
之
亦
必
以
規
矩
。
豈
有
二
哉
。「
人
而
不
仁
、

如
禮
何
。
人
而
不
仁
、
如
樂
何
」、
又
「
興
於
詩
、
立
於
禮
、
成

於
樂
」、
又
「
先
進
於
禮
樂
野
人
也
」、
又
「
事
不
成
、
則
禮
樂
不

興
」、
又
「
文
之
以
禮
樂
」、
又
「
礼
云
礼
云
、
玉
帛
云
乎
哉
。
樂

云
樂
云
、
鐘
鼓
云
乎
哉
」、
是
禮
樂
、
夫
子
之
所
談
也
。
所
謂「
文
・

行
、
忠
・
信
」
之
「
文
」、
亦
禮
樂
也
。「
醜
之
」
者
、
豈
非
醜
夫

子
之
教
乎
。
如「
後
世
禮
樂
崩
壞
」者
、
来
翁
何
不
知
之
。
其「
與

水
神
童
書
」
曰
、「
士
之
生
於
今
、
禮
残
樂
亡
、
無
如
之
何
。
苟

非
聖
人
復
生
、
孰
能
制
作
。
故
學
者
唯
能
涵
濡
于
『
詩
』『
書
』

與
禮
、
優
游
厭
飫
、
久
而
化
之
、
習
以
成
性
、
而
德
慧
術
知
、
由

此
以
出
、
則
其
所
見
濯
然
習
俗
淟
涊
之
中
。
庶
足
以
弗
悖
耳
。」

十
九

　
　
【
前
提
】〔
徂
徠
『
徴
』〕

　

宋
儒
は
、
孔
子
を
学
ぶ
に
は
『
論
語
』
が
一
番
、
聖
人
の

言
行
は
こ
こ
に
具
わ
る
と
い
う
。
孔
子
は
匹
夫
と
し
て
身
を

終
え
、
古
代
の
聖
王
ほ
ど
の
事
績
を
残
せ
な
か
っ
た
が
、
志

し
た
道
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
な
の
に
宋
儒
は
『
論
語
』

を
絶
対
視
し
、「
道
は
自
か
ら
人
に
具そ
な

わ
り
、
聖
人
は
学
を

必
要
と
し
な
か
っ
た
。」
と
い
う
。
こ
れ
は
宋
儒
の
誤
り
で
、

果
て
は
六
経
を
廃
す
る
に
至
っ
た
。
誰
が
言
っ
た
か
、
仁
斎

先
生
は
宋
儒
と
は
異
な
る
と
（
宋
儒
と
同
じ
だ
）。

　
　
〔
蘭
洲
『
非
物
』〕

　

徂
徠
の
一
生
の
精
力
は
宋
儒
に
対
し
て
異
見
を
打
ち
立
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る
こ
と
に
あ
っ
た

4

4

4

4

4

4

4

。
宋
儒
へ
の
異
見
は
仁
斎
の
説
と
同
様
の

も
の
と
な
っ
た
が
、自
説
の
先
駆
者
た
る
仁
斎
を
忌
み
嫌
い
、

仁
斎
説
を
自
説
の
よ
う
に
偽
り
、
与
え
た
り
奪
っ
た
り

4

4

4

4

4

4

4

4

（
或

予
或
奪
）、
耳
を
掩お
お

っ
て
鈴
を
盗
む
（
自
己
を
偽
り
つ
つ
悪

事
を
行
う
）
も
の
だ
。
結
果
、
仁
斎
に
も
異
見
を
立
て
、
門

戸
を
立
て
得
た
が
、
孔
子
と
異
な
る
結
果
と
な
っ
た
の
に
気

づ
か
な
い
と
は
哀
れ
で
あ
る
。
か
つ
初
め
は
仁
斎
の
説
に
触

れ
ず
に
い
な
が
ら
、
こ
こ
で
突
然
の
仁
斎
批
判
は
、
文
章
に

ま
と
ま
り
が
な
い
。
仁
斎
を
攻
め
る
に
急

4

4

4

4

4

4

4

4

で
、
修
辞
に
気
が

回
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
仁
斎
は
『
論
語
』
を
「
宇
宙
第
一
の

書
」
と
称
し
た
が
、
こ
れ
を
駁
し
た
に
過
ぎ
ぬ
。
こ
の
一
節

は
措
辞
が
お
粗
末
、
意
味
も
曖
昧
、
辨
ず
る
に
足
ら
ぬ
者

4

4

4

4

4

4

4

4

で

あ
る
。

【『
辨
非
物
』
書
き
下
し
】

　

辨
に
曰
く
、
是
れ
懸
空
（
事
実
無
根
）
の
言
、
亦
「
辨
ず
る
に

足
る
無
き
者
」
な
り
1

。
独ひ

と

り
来
翁
の 

宋
儒
に
取
ら
ざ
る
は
、

五
十
以
後
に
在
り
2

。「
徂
来
の
一
生
の
精
力
」
と
曰
ふ
は
、
事

実
に
差た

が

へ
り
。
此
の
節
、
本も

と 

宋
儒
を
議
し
、
而
し
て
仁
斎
は
則
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ち
帯
説
な
り
、
故
に
其
の
文
を
簡
に
す
。「
仁
斎
を
攻
む
る
に
急
」

と
曰
ふ
は
、
主
意
に
差た
が

へ
り
。
人 

尽
こ
と
ご
と

く
は
得
る
こ
と
能あ

た

は
ず
、

又
必
ず
し
も
尽
く
は
失
は
ず
、
其
の
得
を
予あ

た

へ
、
而
し
て
其
の
失

を
奪
ふ
。「
或
い
は
予
へ
或
い
は
奪
ふ
」
は
、
是
れ
直
道
の
行
ひ

な
り
3

。
豈
に
夫か

の
〈
偏か

た
より

て
駁
す
る
者
の 

好
む
所
に
於
い
て

は
一
切
之
を
是ぜ

と
し
、悪
む
所
に
於
い
て
は
一
切
之
を
非
と
す
る
〉

が
如
く
な
ら
ん
や
4

。

【『
辨
非
物
』
注
】

１
．
辨
ず
る
に
足
る
無
き
者
…
本
節
の
【
前
提
】
の
末
尾
に
見
え

る
蘭
洲
の
言
葉
「
此
の
一
節
、
措
辞 

潦
草
、
意
も
亦
曖
昧
、

辨
ず
る
に
足
る
無
き
者
な
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。」
を
踏
む
表
現
。

２
．
來
翁
の 

宋
儒
に
～
五
十
以
後
に
在
り
…
徂
徠
が
「
古
文
辞
」

を
唱
え
、
か
つ
朱
子
学
の
伝
統
を
脱
し
て
、
独
特
の
学
説
を
完

成
す
る
の
は
、
そ
の
五
十
歳
以
降
の
こ
と
。

３
．
直
道
の
行
い
…
『
論
語
』
衛
霊
公
篇
「
子
曰
く
、
吾
の
人
に

於
け
る
や
、
誰
を
か
毀そ
し

り
誰
を
か
誉
め
ん
。
如も

し
誉
む
る
所
の

者
有
れ
ば
、
其
れ
試
み
る
所
有
り
。
斯こ

の
民
や
、
三
代
の
直
道
4

4

に
し
て
行
ふ

4

4

4

4

4

所
以
な
り
。（
三
代
之
所
以
直
道
而
行

4

4

4

4

也
。）」

４
．
豈
に
夫
の
偏
り
て
～
如
く
な
ら
ん
や
…「
偏
り
て
駁
す
る
者
」

と
は
、
一
方
に
加
担
し
て
他
方
を
非
難
す
る
者
。
自
分
の
好
む

対
象
に
は
全
て
を
是
と
し
、
嫌
う
対
象
に
は
全
て
を
非
と
す
る

偏
狭
な
人
物
と
し
て
蘭
洲
を
捉
え
、
さ
き
に
是
是
非
非
の
姿
勢

を
具
え
る
と
し
た
徂
徠
と
対
照
さ
せ
る
。

【『
辨
非
物
』
原
文
】（
二
十
一
裏
）

辨
曰
、
是
懸
空
之
言
、
亦
「
無
足
辨
者
」。
獨
来
翁
不
取
宋
儒
、

在
五
十
以
後
。
曰
「
徂
来
一
生
精
力
」
者
、
事
實
差
矣
。
此
節
、

本
議
宋
儒
、
而
仁
齋
則
帯
説
、
故
簡
其
文
。
曰「
急
於
攻
仁
齋
」者
、

主
意
差
矣
。
人 

非
上
智
則 

不
能
盡
得
焉
、
又
不
必
盡
失
焉
、
予

其
得
、
而
奪
其
失
。「
或
予
或
奪
」、
是
直
道
之
行
也
。
豈
如
夫
偏

駁
者
之
於
所
好
一
切
是
之
・
於
所
惡
一
切
非
之
乎
哉
。

【
付
記
】

本
稿
は
平
成
二
十
三
年
度 

日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
補

助
金 

基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
変
革
期
に
お
け
る
大
坂
漢
学
の
研
究
―

懐
徳
堂
を
中
心
に
―
」（
研
究
代
表
者
・
矢
羽
野
隆
男
、
研
究
課

題
番
号
・
二
二
五
二
〇
〇
八
五
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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